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ま え が き 
 

 

東日本大震災から 8 年が経過し、被災地の漁村では様々な復興事業が最終局

面に向けて進行中です。具体的には、被災漁村の集落形成、漁村の防災機能強

化、陸域での水産施設整備（水産加工施設等）と一体となった漁村の復旧等が

その内容ですが、それらについては、関連事業や制度が複数の省庁の所管のも

とで運営され大変複雑であったため、総合的なまちづくりの視点が欠落しがち

であったとの問題点も指摘されており、必ずしも復興のプロセスや課題が明確

になっているとは言い難い状況があるのではないかと認識されます。 

そこで、当会では、2017 年度に「東日本大震災における漁村の復興問題」調

査研究委員会を設置し、被災地漁村の復興問題等に関する調査研究に着手しま

した。本事業では漁村の復興事業の具体的内容やプロセスを個別に検証して被

災漁村での復興事業の現状と課題を明らかにするとともに、被災地での継続的

復興のあり方と今後同様の大規模災害が懸念される被災地以外での事前防災の

あり方に資する提言を行う予定です。 

2018 年度は、2017 年度（岩手県 6 地区、宮城県 4 地区計 10 地区のモデル地

区調査）に引き続き、岩手県 1 地区、宮城県 3 地区に加え福島県 3 地区の計 7

地区を対象として、漁村復興まちづくりの概要や漁業・水産業の復興概要に関

する調査をそれぞれ実施し、課題整理等を行いました。本報告書は、その成果

をとりまとめたものであり、関係各位にご参照いただければ幸いです。 

なお、本事業の実施に際しましては、事業計画の立案、実施を担当された座

長の富田 宏 氏（株式会社漁村計画代表取締役）をはじめ委員の先生方、調査

にご協力いただきました現地関係者の皆様方に多大のご尽力をいただきました。

この紙面を借りて、厚くお礼申しあげます。 

 

 

                   令和元年 9 月 

一般財団法人 東京水産振興会 

会長 渥 美   雅 也 
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序 章 事業概要 

１．事業の目的

発災から既に 7 年を経過し、8 年目に入った東日本大震災は、前期 5 年間の復興集中期間を過

ぎ、創造的復興と銘打たれた後期復興期間の渦中にあるが、被災前から縮減局面にあった被災地

の漁業・漁村の復興状況は、地域や個別漁村によりまちまちである。 

復興が、基盤施設などハードの復旧率で語られることが多い中、地域社会としての漁村を含め

た漁業地域の漁業生産体制や構造、伝統的コミュニティ、生業と生活のかたち、景観や環境改変

の影響といったソフト面での適切な復興が、漁業者はじめ関係住民が満足するかたちで進んでい

るのか否かについては、疑問な点が多い。 

本調査研究事業は、東日本大震災被災漁村の復興まちづくりを、防災・復興に係る、①制度設

計、②主体・体制、③計画技術、④低地利用のあり方、⑤持続的地域振興のあり方(6 次産業等）

を主な論点として検証し、ハード整備後の真の意味での被災地漁村の復興及び振興と、南海トラ

フ地震津波の危機が叫ばれる西日本をはじめとした全国の漁村の事前防災・事前復興のあり方に

ついて検討、提案することを目的としている。 

なお、本調査は、平成 29 年度の事例調査等を踏まえた 2 年目の調査研究事業である。 

２．調査・研究内容と方法 

上述 1 に掲げた事業の目的を達成するために、平成 29 年度に引き続き平成 30 年度は、以下の

事項について、委員会の開催及び現地調査を実施し、報告書をとりまとめた。 

(1)検討委員会の開催

前年度に引き続き、「東日本大震災における漁村の復興問題検討委員会」を設置し、本事業の実

施方針等の基本事項に関する協議・検討を行った。なお、当該委員会は、3 回実施した。また、

前年度事業成果を広く関係者に周知するため、平成 31 年 1 月 18 日に、委員会メンバーによる平

成 29 年度成果報告・意見交換会を実施した。 

本調査研究事業の委員会名簿は、以下のとおりであり、委員会での議論や指摘などを本報告書

作成に反映した。なお、今年度より、澤田雅浩委員（兵庫県立大）が新たに参加した。 

座長 富田  宏 (（株）漁村計画代表取締役) 

委員 岩成 正勝 (（株）水土舎 主任研究員) 

佐藤 宏亮（芝浦工業大学 教授） 

高鍋  剛（（株）都市環境計画 NPO 法人都市計画家協会理事） 

三宅  諭（岩手大学 准教授） 

内山  征（アルメック VPI 主任研究員） 

澤田 雅浩（兵庫県立大学 大学院減災復興政策研究科 准教授） 

廣吉 勝治（北海道大学名誉教授） 

－1－



(2)平成 29 年度調査結果概要の整理 

本事業は、平成 29 年度に着手しおり、平成 30 年度事業の連続性や継続性を確認するため、平

成 29 年度調査成果を概略整理した。 

(3)東日本大震災漁村復興関連のモデル被災 3県の自治体・関係漁村聞取り調査 

前年度に現地調査を実施した岩手県（6 地区）、宮城県（4 地区）に加え、地震津波被害に加え

原発関連の深刻な被災の中で漁業及び漁村復興を目指す福島県のモデル地区調査を実施した。な

お、聞取り調査地区は、福島県 3 地区、岩手県 1 地区、宮城県 3 地区の計 7 地区とし、2 年間に

わたる被災 3 県の調査地区数の偏りを少なくすることに配慮した。 

(4)聞取り調査・研究成果に関する協議、分析、とりまとめ方針の決定 

事業 2 年目である本年度（平成 30 年度）に、初めて原発被害の中で復興に取り組む福島県内の

3 地区の調査を実施したことに鑑み、厳しい状況下にある福島県内の漁業・漁村の復興状況を考

察した。 

また、平成 29 年度～30 年度の 2 カ年で調査したモデル地区調査成果を、当初の仮説的視点に

基づき協議・分析し、東日本大震災被災漁村復興の主要な課題と論点を整理した。その際、調査

成果や分析の結果、当初の仮説を若干、修正・補強した。また、南海トラフ起因の大規模地震津

波が想定される西日本地域の事前復興や防災対策に関する提言調査を中心とした次年度以降の調

査研究課題やテーマについても併せて検討した。 
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第 1 章 前年度調査結果概要 

１－１ 調査の前提 

平成 29 年度調査では、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及び地震津波により未曽有の

被害を受けた岩手、宮城、福島 3 県のうち、岩手、宮城の主要な漁村を抽出・調査研究した。ち

なみに、3 県の被災漁港漁村及び港湾などの立地概要は、下表のとおりである。 

表 1-1-1 被災漁港漁村の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-1-1 東北 3 県の漁港・漁村数と被害状況 

東北
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１－２ 大規模津波被災漁村の問題点・課題に関する仮設の設定 

平成 29 年度調査・研究事業を進めるに当たり、先ず検討委員会において、東日本大震災及び津

波の主要な被災地域における漁村復興まちづくりの問題点及び課題を検証する 5 つの視点を、仮

説的に設定した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 東北被災漁村の問題点・課題検証に関する 5 つの視点 

 

 

１－３ 東日本大震災から現在に至る漁村復興の時系列的経緯の

マクロ把握 

東日本大震災の発災から現在に至る、被災地域の漁村復興まちづくりに関し、主に国を中心と

した取組の経緯を時系列的に整理した。東日本大震災及び津波被災が大規模で広域的なものであ

ったことから、個々の被災自治体の枠を越えた国レベルでの復興ガバナンスや推進体制・事業制

度等の経緯をマクロの視点で把握しておくことが重要という観点である。 

主な特徴は、被災後、時を置かず、組織的な復興ワンストップ窓口として復興庁・復興局が創

出され、5 省庁 40 事業からなる復興交付金基幹事業が申請・認可のサイクルを繰り返しながら進

められた点があげられる。また、被災直後に国交省により実施された被災状況調査と復興パター

ン調査結果が、その後の被災自治体の復興計画に直結するとともに、漁村復興のプロセスを規定

した点も特徴的な点である。  
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図 1-3-1 東北漁村復興プロセスの時系列的マクロ把握 

 また、漁村復興に当たっては、住まいや暮らしの復興以前に、漁業・水産業復興に関する手厚

い支援事業が用意され、比較的早い時期に生産面の復興が進んだ点も特筆すべき点であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 1-3-2 中小漁村復興への暮らしと生業復興に向けた構造的事業構成 
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１－４ モデル被災自治体・関係住民等聞取調査結果 

前述の東北被災漁村復興の主要な 5 つの視点を踏まえて、平成 29 年度調査では、被害が集中し

た岩手、宮城、福島 3県のうち、未だ原発事故の影響で暮らしと生業の復興の目途が立っていな

い福島県を除く、岩手、宮城両県から、次図に示す 10 モデル漁村を抽出した。 

 モデル対象漁村の内訳は、岩手県が 6 地区、宮城県が 4 地区であり、それぞれ本調査の前提と

しての問題認識である、①制度設計、②主体・体制、③計画技術、④低地利用、⑤6 次産業振興

の視点から独自の特性を持った復興に取り組んでいる点を重視して抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-1 モデル漁村の抽出 

 

 以下に、平成 29 年度調査で、抽出調査した 10 モデル漁村における自治体及び関係住民等聞取

調査の結果概要を整理する。 
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表 1-4-1 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（岩手県岩泉町小本地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-4-2 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（岩手県宮古市田老地区） 
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表 1-4-3 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（岩手県山田町大浦地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-4-4 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（岩手県釜石市花露辺地区） 
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表 1-4-5 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（岩手県大船渡市越喜来地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-4-6 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（岩手県大船渡市細浦地区） 
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表 1-4-7 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（宮城県気仙沼市鮪立地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-4-8 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（宮城県南三陸町伊里前地区） 
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表 1-4-9 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（宮城県南三陸町水戸辺地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-4-10 5 つの視点から見たモデル調査のまとめ（宮城県石巻市白浜地区） 
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１－５ 平成 29 年度調査の総括と今後の課題 

前年度調査の総括と本年度以降の調査課題を以下に整理する。地井昭夫（※漁村計画や漁村の

生活環境・生活環境改善研究の先駆者で、研究にとどまらない政策提案等を積極的に行った。／

1940 年～1980 年）による漁村成立から漁港村の形成にかけての説明は、東日本大震災被災漁村復

興の結果として、居住地の高台移転により漁港や海と集落の分断という新たな局面を迎えている。

また、震災は、東北中小漁村で以前から継続していた過疎高齢化をより加速させ、移転地を含め

た集落のスポンジ化という問題を提起するに至っている（下図参照）。 

大規模災害が、環境と生業と暮らしが一体性の中に成立するという従来の漁村の定義自体に、

根本的な変化をもたらしつつあることを意味すると同時に、東北被災漁村の復興後の姿に限らな

い全国共通の課題を提起している。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-1 漁村形成の経緯と被災漁村の現状 

 このような認識を前提に、前年度調査結果から導かれる総括と今後の課題を、以下に整理する。 

（平成 29 年度調査の総括と今後の課題） 

１．制度設計上の総括と今後の課題 

国、県、市町村などの基礎自治体と復興基礎単位である漁村集落コミュニティ間の情報共有

と連携システム、とりわけ被災・復興当事者である地元と復興事業の基準や配分の役割を担う、

国や県との関係や調整を効果的に担う中間支援システムの形成が十分機能しえなかったのでは

ないかという課題が認識された。また、縦割りの各省庁が所管する様々な復興事業制度の難解

さや基礎自治体が明確なマスタープランのもとに必要な復興事業制度を効果的に運用していく

ためのガバナンスの課題などが浮かび上がった。 

①大規模・広域災害復興での国の主導のあり方（※2000 年代に進んだかに見えた地方分権と平

成の大合併推進により誕生した広域合併市町の主体性の発揮と、現実的な従来型の縦割行政

型復興の現実→一体的連携不足） 

②復興庁の意義・役割の検証と組織・機能の改良（※復興交付金申請集約・審査・評価・配分

（定着期） （発展期） 

①漁村形成期 ②漁港形成期 ③漁港村形成期 

資料－新建築学体系 18（集落計画/地井昭夫）をもとに富田作成 

（ある漁村における漁村・漁港の形成史） 
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システムや個別交付金事業計画評価に対する一律・共通指針等の不足等） 

③地方分権、広域合併後の復興主体である市町村の主体性と能力向上（※大規模災害緊急時に

おけるマンパワー不足に対する適確な対応体制の構築） 

④復興プロセスの各段階における国・県・市町村と復興基礎単位である集落間の役割分担と参

加・合意形成に関する連携体制の構築 

⑤各省庁が所管する復興事業制度の総合化や基礎自治体の柔軟な運用を可能にする制度改良他 

２．主体・体制 

本来であれば、長期的な議論、合意形成とフィードバックの蓄積プロセスが求められる大規

模な漁村復興まちづくりにあって、あまりに大規模で広範な被災を前に、丁寧な合意形成以前

に効率的で早急な復興が進められた。一方、全般に、復興基礎単位である漁村コミュニティが

一定の自主性と合意形成の努力を積み上げつつ、事業主体である市町村と適切な連携関係が得

られた場合、漁業者をはじめとした住民満足度の比較的高い復興につながっている場合が見ら

れる。その際、従前から強固な漁村コミュニティの存在があったことは重要である。つまり、

平時からまちづくりや地域振興の推進力となる漁村共同体的コミュニティの存在は、災害復興

に当たっても強い復元力を有していると認識される。その際、事業主体である市町村との相互

理解と連携が必要なことは言うまでもない。状況によっては相互理解と連携を促進していくた

めの外部支援者による仲介や調整も有効である。 

①強固な基礎単位集落の漁村共同体型のコミュニティの形成が集落レジリエンスに直結 

②復興計画策定主体である基礎自治体内の連携体制の構築（市町村内の行政的縦割りの解消） 

③計画・合意形成・事業選択・実践コーディネータである市町村と復興基礎単位集落コミュニ

ティの連携体制の構築 

④外部有識者を選択・使いこなす基礎自治体や漁村共同体型コミュニティの体制強化他    

３．計画技術 

本来、持続可能で当事者の満足度の高い漁村復興まちづくりに必要な十分なプロセスと時間

をかけることが望ましいが、一方で、住まいをなくし、生業の目途が立たない被災者の早急な

復興需要が求められた。現実的に、復興まちづくりが遅れた地域では、被災住民の域外流出に

つながっている。このような矛盾を解消し、漁業者をはじめとした住民満足度の高い漁村復興

まちづくりを迅速かつ納得のいくかたちで進める計画技術の構築は、特に東日本大震災のよう

な大規模､広範な被災後の分散立地型の漁村復興にとって重要な課題である。その際、事後の取

り組みをスムーズに進めるための漁村共同体型コミュニティと市町村による事前防災と事前復

興づくりに関する合意形成に向けた議論が平時からなされておくことが重要であると同時に、

縦割りを排しつつ、現実的で効果的なマスタープランづくりと、それを具体化する事業計画策

定手法・マニュアル・指針等の計画技術的準備が求められる。 

①行政主導に特化した計画づくりが先行し、住民参加や合意形成システムが未形成であった点

を改善する計画技術あるいは方法論を構築する必要がある 
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②将来を見据えた現実的、総合的なマスタープランを踏まえた個々の漁村復興まちづくりが進

められたとは言いにくく、個々の復興基礎単位漁村において復興まちづくりに資するマスタ

ープランを含めた事前復興計画を平時から議論、共有しておくことが重要である 

③マスタープラン策定に当たっての事業計画各段階別の分かりやすい計画技術・手法マニュア

ル・指針などの不在 

④復興計画・事業に関する適切な情報発信と情報共有の不足 

⑤広域分散型の多くの小規模漁村復興計画体制と方法論の確立 

⑥専門知識・専門家の不足・専門家派遣などの支援体制の確立（マンパワー、情報・技術等） 

⑦事前復興意識や主体認識の醸成他 

４．低地利用 

東日本大震災被災地の漁村復興まちづくりにおいて、低地部を災害危険区域に指定し、高台移

転を促す防集事業の導入を核とした取組が多い。いうまでもなく、災害危険区域に指定された低

地部分での住宅など居住利用は困難で、産業関連利用などが想定されたが、現実には厳格な必要

所要量算定を前提とした漁集事業による漁業関係用地や居住を伴わない商業施設、緑地、太陽光

発電用地などに利用されている例が多い。しかし、これらの利用面積で全ての低地利用を網羅で

きておらず、未利用のまま放置されている場合が多い。 

これは、低地内の土地所有や種目状況が複雑に混在し、用地を一体として利用することが困難

な場合があることと、そもそも縮減状況にある被災地で大規模な用地需要が殆どないこと、防集

事業では高台移転跡地の整備を担保する支援施策がそもそも事業スキームの中にないことに起因

していると考えられる。低地利用が限定的であることは、漁村に限らない市街地を含めた東北被

災地に共通する課題である。 

①防集事業の補強（移転跡地利活用支援メニュー化など）あるいは、防集＋漁集他低地利用支

援事業の組み合せにおける漁集事業メニューの拡充など 

②買収用地、個人所有地、用地種目の混在を集約化するシステムの構築 

③経済社会状況縮減状況下、用地需要自体がないことに鑑み、未利用低地の意味付け（環境生

態系・景観形成型土地利用等の導入他）の可能性の検討や法制度支援他 

④漁業振興面では、健全収支を前提とした陸上養殖や 6次産業振興用地としての活用可能性の

検討他 

５．地域の持続性の維持（6 次産業等） 

東北被災地漁村復興まちづくりは、ハードの段階から持続的な地域の維持・継続段階に移行し

つつある。全国的にも漁業所得だけでは漁家所得の確保や地域振興に資することが困難な状況に

あり、東北被災漁村も例外ではない。従って、必要十分な所得を担保する信頼性の高い産業創出

が、漁業を核とした 6 次産業振興に期待されることは必然といえよう。今後の持続的漁村あるい

は地域創出のため、戦略的な 6 次産業振興に取り組むことが重要である。 

①漁村の持続的活性化の第一義的取り組みの基本は漁業・水産業の振興にある 
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②一方で、資源悪化などにより漁業が低迷する漁村や、中核都市近接漁村など適地における新

たな産業所得機会として 6 次産業の振興が期待される 

③新たな東北観光・インバウンド対応や農泊（渚泊)の積極的展開（※慎重な対応が必要である

が、ボランティアなどとの息の長い交流や、震災を後世に伝えるダークツーリズムの考え方

も検討に値する） 

④異業種、外部関係者との協働(それぞれの役割分担・主体の明確化)他による東北版ＤＭＯの

構築を通じた、東北 6次産業、体験交流観光の推進体制の創出・強化 

６．縮減継続下の持続的復興（地域運営）のあり方 

日本全体の少子高齢化の進行に伴う社会経済縮減傾向は、既に東北被災地の沿岸市町村や漁村

地域で先行していた。東日本大震災は、そのような傾向に拍車をかけ、復興に一応の目途がつき

つつある 8 年目の被災漁村にあっても、その過疎高齢化に歯止めはかかっていない。時間をかけ

た慎重な復興のあり方と人口流出や産業縮小を最小限にとどめるための迅速な復興のあり方のバ

ランスを見出すと同時に、必然的トレンドとしての社会経済的縮小を想定した将来像を見越した

復興計画の策定と実践面での課題が残る。特に、小規模漁村が多数連担する東北被災漁村の場合、

資源の利用や管理、漁業形態や流通の一体性に鑑みた適正な漁港漁村の集約・再編による効果的

沿岸復興圏や持続的漁業圏などの考え方も復興基礎単位選択肢として検討すべき課題と認識され

る。 

①被災前から継続する中小漁村の過疎高齢化の進行に震災は拍車をかけた 

②復興ハードの既存ストックの活用・見直し（住宅移転地の 1 世帯 2 区画取得、余剰施設の官

民サービス機能への用途変更や 6次産業振興基盤への転用等） 

③適正な資源管理・利用を前提とした漁港・漁村の再編・集約・既存ストックの有効活用の検

討他 

７．暮らしの高台移転後の漁業(生業）継続システムの構築 

東北被災地、とりわけ中小漁村の復興手法として多くの場合、防集高台移転を核とした方法が

選択されたことで、生業の場である海や漁港・港湾と暮らしの場である集落が分断立地すること

となった。これまで、漁場に直結する漁港・港湾と集落が一体的に成立していたことで、カキ剥

きやワカメのボイル加工その他の陸上労働力を比較的容易に確保できたり、漁港内の関連漁具や

機器の盗難防止や地先漁場資源の密漁監視の機能が発揮できていたし、漁業者や漁港陸上作業者

の容易なアクセスを担保してきたが、程度の差はあるものの高台移転した集落と漁場・漁港の空

間的一体性や利便性は格段に低下しており、新交通システムやＩＴＣによる各種利用補完など新

技術の導入や新たな高台移転地における漁村型コミュニティの再生などによる暮らしと生業の分

断の補完が課題となっている。 

①高台型生活・行政(官民）サービス支援システムの補完的整備 

②新交通システムの検討（コミュニティバス・コミュニティタクシー・養殖等手伝いパート等

の共同輸送システムの整備等） 
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③高台居住地における新たなコミュニティ・住民自治システムの構築 

④漁港付近の番屋（休憩・飲食・保育・老人介護等）や密漁・盗難等監視カメラの整備、IT 活

用他 

 

８．復興ハード整備後の景観・利便性の回復（復興リハビリ） 

東北被災漁村復興に当たっては、地震津波シミュレーションに基づく津波災害安全策として防

潮堤の再整備をはじめ、沿岸部と背後用地や暮らしの間に大規模な土木構造物の建設が進み、か

つての漁村らしいふるさと景観や日常的な利便性に支障が生じている場合も多い。復興ハードが

一段落した時点で、漁村の持続的発展に向けたふるさと景観の再生や日常的な海との関わり、つ

まり生業や暮らしと海との行き来の利便性などを再構築する取り組みが課題となる。このような

取り組みに際し、今後、継続的な復興交付金基幹事業の利用は望みにくいが、いくつかの事例に

みられる効果促進事業の多様な活用による成功事例を見ると、効果促進事業の活用において自治

体の創意工夫や裁量を認めながら個々の集落の課題や可能性に応じた事業を展開できるような道

筋を残しておくことが重要であろう。 

一方、復興予算に時間的、金額的な限界があるとしても、漁業者をはじめとした漁村住民の自

主的、自発的努力を既存の支援事業などをうまく活用して進めていく必要がある。 

①大規模復興ハード整備後の修景・ふるさと景観の再生 

②大規模復興ハード整備後の利用利便性の向上 

③利用者・住民主体の議論と自力建設の可能性及び復興リハビリ支援制度の可能性検討 

９．福島県の漁村復興の行方 

福島第一原発災害の収束の目途は立っておらず、帰還困難地域指定が徐々に解除されつつある

にも関わらず、多くの福島第一原発災害影響市町村では、住民の帰還率は低いままである。一方

で、関係漁業者の漁業継続意欲は維持されており、影響の少ない他地域に居住地を構えて漁業を

継続する姿が見られるが、いまだ操業が禁止された漁業種類や魚種があり、漁獲可能な魚種につ

いても県や漁協による徹底した放射能検査が実施されているにも関わらず、消費者心理は冷えて

いるのが実情である。復興計画を含めたまちづくりの根本である属地性が揺らいだ福島沿岸域の

漁村復興には、いまだ出口が見えない。 

①原発被災地の将来に向けた長期的な青写真の必要性 

②復興まちづくりの前提となる属地性自体が否定された福島帰還困難地域に立地する漁村再生

のシナリオの整理 

③全国の原発立地漁業地域における事前防災・事前復興の方向性の議論 

10．事前防災・事前復興に向けて 

前年度調査研究結果から導かれる最も重要な点は、東日本大震災被災地が経験したさまざまな

漁村復興まちづくりに学ぶ事前防災、事前復興の重要性と言える。東北各地に残る“津波てんで

んこ”という言い伝えに込められた経験値が関係者に共有されていたにも関わらず、多くの犠牲
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者を出してしまった。防災研究分野では、「災害は忘れないのにやってくるが、災害対策・復興の

方法は忘れてしまう」という皮肉な言葉が自嘲気味に囁かれる。 

言うまでもなく、大規模災害の渦中でできることは、なるべく迅速に逃げること以外にない。

つまり、災害は避けられず、津波常襲地帯である東日本地域においては規模の差はあれ、将来的

な地震津波の発生は避けられないし、近い将来に必ず発生すると予測される南海トラフ地震の危

機も目前に迫っている。これらの大規模災害に対してできることは、事前の周到な準備である。 

つまり、災害の規模を想定したハード、ソフトの事前の備え（事前防災）と、被災後の復興の

姿（プラン）を事前に復興主体毎に用意しておくこと（事前復興）が必要不可欠であることを東

日本大震災の被災地の経験が教えている。同時に、疲弊が進み活力の低下した全国の漁村にとっ

て、事前復興計画を議論し、実践するコミュニティが維持され機能すること自体が、有効な漁村

まちづくりの原動力になることも東日本の被災復興漁村が教えている。つまり、活力ある漁村の

形成自体が最大の防災力につながる。 

①災害・復興基礎単位漁村毎のコミュニティ強化、自治体との日常的情報交換、持続的漁村活

性化の努力、地域防災計画を下支えする地区防災計画の活用 

②過疎・高齢化進行漁村地域における地域活性化、地域防災に係る機能再編・集約及びネット

ワーク化 

③水産庁のくらしと生業一体復興型事業スキームの強化 

④防集事業その他復興事業と漁集事業・構造的水産再生事業の効果的な相互連携事業システム

の構築 

⑤漁村事前防災・復興計画に関する学際や省庁の枠組みを超えた連携・総合化 

⑥漁業生産・流通拠点等におけるＢＣＰ（事業継続計画）の策定 

⑦大規模災害に対する財政措置（※例えば、南海トラフ地震に起因する被災総額は、わが国の

国家予算を大幅に上回ることが予想されており、東日本大震災に際して国が実施した手厚い

復興予算の確保は困難であることを前提とした準備が求められる）他 
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第２章  モデル被災自治体・関係住民等聞取調査 
 

２－１ モデル地区の抽出 

本調査研究の開始以来議論している東北被災漁村復興の主要な論点を踏まえて、本年度は、前

年度実施した岩手、宮城の 2 県に加え、原子力災害からの復興という未曽有の状況に直面してい

る福島の漁村復興の状況を把握するため、表 2-1-1 に示す 7 モデル漁村を抽出・調査した。 

モデル対象漁村の内訳は、前年度 6 地区を抽出した岩手県で 1 地区、同じく前年度 4 地区を抽

出した宮城県での 3 地区に加え、前年度全く手つかずであった福島県から 3 地区を抽出した。そ

れぞれの対象地区は、本調査の前提としての当初からの問題認識である、①制度設計、②主体・

体制、③計画技術、④低地利用、⑤6 次産業振興に加え、⑦原子力災害や、⑧高台移転や他地域

居住と漁港利用・漁業操業の視点等から独自の特性を持った復興に取り組んでいる点を重視して

抽出した。  

表 2-1-1 調査対象地区一覧 

対象漁村 

（県・市町村） 
調査の主な視点 備 考 

①広田泊地区 

（岩手県陸前高田市） 
制度設計 
主体・体制 
計画技術 

・漁港背後集落単位ではなく、比較的広い範 

 囲を対象とした復興計画 

・C-5 漁集事業と C-7 水産業共同利用施設復

興整備事業の組み合わせ 

②雄勝地区 

（宮城県石巻市） 制度設計 
主体・体制 
計画技術 

・漁業者を中心とした早期復興意向に応じた 

防集高台移転地の浜ごとの整備 

・石巻市独自の低平地事業の導入 

・外部アドバイザー(東北大学雄勝スタジオ) 

との関係 

③室浜地区 

（宮城県東松島市） 主体・体制 
計画技術 

・市主導の早期計画作成による C-5 事業と他 
の復旧事業の組合せによる整備 

・震災後も継続したノリ養殖業者の協業化か 
らの法人化 

④閖上地区 

（宮城県名取市） 

制度設計 
計画技術 
6 次産業 

・広い平坦地型の被災と二重防護の復興計画 

・多様な復興事業手法の組み合わせ 

⑤釣師浜地区 

（福島県新地町） 

原子力災害 
制度設計 
主体・体制 
計画技術 

・漁業者を含む住民の意向を踏まえたきめ細 
かな防集事業の実施 

・試験操業下で漁業の復興 

⑥請戸地区 

（福島県浪江町） 
原子力災害 
主体・体制 
計画技術 

・最近、帰還困難区域が解除されたものの、 

住民の帰還は限定的な中での復興 

・域外居住通勤型漁業（操業禁止漁業と放射

能検査クリア漁獲物出荷） 

⑦豊間・薄磯地区 

（福島県いわき市） 

原子力災害 
主体・体制 
計画技術 

・土地区画整理事業と防災緑地整備の組合せ 

・復興協議委員会による検討 
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本調査で対象としたモデル事例地区（漁村復興まちづくり）の位置は、次図（図 2-1-1 参照）

に示すとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 モデル調査地区(漁村)位置図 

 

  

盛岡市 

名取市 

陸前高田市 

石巻市 
東松島市 

陸前高田市広田泊地区 

石巻市雄勝地区 

東松島市室浜地区 

名取市閖上地区 

浪江町 

浪江町請戸地区 

いわき市薄磯地区 

いわき市 

新地町釣師浜地区 

福島市 

新地町 
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２－２ モデル被災漁村調査結果 

１．岩手県陸前高田市広田泊地区 

岩手大学 三宅  諭 

株式会社水土舎 岩成 正勝 

(1) 地区の概要 

 岩手県の南東部に位置し、宮城県と隣接する陸前高田市は、岩手県内では雪も少なく、暖かい

気候に恵まれた地域である。また、リアス式海岸の中では、気仙川河口部に平野が広がる数少な

い地域でもある。広田地区

は陸前高田市の南東部の

リアス式海岸によって形

成された広田半島に位置

する自然豊かな漁師町で

ある。 

東日本大震災における

陸前高田市の犠牲者は死

者 1,558 人、行方不明者

202 人（2018 年 2 月時点）

であり、2011 年 2 月末時点

の人口 24,246 人の約 7％

が亡くなる程の県内最大

の被害を受けた。 

広田半島もほとんどの

集落で甚大な被害を受け

ている。 

広田漁港の背後集落に

は後浜、久保、泊、田端、

中沢があり、全部で 15 行

政区に分けられている。そ

の 15 行政区の内、6〜9 区

が広田地区泊とされる。 

表 2-2-1 陸前高田市広田泊地区の概要 

 

 

 

  

盛岡市 

仙台市 

福島市 

陸前高田市 

石巻市 
東松島市 

名取市 

いわき市 

浪江町 

新地町 

陸前高田市広田地区 

図 2-2-1 陸前高田市広田地区位置図 

Ｈ23 Ｈ27 Ｈ27/Ｈ23 Ｈ23 Ｈ27 Ｈ27/Ｈ23

岩
手
県

陸前高田市
広　田

1320160
2 泊 ○ ○ ○

838
（838）

3,569
（1,281）

0.25
（0.39）

213 127 0.60 657 123 37.7%
内湾性

V字湾型
緩傾斜型

漁港背後集落調査（Ｈ２２）

海岸
地形

漁集
漁港名

(漁港番号)
種
別

背後集落

基幹事業

背後
地形

地先水域の形状

資料-漁港港勢調査・漁港背後集落調査他

港勢調査

集落
人口
(人）

漁　 業
就業者
(人）

漁　家
比　率
（％）

区画
整理

属地陸揚量(㌧）：下段=属人
防集

属地陸揚金額(百万円）
災害
公営

県 市町村

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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（写真 震災直後の広田漁港泊地区（2011.3.13）） 

（写真 震災後の広田漁港泊地区（2017.10.24）） 

資料−Google Earth 
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(2)漁村復興まちづくりの概要 

防潮堤を最大 T.P.+12.8m で再整備しているが、今次津波で浸水する可能性があることから、住

民意向に対応した高台移転促進として浸水区域内は原則全戸移転としている。移転先は部落単位

で設立した防災集団移転促進協議会が選定し、コミュニティ推進協議会を通じて市へ要望するこ

とで円滑に進められた。なお移転先毎に団地計画が作成され、2018 年 7 月に防集団地が完成して

いる。 

全 490 区画のうち 25 区画程度が空いているため、2019 年度から一般公募を予定している。ま

た、津波による広田半島の孤立を回避するために主要地方道大船渡広田陸前高田線を一部付け替

えするとともに海岸からの避難道路を整備している。さらに、コミュニティセンター、広田診療

所、消防屯所等の公共施設を保育園に近い高台へ移転整備している。旧コミュニティセンター周

辺は海洋型スポーツ・レクリエーション拠点施設として位置づけられ、県立高田高校広田校舎跡

地および隣接地に岩手県立野外活動センターが整備される計画である。 

なお、住宅移転後の跡地については防潮堤工事後にしか整備できないため未利用である。 

①復興計画策定の全体的経緯 

少子・高齢化による人口減少、地球規模での環境問題など時代変化の中での被災であることの

認識に立ち、3 つの理念

のもと、6 つの基本的方

針をまちづくりの目標

として掲げて計画づく

りが進められた（図

2-2-2 参照）。 

震災復興計画策定に

あたって、設置された震

災復興計画検討委員会

が震災復興計画に関す

る事項について調査・検

討を行い、震災復興本部

へ報告することとなっ

ている。また、事務局は

市民意向調査、説明会、

意見公募など、市民の意

見等を広く取り入れる

取り組みを行っている。

さらに復興計画策定に

あたり必要となる各課
資料−陸前高田市震災復興計画(概要版) 

図 2-2-2 復興のめざすまちの姿 
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との庁内調整を行いつつ、原案作成と提出を事務局が行う体制となっていた（図 2-2-3）。2015 年

には復興実施計画が策定され、計画推進が進められている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②地域全体の復興計画の概要 

防潮堤に関しては、既存防潮堤を全て再整備することを前提としている。高さは L1 レベル

（T.P.+12.8m）である。なお、位置は地区住民の意向等を踏まえて決定された。 

住宅に関しては、防潮堤を再整備しても東日本大震災と同等レベルの津波による浸水可能性が

残されていることから、浸水区域外への高台移転を原則としている。また、移転先は地区意向調

査結果を尊重して選定することとし、宅地面積を 1 区画 100 坪程度としている。さらに埋蔵文化

財、景観、自然環境保全等重要な箇所を避けること、十分な高台移転先を確保できない場合には

津波浸水深の浅いエリアの盛土嵩上げを検討することとしている。 

道路に関しては、広田半島の孤立を回避するために、主要地方道大船渡広田陸前高田線を一部

改良、付け替えを行うこととしている。 

公共施設等については、高台に用地を確保し、移転することとしている。移転先は広田小学校

付近とし、コミュニティセンターおよび診療所、保育園、郵便局、消防屯所等の公共施設の集約

により住民の利便性向上を図っている。さらに健康センターや介護施設等の整備を検討している。

加えて、海洋型スポーツ・レクリエーションセンター拠点施設として、県立高田高校広田校舎跡

地と隣接地に県立野外活動センターを整備することとしている。 

③検討主体・体制 

広田地区の場合、区長や地元組織が残っていたため、区長を中心に地元組織で検討する場が起

ち上がり、行政区単位での移転を基本としつつも、部落単位の防災集団移転促進協議会（計 36 協

資料−陸前高田市震災復興計画策定方針について 

図 2-2-3 陸前高田市震災復興計画策定体系図 
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議会）が設立された。防災集団移転促進協議会が移転先を選定し、コミュニティ推進協議会を通

じて市へ要望書を提出する流れとなっている。協議会から提出された要望書をもとに市とコミュ

ニティ推進協議会が用地交渉を行ったため、用地交渉が円滑に進んだ。また、直轄調査を行って

いたコンサルタントと地元組織が協力体制を築いた地区は順調に用地選定等が進んでいる。 

一方、コミュニティ推進協議会は計 10 地区の公民館長と地区組織（消防、女性など）の代表で

構成され、広田地区の公共公益施設を中心に計画検討を行っている。つまり、コミュニティ推進

協議会と防災集団移転促進協議会の 2 層で地区全体と部落単位の計画策定を行い、コミュニティ

推進協議会で調整を図る体制が広田地区では概ね上手く機能していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料−陸前高田市復興整備計画（第 24 回変更平成 29 年 11 月 24 日公表） 

図 2-2-4 地区別計画(広田地区) 
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④行政主体間調整の内容と方法 

広田地区の場合、移転先の選定は部落単位で行い、コミュニティ推進協議会を通じて市へ要望

を提出し、市とコミュニティ推進協議会で用地交渉を行う方法であった。そのため、泊第一地区

のように既存集落内の空地を上手く利用したインフィル型の移転もみられる。また、地区全体に

関わる公共公益施設に関しては、コミュニティ推進協議会が直轄調査を行っていたコンサルタン

トに協力するように計画案策定に関わり、それが復興計画策定に関わる庁内各課へと意見、要望

として提出された。 

⑤検討プロセスにおける課題（行政、住民見解） 

陸前高田市全体で被害が甚大であり、職員も多数失われたため、被災直後は行政職員不足で手

の回らないことが多い状態であった。さらに広田半島は細かく集落が分かれるため、地元の長や

組織が残っていたことは復興計画の検討において幸いであった。被災前から合併前の単位で活動

していたコミュニティ推進協議会、行政、直轄調査のコンサルタントが協力し、住民説明会等の

周知をコミュニティ推進協議会が担い、用地選定を部落が担い、用地交渉を市とコミュニティ推

進協議会が担い、計画策定支援をコンサルが担うなど、上手く役割分担することで、円滑に計画

策定が進んだ。 

⑥復興事業の実施状況（自治体：各種事業の進捗、整備見込みについて） 

防災集団移転促進事業による団地造成は全て完了し、住宅再建が進んでいる。広田地区泊では

ないが田端に建設された災害公営住宅も既に入居済みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 高台住宅団地と未利用の低地） （写真 共同利用漁具倉庫） 

（写真 新築されたコミュニティセンター） （写真 診療所） 
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公共施設に関しては、診療所とコミュニティセンターは完成済みで、県立野外活動センターは

2020 年度に完成予定である。防潮堤は 2019 年度完成予定となっている。 

⑦復興事業後の生産面での変化と課題 

本地区は、漁業・養殖業復興支援事業におけるがんばる養殖復興支援事業を活用し、ホタテ養

殖の再建がなされた。本地区の主力養殖種であるワカメ養殖は、単年度で水揚げ可能であること

あることから、がんばる養殖事業を活用せず、災害復旧事業で養殖施設を再建している。 

⑧低地利用の問題点・課題 

防潮堤整備後にしか防潮堤に隣接する堤内地を整備できないため、未整備の土地が多い。一方

で、移転後の元地について、雑種地や小さい宅地で漁集事業を活用した水産関係用地（漁具置場）

と水産業共同利用施設復興整備事業（C-7 事業）を活用した共同利用漁具倉庫としての利用が図

られている。 

本地区では、組合自営事業でワカメの塩蔵ボイル加工を行っており、冷蔵庫や作業スペースは

震災前と同様に海水を利用しやすい堤外漁港区域内に再建されている。また、震災前の宅地面積

が広かった世帯では、低地に個人で利用するための漁具倉庫や作業場を整備している世帯もある。 

⑨地域の持続性の維持（6 次産業振興状況等） 

漁業者は減少しているが、生産量も減少しており、価格としてはそれほど大きな変化を受けて

いない。また、魚種によっては年毎に水揚げの増減はあるが、他で補うことができている。 

一方、家族と近所の人が協力して芯抜き作業を行っていたワカメに関しては、高台移転したこ

とでワカメの芯抜きを手伝う女性高齢者が少なくなっている。そのためワカメは生出荷をする漁

家も増えている。後継者のいる漁家は約 2 割であることから、5 年後にはほとんど生出荷に切り

替わると予想される。 
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(3)漁業・水産業の復興概要 

陸前高田市広田漁港を中心に、広田地区の被災前後の漁業及び養殖業の概要を、広田湾漁協の職

員及び漁業者、陸前高田市担当課の職員に聞き取り調査を実施した結果を以下に整理した。 

①経営体数 

本地区の主力である養殖業（ワカメ、ホタテ、カキ等）の経営体数が減少しており、広田漁港を

利用している久保、泊、後浜地区の部会ごとのワカメ漁家は震災前 13 経営体から震災直後 10 経営

体まで減じ、現在 7 経営体と震災前から半減している。 

本地区は、養殖経営体が減少しているために、区画漁場に空きが発生している。広田湾漁協は空

き漁場を減らすために年金漁業者 20 人を雇用し、共同作業によりワカメの刈り取り、陸揚げまで行

っている。さらに、加工事業を漁協が営んでいることから、ボイル、塩蔵、芯抜き作業を周年で雇

用した地元の女性たちが行っている。現在、本地区では養殖経営体において、労働力確保（カキ剥

き、ワカメ芯抜き作業）が難しい状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （写真 組合自営のワカメ加工作業場）     （写真 芯抜きされた塩蔵ワカメ） 

 

②操業状況 

 広田湾漁協管内では震災前から内湾側の気仙、小友、米崎地区ではカキ・ホタテ養殖、外洋に面

した広田地区はワカメ養殖が主の海域である。 

広田地区は震災前から主力のワカメ養殖のほか、ホタテ、カキ養殖やコンブ養殖を組み合わせた

り、一部で新たに取り組み始めたイシカゲガイ養殖や震災後に増加したホヤ養殖などがみられ、三

陸沿岸の特徴である海面養殖業が主体の漁業構造となっている。 

漁船漁業は、広田地区において 12 人からなる小型漁船組合が組織されており、イサダ曳網、サン

マ棒受網、タラ刺網、タコ篭、アナゴどうなどの漁業種類を組み合わせて、3t～19t の漁船により操

業している。また、正・准組合員ともに高齢化が進んでいる広田地区では、船外機船を用いた沿岸

部の小規模漁船漁業（刺網、篭、磯建網など）や開口（採貝藻）も貴重な収入源として、重要な漁

業種となっている。  

さらに定置網漁業として、広田湾漁協自営の大型定置網漁業（3 ケ統）と個人経営の小型定置網漁

業（1 ケ統）が行われている。 

なお、塩蔵ワカメ・コンブなどの海藻類やカキ、ホタテの出荷は、県漁連の共販出荷や大船渡市

場への出荷が行われている。また、開口もののウニ、アワビも共販出荷されるほか、海藻類（フノ

リ、マツモ、ヒジキ）は組合で集荷し、入札業者へ出荷されている。 
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広田湾漁協管内に産地市場がないことから、秋サケやブリ、サバといった定置水揚げのほか、漁

船漁業のタラやカレイなどの水揚げは殆ど全て大船渡魚市場に出荷されている。 

 広田湾漁協管内の生産の特徴として、広田のカキはむき身も殻付きもブランド化しており、東京

築地や名古屋などの消費地市場で評価が高く、直接消費地に共販出荷されている。  

表 2-2-2 広田地区の主要漁業種類別操業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

定

置

網

漁

業

漁業種類 対象魚種

漁  期

ワカメ
養殖

ワカメ

カキ
養殖

カキ

ホタテ
ガイ
養殖

ホヤ
養殖

海
面
漁
業

刺網

タラ
秋サケ
カレイ

ホヤ

ホタテガイ

せん

（篭、

筒）

タコ
アナゴ

大型
定置網

採貝
ウニ

アワビ

フノリ
マツモ
ヒジキ

タラ
ソイ

イワシ
秋サケ

海
面
養
殖

秋サケ
イワシ
サバ
イカ

小型
定置網

海
藻
養
殖

漁
船
漁
業

採
貝
藻

貝
類
養
殖

採藻

秋サケ

イワシ・サバ・イカ

耳吊り

海域展開 出荷

海域展開（4年目） 出荷

種挟み・海域展開
刈取・出荷

種糸購入・海中培養

フノリ、マツモ、ヒジキ

アワビ

ウニ

生出荷 塩蔵ボイル出荷

＜半成貝＞

種購入・種挟み
海域展開

種挟み

出荷

海域展開

殻つき出荷

種挟み

秋サケ

イワシ・サバ・イカ

タラ
ソイ・スズキ・マス

秋サケタラ

カレイ

タコ

アナゴ

塩蔵ボイル出荷

資料－広田湾漁協聞取 

貝
類
そ
の
他
養
殖 
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③漁業権について 

本地区は、養殖経営体が減少しているために、区画漁場に空きが発生している。漁協内の一部の

考えとして、漁協と現在取引のある民間企業が参入するのであれば、漁場を利用してもよいといっ

た考えもみられる。取引のある企業であれば、地域のことを考えながら利益が出れば還元すること

なども想定されるからとの意見であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

図 2-2-5 広田湾漁協管内の漁港と漁業権漁場図 

資料－海上保安庁 CeisNet 情報に加筆 
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④漁業経営共同化／法人化 

本地区で共同化しているのは、漁協自営のワカメ養殖生産・加工事業のみである。 

⑤後継者育成 

漁業者からの聞取り調査より、広田地区の後継者は経営体の 2 割程度しかいない。 

新規就業者の確保について、広田湾漁協の幹部の考えとして、就業プログラムを独自で行いたい

とのことであった。漁業・養殖業は漁船の操船、ロープワーク、漁業機械の操作、養殖技術など多

岐にわたる知識と経験が必要であることから、高齢でリタイアした漁業者を講師として雇用し、漁

協がサポートしながら静穏域で養殖施設を設置するなどうまく養殖技術を学ぶプログラムを考えた

い。 

⑥復興事業後の生産面での状況の変化と問題点・課題 

(漁業者) 

本地区では塩蔵したワカメを冷蔵庫で保管し、各経営体で芯抜き作業を行っている。震災前は浜

の近くに住む女性たちに頼んでいたが、高台に移転したためにますます確保しづらくなっており、

労働力確保が課題となっている。 

最近、磯焼け減少が顕著となってきており、H29 からウニ駆除の事業を導入しているが、磯根資源

を増やすことで准組合員の所得につなげたいという漁協の考えがみられる。ウニ・アワビだけで年

間 5～10 万円になればよいとの考え。ダイバーによるウニ駆除で海中林が再生し、米崎ではウニ資

源の身入りが回復した。 

（漁 協） 

漁協の現在の課題について、組合員数が激減しているため、准組合員を増やしたい意向がある。

震災前に漁協合併した際、繰越欠損金が億単位であったことから、解消するまでに脱退する組合員

には出資金の減額をお願いした。震災後、2，3 年で解消したことから、脱退希望者が大量に出た。

毎年 40～50 人脱退しており、出資金も毎年何千万単位で減少している。 

組合員数確保の対策として、旧市街地の高田地区の山手に住む人を准組合員として受け入れるこ

とを漁協の理事に提案している。准組合員の資格審査のハードルを下げて、高齢者で辞める人の共

同利用漁船（1/9 負担）を安価で売り渡すことを検討中である。 

また、組合自営の加工事業として、漁協と市内の加工業者で組んで新商品を開発している。 

⑦高台移転後の状況の変化 

防集移転し、住まいは港から遠くなった。仕事をする上では港に近いほうが良かったが、遠くな

ったことよりも、津波浸水の恐れが無くなり安心して暮らせるメリットのほうが大きい。高台での

暮らしの問題はないが、近くにコンビニがないこと、公共交通が脆弱であることがあげられた。 
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⑧低地利用の問題点・課題 

防潮堤背後の低地部に漁集事業を用いて水産関係用地（漁具置場）と水産業共同利用施設復興整

備事業(C-7 事業)を用いて共同利用漁具倉庫を整備している。しかし、その他の空き用地については、

活用できる事業がない。 

⑨将来の持続的地域振興を見越した 6 次産業振興状況等 

市内の 6 次産業化への取組について、広田地区ではみられないが、市内の米崎地区では養殖業者

が自らカキ販売を行っているほか、S さんによるブランド牡蠣が「雪解け牡蠣」として直接築地市場

（当時）に出荷されている事例がみられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-6 雪解け牡蠣の販売 HP 

 
加工品や鮮魚の販売について、高田の松原にできる追悼施設に隣接して道の駅ができることから、

漁協として参入するか検討中である。問題は初期投資が大きいことから、復興庁の支援事業の導入

を視野に入れている。できるだけ高田で水揚げ、加工されたものだけを扱いたい考えである。目玉

商品が必要であると道の駅の駅長とも話しており、これまでにワカメとホヤで 2 種類ずつ新商品を

開発し、カキの加工品も開発したい意向である。食堂を運営する場合、市内の飲食店と漁協が共同

で行うことを考えている。 
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(4）主な論点別の課題の整理 

①制度設計 

漁村復興まちづくりは、防集高台移転を基本としているが、孤立を回避するための道路事業やコ

ミュニティセンターの建設に加え、診療所、郵便局、消防屯所等を保育園付近の高台へ移転すると

ともに健康センターや介護施設の整備を検討するなど、異なる事業間の連携と公共施設等の集約に

より、生活利便性の向上を図っている。 

②主体体制 

広田漁港背後集落には後浜、久保、泊、田端、中澤の 5集落があり 15 行政区に分かれている。そ

のうち 6〜9区が広田地区になる。各行政区はさらに部落に分かれている。 

市町村合併前の単位を母体とするコミュニティ推進協議会で説明会を行ったところ、部落単位で

防集促進協議会を設立することになり、36 防集協議会が設立された。防集協議会が移転先を選定し、

市と協力して用地交渉を行うことで円滑な計画推進が図られた。 

また、コミュニティ推進協議会が市、コンサルとの協議窓口となることで、各地区の住民に適切

な情報伝達が行われた。 

③計画技術 

防潮堤は最大 T.P.+12.8m で再整備されているが、移転先は今回の浸水区域外としている。また、

従前は 200 坪ほどの敷地を所有する世帯もあったが、防集による移転先を全て 100 坪程度としたた

め、元地に漁集事業を導入し、作業所や倉庫を建設することで用地減少への対応を図っている。従

前の個々の敷地面積が大きかったため、大きな作業所や倉庫を建設できる敷地を確保することがで

きている。 

津波浸水地域に位置する中学校跡地や高田高校広田校舎は、高田松原にあった県立高田松原野外

活動センターの災害復旧整備として岩手県立野外活動センターを造成・建設工事中（2021 年度開所

予定）である。野外センターは従来の機能に加えて復興教育等の子ども支援機能、防災拠点機能を

確保することとしている。 

④低地利用 

低地利用は地元に委ねているが、防潮堤工事が終了していないため防潮堤付近は未整備かつ未定

である。震災後の地盤沈下対応として岸壁を嵩上げしたが、その後の隆起により高低差の問題が生

じている。一部はその対策として物揚場を後ろに伸ばす用地とすることで隆起の影響をなくしてい

る。 
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２．宮城県石巻市雄勝地区 

兵 庫 県 立 大 学 澤田 雅浩 

株式会社漁村計画 富田  宏 

(1)地区の概要 

石巻市は、宮城県北東部の太平

洋沿岸地域に位置し、555ｋ㎡の

市域を有する県下第二の都市で

ある。広域交通網として、鉄道は

ＪＲ石巻線、仙石線、気仙沼線が

整備されており、道路網では三陸

縦貫自動車道が供用され、歌津Ｉ

Ｃ以北は現在整備中となってい

る。市街地は、石巻湾側の旧北上

川河口付近に広がり、流域の肥沃

な平野に位置している。市域東部

から牡鹿半島にかけては、北上山

地の最南端に位置し、風光明媚な

リアス式海岸となっている。 

平成 17 年 4 月 1 日には石巻地

域 1 市 6 町が合併し、新・石巻市

となる中、平成 23 年の東日本大

震災で甚大な被害を受けること

になった。 

雄勝地区は豊かな海に恵まれ

ており、漁船漁業のほか、ホタテ

養殖なども盛んで魚介類の豊富

さは特徴的である。さらには伝統

工芸品「雄勝硯」に代表されるよ

うにスレートの産地であり、ここ

から産出されたスレートは東京駅復元工事にも用いられている。雄勝地区では 20 集落のう

ち 15 集落が被害を受け、人的被害としては死者 139 名、行方不明者 96 名に上っただけで

なく、建物被害としても、全壊 1,348 棟、大規模半壊 16 棟、半壊 33 棟と、石巻市内でも

特に被害の大きい地区となっている。 

表 2-2-3 石巻市雄勝地区の概要 

 

  

盛岡市 

仙台市 

福島市 

陸前高田市 

石巻市 
東松島市 

名取市 

いわき市 

浪江町 

新地町 

石巻市雄勝地区 

図 2-2-7 石巻市雄勝地区位置図 

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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（写真：被災前の石巻市雄勝地区／2010.6.15） 

 

 

（写真：復興事業中の石巻市雄勝地区／2017.11.10） 

 

  

資料−Google Earth 
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(2)漁村復興まちづくりの概要 

①復興計画策定の全体的経緯（石巻市全体） 

震災前の合併により、雄勝地区は石巻市の総合支所区域となっており、復興計画に関し

ても石巻市全体の計画にぶら下がるかたちで、総合支所区域ごとの復興計画が定められて

いる。石巻市では平成 23 年 4 月 11 日に復興対策室が設けられ、5 月 15 日には震災復興ビ

ジョンに関する懇談会が開催されている。更に、8 月 17 日には「石巻市震災復興基本計画

（骨子）」が策定され、雄勝地区では住宅の高台移転および新規の外周道路整備が案として

提示されている。 

その後、同年 12 月 22 日には「石巻市震災復興基本計画」が策定され、復興の基本理念 1

「災害に強いまちづくり」、基本理念 2「産業と経済の再生」、基本理念 3「絆と協働の共鳴

社会づくり」が掲げられることになる。 

計画期間は 10 年と定められ、平成 23 年度〜25 年度を復旧期、平成 26 年度〜29 年度を

再生期、平成 30 年度〜32 年度を発展期と位置づけている。 

②雄勝地区における復興計画の策定 

石巻市震災復興基本計画において、雄勝エリアの復興整備方針は下記のように定められ

ている。 

リアス式海岸特有の雄大で風光明媚な海岸線に位置する自然に恵まれたエリアです。豊

かな海に支えられ、漁船漁業のほか、ほたて等の養殖も活発で、魚介類の豊富さは他に類

をみないほどです。伝統工芸品「雄勝硯」の産地であるほか、「雄勝法印神楽」等の無形民

俗文化財など、地域に根付いた歴史文化が受け継がれています。海や森林を活かし、自然

を感じ、歴史に触れる観光により、にぎわいの創出を図っています。 
（石巻市震災復興基本計画 雄勝エリア復興整備方針より） 

雄勝地区では 20 集落のうち 15 集落が被害を受け、人的被害として死者 139 名、行方不

明者 96 名に上っただけでなく、建物被害としても、全壊 1,348 棟、大規模半壊 16 棟、半

壊 33 棟と、石巻市内でも特に被害の大きい地区となっている。 

建物被害からも明らかなように、地区内に立地していた公共施設（学校・病院・役所・

公民館など）も壊滅的な被害を受け、商店街、銀行なども被害を受けたため、日常生活を

営むことがほぼ不可能な状態となった。そのこともあり、北上地区を中心として多くの住

民が地区外での避難生活を送り、さらには仮設住宅も地区外に建設された住宅に入居する

世帯も多くなった。 
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                     資料－石巻市震災復興基本計画 

図 2-2-8 雄勝地区における震災後の課題（出典：石巻市震災復興基本計画） 

 
地区別の復興目標として 

居住と漁港の安全を確保し、地域拠点として、行政施設や医療福祉、教育施設を集約して

整備するとともに、水産業の速やかな復旧と観光事業化を進め、恵まれた自然や歴史的資

源を活かした地域づくりを目指します。 
（石巻市震災復興基本計画より） 

を掲げ、防潮堤や防波堤の整備を行い、住宅のみならず公共施設等の高台移転を推進す

ることや、災害に強い道路ネットワークの構築を行うものとしている。 
漁港に関しても地盤沈下した漁港の嵩上げ、雨水排水対策を行うことで漁港の復旧を早

急に進めるとともに、養殖漁業・沿岸漁業の再建を支援するとしている。 
住宅の地力再建のできない被災者に対しても地域内での公営住宅の整備を行うものとし

ている。 
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                   資料-石巻市震災復興基本計画 

図 2-2-9 雄勝地区における将来構想 

③防災集団移転促進事業による住宅の高台移転 

震災復興基本計画に基づき、平成 24 年 3 月 31 日には「石巻市復興整備計画」が策定さ

れ、雄勝地区に関しても土地利用構想が示されたが、漁村集落に関しては基本的に浜ごと

に住宅の高台移転を行う方針が示されている。中心部に関しては震災前に 4 ヶ所に立地し

ていた住宅を 3 ヶ所の高台に集約する方針となっている。この構想に基づき、平成 24 年度

中にまずは中心部についてのマスタープランが東北大学雄勝スタジオにより策定されてい

る。このマスタープランではかなり奥まったエリアまで土地利用計画が定められている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     資料-石巻市震災復興基本計画 

図 2-2-10 雄勝地区の土地利用構想図  
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防災集団移転促進事業についても平成 24 年度から事業計画の策定がはじめられ、雄勝地区

で最も早い名振地区、熊沢・大須地区（大須団地）では平成 25 年度初めより造成工事に着

手している。雄勝地区では過半が平成 27 年度中に造成工事が完了しており、最終的には平

成 29 年 6 月に雄勝中心部 B 地区（伊勢畑）の宅地引き渡しが完了したことで雄勝地区での

防災集団移転促進事業としては一区切りがついている。 

なお、防災集団移転促進事業によって整備されたのは 193 戸分、そのうち自力再建分は

98 戸分、公営住宅が 95 戸分となっている。なお、公営住宅のほうが多く整備されたのは

14 地区中 5 地区、さらには公営住宅だけで構成されているのが 1 地区ある。雄勝中心部地

区でも公営住宅の整備戸数が多くなっており、住まいの確保の方策としては防災集団移転

促進事業が機能していることがうかがえる一方で、住まいの再建後の地域の復興を考える

際に担い手の確保が困難になることも予想される状況となっている。 

また、東日本大震災の特例措置で防災集団移転促進事業の最低実施戸数が 10 戸から 5 戸

に引き下げられているものの、雄勝地区の場合、その戸数に移転希望戸数が達しない場合

があった。そのため、熊沢・大須地区は二つの地区を一つの事業区域とすることで事業実

施にこぎつけている。結果としてその一方の熊沢団地では公営住宅のみ 4 戸で移転団地が

構成されることになっている。 

事業の結果として雄勝の中心部では震災前に 618 世帯だったものが現在は 43 世帯、人口

も 1,668 人から 85 人に減少している。 

 

  
                                資料－石巻市雄勝支所 

図 2-2-11 雄勝地区防災集団移転促進事業 全体図  

－38－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   資料－石巻市 

図 2-2-12 石巻市雄勝地区 防災集団移転促進事業のスケジュール 
 

表 2-2-4 雄勝地区における人口変化 

 
資料－石巻市 
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④漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業による漁港および後背地の整備 

防災集団移転促進事業がほぼ完了した平成 27 年度からは移転跡地でもある漁港後背地の

整備が漁業集落防災機能強化事業を活用して進められている。防災集団移転促進事業にお

ける移転促進区域の設定が必要であったこともあり、平成 24 年 12 月 1 日に低地部には広

範囲に建築基準法第 39 条に基づく災害危険区域が指定されている。ただし、ここで制限さ

れる用途は居住の用に供する建築物の建築のみであり、漁業に関する施設、倉庫や作業小

屋はその対象ではないことから、漁港の復旧と操業の再開に伴い、各種の基盤整備が必要

となってきたことを受けての対応が進められることになった。 

地震による地盤沈下が発生したため、従前住宅や各種公共施設、商店などが立地してい

た地域では防潮堤を造ったとしても雨水排水対策が課題となるなど、有効な土地利用を進

めていくためには土地の嵩上げが必要となる。 

国土交通省によって、特に中心地などでは、当該エリアを都市計画区域に新規編入し、

区画整理事業として土地の嵩上げを進めることができるというスキームが提示されたが、

石巻市では都市計画区域の拡大を選択せず、低平地整備事業を活用してそれらの対応を図

るという事業選択を行っている。なお、漁港部分に関しては漁業集落防災機能強化事業、

後背地について低平地整備事業とエリアによって切り分けている。 

そのため、雄勝地区の 19 地区のうち、漁業集落防災機能強化事業と低平地整備事業を併

用施行したのが 14 地区、漁業集落防災機能強化事業のみを施行したのが 2 地区、低平地整

備事業のみを施行したのが 3 地区となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－40－



  
資料－石巻市 

図 2-2-13 漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業の概要 
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                                   資料－石巻市         

図 2-2-14 地区別漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業の概要 

 
⑤住まいの再建、漁業の再建プロセス 

雄勝地区において、行政が策定したマスタープランには住民はあまり関心を示さなかっ

たとされている。中心部がどのように復旧・復興していくのかよりも、自分自身の住宅再

建が第一の関心事であったことがその背景にあるというのが行政サイドの分析である。一

方で東北大雄勝スタジオと石巻市が連携して計画策定が進められたことで、住民の意見に

対して十分に配慮がなされなかったという指摘もある。 
また、防潮堤の高さの決定に際してはかなり議論が紛糾している。特に中心部に関して

はそこに戻って再建をしない人も反対や嵩上げ要望が強く出された。最終的には高さにつ

いての住民合意は取らずに着工をしている。漁村部に関しては特に強い反対はなく、比較

的速やかに決定、着工に至っているが、これは漁港の復旧が迅速に進められたことも影響

しているというのが行政の意見である。実際に防潮堤高さを低くすることが可能な集落も

あったが、その決断はなされていない。 
特に漁村部に関しては、防災集団移転促進事業での移転再建を選択したのはかなりの割

合が漁業者である。雄勝地区は漁業後継者には比較的恵まれており、戸数は減少したがな

んとか漁業を、そして集落としての継続を頑張っていきたいという雰囲気は感じられる。 
 
⑥起工承諾の活用による時間差をうまく活用した復旧・復興の進め方 

石巻市では、地盤沈下した低地部の嵩上げを、低平地整備事業で行っていることは他の
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被災自治体に比べて特徴的であるが、その事業施行にも独自の工夫が行われている。 

防災集団移転促進事業の移転団地の造成にあたっては、多くの残土が発生し、その処理

費用は膨大になる。特に土を移動させる距離が長くなればその費用は大きくなる。石巻市

の場合は、その地区で発生した土砂を出来る限り移転跡地でもある低地部に仮置きし、そ

の土を低平地整備事業による土地の嵩上げに活用している。その際には起工承諾を取り、

跡地所有者に賃借料を支払う形で場所の確保を行っている。土の移動が少ないことは、事

業費を圧縮することだけでなく、跡地の所有者に賃借料としての収入をもたらし、間接的

ではあるが住まいや暮らしの再建に役立てることになる。 

今回の場合、防災集団移転促進事業がほぼ完了した後に漁業集落防災機能強化事業およ

び低平地整備事業が進められたことでこのような対応が可能となったといえるが、10 年と

設定された復興期間を、漁業の再開→住まいの再建→漁業の復興（生活環境の再建）とい

うプロセスで捉えることでこのような対応は他の被災地でも可能な方策である。 
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(3)漁業・水産業の復興概要 

合併前の旧雄勝町中心地に位置する雄勝漁港を中心とする雄勝湾地区の被災前後の漁業

の概要を、宮城県漁協雄勝湾支所の職員及び漁業者、雄勝支所を含めた石巻市職員に聞取

調査を実施した結果を、以下に整理する。 

①経営体数 

当地区の漁業経営体は、ほぼ個人経営体であり、主に漁業に着業している正組合と同じ

とみてよい。漁業経営内容は、ホタテガイ養殖を基本にその他の養殖あるいは漁船漁業（小

型定置網や潜水による採貝藻）の組み合わせである。 

 雄勝湾支所で養殖を中心に漁業を営む正組合員は震災直前の平成 23 年には 85 人だった

が、平成 30 年現在 48 人と実数で 37 人（震災前に比べ 56.4％減）に減っている。この正組

合員数は、個人経営体中心の当地区の経営体数の変化とみてよい。 

②操業状況 

雄勝漁港をはじめとした雄勝地区内湾地区の震災前後の主な漁業種類別の操業状況につ

いて、宮城県漁協雄勝支所及び関係漁業者に聞き取り調査した結果を以下に整理する。 

雄勝湾内湾地区では、ホタテガイ、銀ザケ、カキ、ホヤ等の養殖業が中心に営まれてお

り、その他漁船漁業は、共同漁業権漁業である小型定置網及び、ウニ、アワビ、ナマコな

どを対象とした潜水採貝藻（地元が漁船を出し、潜水士は他地域の人に依頼）があり、そ

の他自給的な漁業として天然のワカメ、コンブ、シュウリ貝（ムール貝）などを小規模に

漁獲している。なお、いわゆる開口漁業は見られない。下表（表 2-2-5）にみられるように、

各漁業、養殖業ともに中核的着業漁業者が被災後大きく減少している状況は見られない。 

表 2-2-5 雄勝地区の主要漁業種類別操業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          資料－宮城県漁協雄勝支所聞取調査 
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                           資料-宮城県漁協雄勝支所 

図 2-2-15 被災前後の魚種別・漁獲量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             資料-宮城県漁協雄勝支所 

図 2-2-16 被災前後の魚種別・漁獲金額の推移  
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                             資料-宮城県漁協雄勝湾支所 

図 2-2-17 被災前後の魚種別・単価の推移 

表 2-2-6 魚種別漁獲量・金額・単価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－宮城県漁協雄勝支所 
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（被災前） 
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（被災前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被災後） 

                          資料－宮城県漁協雄勝支所 

図 2-2-18 被災前後の漁業権漁場（雄勝湾）の変化  
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③組合員数 

雄勝湾支所で養殖を中心に漁業を営む正組合員が震災直前の平成 23 年で 85 人だったが、

平成 30 年現在 48 人と実数で 37 人（震災前に比べ 56.4％減）に減っている。 

震災後、高齢を理由に地域を出て、息子夫婦の家に出た人もおり、減っているが、若手

後継者は、震災前から多く、現在、20 代が 2 人、30 代が 2 人、40 代が 1 人確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－宮城県漁協雄勝支所 

図 2-2-19 被災前後の正・準組合員数の推移 

 

表 2-2-7 年度別・正准別組合員数の被災前後の推移（宮城県漁協雄勝湾支所） 

 

 

 

 

 

資料－宮城県漁協雄勝支所 

 

④漁業再生の方向性 

被災前と同様、静穏な雄勝湾内湾漁場を活かしたホタテガイ養殖を中心とした養殖業を

核に、区画漁業権の適正利用を通じて継続的な養殖組合せ漁業の再生が摸索されている。 
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⑤漁業者の状況 

1）漁業者の住まい再建の状況 

 現在、漁業者の 8 割ほどが、湾沿いに整備された防集高台移転地に移り住んでいる。一

方、高齢などで漁業をやめた人は域外に流出している。もともとは、漁港に近い比較的広

い低地部に居住していた漁業者が多く、100 坪／区画限定敷地の中で軽トラなど運搬車、漁

具の一部、居住家屋を配置すると狭いという感覚が強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（写真：代表的防集高台移転地の開発状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：防集高台移転地の漁家の状況：軽トラや漁具が 100 坪の狭い敷地に配置） 
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2）漁港等の整備 

雄勝湾内の各漁港の基本施設はほぼ復旧しつつあるが、防潮堤建設がやや遅れている。

一方、漁集事業による漁業関係用地の整備も防潮堤の進捗と合わせながら整備中である。

問題としては、一旦沈下した地盤が、漁港復旧後戻ってるため、用地特に岸壁が結果的に

高くなり、小型漁船の利用に支障が出ている点があげられる。 

 

⑥今後の課題・要望など 

被災前後で、雄勝湾の海域状況は殆ど変わっておらず、極端に資源状況や漁獲量に変化

は見られないが、被災直前に湾内に増えた天然のワカメ場などの藻場が増え、必然的にそ

れらを餌とするアワビ、ウニなどが増加する現象が見られたが、現状は減少傾向にある。 

本地域だけの傾向ではないが、近年、主力養殖生産物であるホタテガイの斃死が見られ、

養殖経営体の経営は打撃を受けている。今後、県などと連携して、原因究明と適切な対策

が必要である。 

その他、防潮堤を含む沿岸部の大規模工事の影響から、湾内に工事関係のセメントが流

入しているのが心配されている。また、地球温暖化といった大きな問題に起因するのかも

しれないが、湾内の水温上昇が漁業関係者の間で危惧されている。 
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(4)主な論点別の課題整理 

①制度設計 

基本的には浜ごと（被災前の集落ごと）に防災集団移転促進事業を施行している。東日

本大震災被災地で緩和された実施要件である最低戸数を移転希望戸数が下回る地区に関し

てのみ、隣接地区と合併して事業の実施が進められている。移転元地に関しては、土地の

嵩上げが必要となる場合にも、都市計画区域編入を行った上で区画整理事業によって実施

するのではなく、都市計画区域外のまま、低平地整備事業を活用することとしている点が

特徴的である。 

②主体と体制 

石巻市は東日本大震災の被災地の中でも被害程度が重く、また防災集団移転促進事業の

数も多い。石巻市役所本庁にはその計画を進める人員がある程度確保されていたが、総合

支所地域である雄勝地区にはそこまでの人員が割かれてはいない。ただし、住民は特に反

対等をすることもなく事業計画案を受けいれている。移転事業で高台移転を選択した住民

の多くは漁業者であり、なるべく早く操業を再開することで生活の安定を図りたいという

意向を背景として、防潮堤や移転用地の検討に関してはある程度行政に任せていたという

構図が透けて見える。一方で雄勝の中心部では防潮堤の高さに関して、従前居住者以外の

人々も巻き込んだ反対運動が起こることになったが、これは行政が外部専門家などのアド

バイスに重心をおいた計画策定と事業実施を進めたことも影響がある。 

③計画技術 

防災移転促進事業は高台の土地を造成することになるが、そこで発生した残土を地区内

に仮置きし、それを今度は低地部の嵩上げ用に転用するといった、事業期間のズレを上手

に活用し、土の移動を極力少なくすることで経費を低く抑えるような取り組みは特徴的で

あるし、今後の同様の復旧復興事業計画において重要な視点となる。なお、残土の地区内

仮置きに関しては、「起工承諾」として土地所有者に許可を得、必要な経費を支払うことに

よって進めているが、これによって従前居住者はある程度の現金収入を得ることとなり、

生活再建を間接支援することにもつながっている。 
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３．宮城県東松島市室浜地区 

株式会社都市環境計画 高鍋 剛 

株式会社水土舎 岩成 正勝 

 

(1) 地区の概要 

東松島市は宮城県の県都仙台市の北東

にあり、広域石巻圏の西端に位置すること

から、広域仙台都市圏とも隣接し、東は石

巻市、南は太平洋に面している。気候は、

年間平均気温や降水量からみても、東北と

しては比較的暖かく風雨の少ない地域と

なっている。 

中心部には、四方を一望できる桜の名

所・滝山があり、そこから西北部に丘陵地

が連なり、南には特別名勝「松島」の一角

を占めるなど風光明媚な景観を楽しみに

多くの観光客が訪れている。 

産業は豊かな自然環境を背景として、農

水産業が盛んであり、農産物では、トウモ

ロコシの味来やネギ、イチゴ、きゅうり、

トマトなど品質的にも特に優れたものが

生産されている。また、水稲では市のみで

生産されている特産米「かぐや姫」がある。 

水産業は、海苔と牡蠣養殖である。海苔

は高質献上品に何度も選ばれており、牡蠣

も身が大ぶりで味が濃く、市場で高い評価

を得ており、どちらもその品質の高さが全

国に知られている。 

また航空自衛隊松島基地があり、アクロバット飛行で有名な「ブルーインパルス」の本拠

地となっており、市内上空では日常的に飛行訓練が行われていることでも有名である。 

表 2-2-8 東松島市室浜地区の概要 

 
 
 
  

東松島市 

東松島市室浜地区 

図 2-2-20 東松島市室浜地区位置図 

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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（写真 震災前の東松島市室浜地区（2002.4）） 

 

（写真 震災後の東松島市室浜地区（2016.8）） 

  資料−Google Earth 
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(2)漁村復興まちづくりの概要 

①復興計画策定の全体的経緯 

 東松島市の復興への取り組みにはいくつかの特徴があるが、その 1 つは防災集団移転促

進事業や漁業集落防災機能強化事業を併せて早期に交付金申請を実施し、事業を早く進め

たところに大きな特徴がある。もう 1 つは、8つの市民センター単位に設置されたていたま

ちづくり協議会での検討を早期に進め、復興計画への合意形成も早く進めたとことである。

さらに 3 つに目には、役場内部の連携調整体制があげられるが、これは平成 17 年の宮城県

北部地震での経験が生かされたという。 

 平成 23 年に復興計画を策定し、基盤整備の手法や配置などは決められた。津波に対して

多重防御による防災を実施することを前提に、漁村地域では漁集事業と防災集団移転、そ

の他の地域では土地区画整理事業と防災集団移転、災害公営住宅により住まいの再建を図

っている。高台の住宅地は 7 ヶ所整備されたが、うち 2 箇所は土地区画整事業により整備、

その他 5 地区は防災集団移転事業で整備を行ったが、どの団地にも移転できるよう計画は 1

つにまとめ、市民の市外流出を避けようとした点も大きな特徴である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－平成 23 年東松島市復興まちづくり計画 

図 2-2-21 宮戸地域の復興まちづくり方針図 
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②地域全体の復興事業の概要 

 室浜地区では住まいの再建に防集事業、漁港周辺の復興に漁業集落防災機能強化事業（漁

集事業）を活用している。 

 防災集団移転促進事業の計画は住民が決めた形になった。平成 23 年 12 月には大筋の形

がまとまり、画自体は平成 24 年に策定された。計画策定にあたっては GPS カメラを活用し、

被災状況を把握してデータ化するのなどの工夫もしている。 

 漁村地域が集積する宮戸地区では、TP＋4.3m の防潮堤を整備することになった。元々低

い海岸防潮堤はあったので、あまり抵抗はなかったが防災集団移転促進事業（3 箇所）は、

津波高さより高い場所にしたいという地元の意向を受けて丘の上を造成することとしてい

る。（室浜地区＋18m、大浜地区+14.8m）。 

 事業は比較的早期に進み、室浜地区では平成 26 年 6 月に土地の明け渡しを行っている。 

復興交付金申請にあたっては、出先の復興庁担当者と協議するのではなく、まず国交省の

防集担当（防災安全課）に相談してから復興庁に申請するなどの工夫をしている。 

 また防災集団移転の元地については、宅地以外の雑種地等も買い取る方針とした。これ

は、そもそも漁村の宅地については住他用地とその他の雑種地が分筆されていないことが

多いことがあるが、それに加えて住宅の建築を制限する目的から、ほぼすべての土地を移

転促進区域に設定し、買い取りの対象としている。その結果、漁港周辺で活用した漁集事

業を計画する際も水産関係用地を計画的に配置することができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

資料－集団移転元地の土地利用基本計画 

図 2-2-22 宮戸地区の集団移転元地の土地利用計画（H27 土地利用計画） 
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資料－平成 28 年特別名勝松島グランドデザイン 

図 2-2-23 室浜エリア中心部の基本的条件図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-24 室浜地区防災集団移転促進事業土地利用計画図  

資料－東松島市防災集団移転促進事業計画 

－56－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－漁業集落防災機能強化事業計画書 

図 2-2-25 室浜地区漁業集落防災機能強化事業計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)漁村復興まちづくりの概要 

 

 

 

 

 

 

（写真 室浜地区防災集団移転団地の状況）  
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計画は、平成 27 年に策定した「移転元地の土地利用計画」（図 2-2-22 参照）に加え、平

成 28 年に策定した「特別名勝松島グランドデザイン」（図 2-2-23 参照）があり、土地利用

の方針のみならず、景観の視点からの計画も策定されている。 

防災集団移転促進事業は、漁港背後の高台に一般住宅 6 区画と災害公営住宅、集会所を

含む約 2.7ha の区域の計画としている。 

漁業集落防災機能強化事業では、集落道、集落排水、雨水排水施設整備と水産関係用地

の整備（約 8,000 ㎡）を行っており、水産関係用地は共同の漁具倉庫が整備された。また、

水産関係用地の背後には、海苔の共同加工場（水産庁事業、漁集事業外）が整備されてい

る。 

③検討主体、体制 

移転元地の土地利用計画、防集、漁集などの個別の事業計画ともにコンサルタントへの

発注により計画策定を行っている。土地利用計画策定の時期から地元に入って合意形成を

行い、同時に移転元地の土地の買取りの調整も行っている。 

半島で漁村地域である宮戸地区については、防集と嵩上げの切り盛り土の調整を島内全

体の集落間で行い、土のやりとりが島内で完結するように行っている。 

計画づくりにあたっては大学の支援もあった。避難所での話し合いの取りまとめやまち

づくり委員としての参加などで支援を受けている。 

④行政主体間調整の内容と方法 

東松島市内部では震災後庁内で検討チームを組織して計画立案にあたり、説明会は市長

も同席のもと、各避難所でも開催した。 

事業間調整は定期的に会議を持っていたが、実際には個々の事業担当者同士で調整して

しまっていることが多かった。特に調整の問題は感じなかったということである。 

復興庁との調整も、東京の本省に相談を行ってから行うなど、協議がスムーズに進むよ

うな工夫を行っている。 

⑤検討プロセスにおける課題（行政、住民見解） 

漁集事業の検討にあたっては、漁港区域内の青線、赤線の調整に苦慮した。区域内の道

は財務局の所有（市道だが）で、ルートを変更する場合には財務局から買収する必要があ

り、そのために実施する境界確定などの手続きに時間を要したとのことである（地番がな

いため）。 

移転元地の土地交換については税制上の問題があったので、平成 28 年まで待って土地取

得を先行させ、登録免許税が免除になってから交換を実施している。 

また島内で廃校になった宮戸小の跡地の問題もあったが、県の野外活動センターとして

整備を行い、現在も活用されている。 

漁集事業と防集事業については、土地のやりとりについて連携はできたが、事業の所管

が違うので難しい面はあった。汚水処理施設の整備についても事業間の連携はできたとの
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ことである。 

その他、地下埋設物の撤去の予算がないことが、事業実施上の課題と認識されている。 

⑥復興事業の実現状況（自治体：各種事業の進捗、整備見込みについて） 

漁港の復旧は、陸揚げ可能な岸壁整備面では 90％完了している。防集事業は完成し引き

渡しも終了、漁集事業の低地利用（共同漁具倉庫）も完成している。 

⑦低地利用の問題点・課題 

共同漁具倉庫、共同加工場及び集落道、排水施設等は既に完成しているが、6 次産業化用

地に位置づけている土地については実現の目処は立っていない。 
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(3)漁業・水産業の復興概要 

①漁業者数や操業形態の変化について 

本地区の漁業・養殖業の主力はノリ養殖である。その他、カキ養殖、ワカメ養殖のほか、

漁船漁業がみられるが、震災前後で漁業・養殖業の種類の変化はない。 

特筆すべきは、津波被災により震災前は経営体ごとに所有していたノリの加工機械を失

った経営体が多く、高価な加工機械を震災後にそれぞれ復旧することは困難であった。本

地区のノリ養殖経営体はがんばる養殖復興支援事業を活用し、生産・加工まで共同化する

グループを結成し、養殖施設から加工施設までを共同利用することとした。 

震災前のノリ養殖経営体は 33 経営体であったが、震災後は 17 経営体まで減少した（こ

のうち、個人 2 人と 3 グループを結成）。共同化した 3 グループは 8 人（後に 7 人）、5 人、

3 人で構成され、ノリ加工施設もそれぞれの規模に応じた 3 棟を整備した。このうち、ノリ

養殖組合 1 組合と隣の浜の大浜地区の養殖漁家でノリ加工場が被災した 2 経営体も室浜の

グループに参加した。グループを組織する際の検討として、当初は 19 人でグループを組も

うと考えたが、60 歳を過ぎている漁業者はグループには参加せず、刺網漁業やワカメ養殖

のほか、ノリ養殖の手伝いを行っている。また、高齢で奥さんのみの人もグループへの参

加はせず、息子がいる人は参加した。また、金銭的に余裕のある人はノリ養殖を辞めた。 

カキ養殖について、震災前のカキ養殖経営体は 2 経営体であったが、震災当初は 8 経営体

と増加したが、現在は 2 経営体に戻った（震災後新人一人がスタート）。むき身作業は日本

人 3 人で実施しており、カキ剥き場は共同のむき場を整備し、2 経営体が共同で使用してい

る。また、この 2 経営体はカキ剥き加工を行っているほか、自種カキの販売を北海道～九

州までに行っている。自種の採取は 7 月中旬から 8 月上旬、9 月初めに 1/3 を仕込み、翌年

10 月まで飼育して 1 年で出荷しており、震災前と操業サイクルの変化は無い。 

ワカメ養殖について、震災前のワカメ養殖経営体は 2 経営体であったが、震災当初は直

ぐに施設の再建や生産が可能であったことから、17 経営体まで増加した。現在は 13 経営体

となり、高齢者が多く行っている。 

その他、漁船漁業について、刺網では震災前 30 人位いたが、現在は 15～20 人まで減少

した。最近、これらの小漁の人たちの間ではナマコ（特別採捕許可で年間 3.5 トン）やワ

タリガニ（近年、三陸で増加傾向にある）の水揚げが好調である。室浜地区でワカメ養殖

や刺網漁業を営んでいる人は暇な漁業者が多く、専業ではない漁業者が多い。 

最後に、本地区の採貝藻漁業について、ウニ・アワビは透明度が低いためにもともと潜

水漁が行われてきたが、現在は食べる分を獲るのみである。 

②漁業生産 

ノリ養殖の年間サイクル（6 か月弱）は、9/20 に網の張り出しを行い、11/1～5 に収穫を

開始し 4/20 までが収穫期となる。収穫後の半年は網や機械の修理などの準備にあてている。 

ノリ養殖の操業について、朝 2 時に出港（最低 4 人/7 人中）、5 時までに 2 回刈り取り、
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5 時半に朝食をとる。7 時から洗浄作業、並行して加工作業を実施、10 時に解散してもよい

状態となる。会社化したので毎日作業についてのミーティングを行い、翌日の作業を決め

ている。10 時～17 時までは待機している。加工作業は中国人研修生とアルバイト女性の合

計 7～8 人が行う。アルバイトは室浜在住又は矢本に移転した奥さんたちである。 

 

表 2-2-9 室浜地区の操業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－宮城県漁協宮戸支所聞取 

③漁業権について 

震災前、宮戸地域全体では、地域を離れた人は漁業権が与えられないルールがあったが、

震災後、室浜地区では地区を離れた人にも漁業権が付与されるルールとした。住まいがも

ともとの地区を離れても漁業や養殖業に従事できることとしたため、60 数軒あった世帯数

が 26 まで減少した。もし、漁業権を与えないルールとしていれば 10 数軒は残ったと思わ

れる。地区外に出た 9人は野蒜、矢本に移転し、3 人（室浜 2 大浜 1）のみが防集に移転し

た。個人でノリ養殖を継続している 2 人は住宅、工場ともに残った人である。大浜地区の 1

人を加えた 4 人で地区の防集団地に入った。 

なお、大浜地区、月浜地区では地区外に離れた人には漁業権を与えないルールを継続し

たため、残った世帯が多い。里浜地区は被災が小さかったことからほとんどが残っている。 

震災後廃業したノリ養殖経営体が多く漁場に空きが出たことに加え、河口の幅が 80m か

ら 400m に広がるなどにより、ノリ養殖漁場を今年から 200m 沖出しするよう拡大した。 

大浜・室浜の地先漁業権については、境界を取りやめている。室浜と大浜の養殖業者は

連携し、漁場は同じとしている。漁場は 2 地区で同じであることから、筏入れや網入れを

分担して実施している。  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

海

藻

養

殖

ワカメ

漁業種類 対象魚種

漁  期

備　考

ノリ養

殖
ノリ

海

面

漁

業

漁

船

漁

業

刺網

海

面

養

殖

タラ、カレイ

貝

類

養

殖

カキ

養殖
カキ

ワカメ

養殖

タラ

摘み取り開始

（11/10）網上げ

（4/20）

網入れ

網張り替え

カレイ

摘み取り・出荷

準備作業(網補修、設備メンテ）

出荷

地種採取 海域展開

海域展開（2年目）

種挟み・海域展開
刈取・出荷

種糸購入・海中培養

生出荷 塩蔵ボイル出荷
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資料－宮城県漁協宮戸支所 

図 2-2-26 室浜地区の漁業権図 

④漁業経営共同化／法人化 

地域の人が働きやすくするために法人化を決め、8 人のグループ（チームエイト）は、が

んばる養殖事業終了後に合同会社化（H28.1 月）し、昨年法人化（H29.1 月）した。社員と

なった漁師には毎月の給料のほか、ボーナス、社会保険を付け、不漁年に対応するために

ノリ生産の好調な現在のうちに内部留保も行っている。法人化したノリ養殖グループは T

さんが社長となり、現在のノリ養殖は水揚げが好調である。 

⑤後継者育成 

 後継者のいるノリ養殖経営体は、グループに参加しており、法人化した組織の社員とな

っている。現在、ノリの国内の他産地における生産量が減少していることから、東松島市

のノリ養殖は好調であることで後継者の安定した収入が確保されている。また、将来の漁

業・養殖業の担い手として期待される地元の小学生を対象に、漁業体験（カキ剥き作業、

ノリすき作業）を実施している。 

⑥復興事業後の生産面での状況の変化と問題点・課題 （漁協及び高台移転漁業者等） 

本地区で主力のノリ養殖業者は、震災前は各個人で操業、加工を行っていたが、ノリ加

工に必要な高額な機械を被災した個人がグループとなってがんばる養殖復興支援事業を活
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用し、協業化による生産、加工に取組んだ。がんばる養殖事業の終了後も継続して協業化

を続けており、法人化まで取り組んでいる。 

⑦高台移転後の状況の変化等（高台移転した漁業者等への聞取り） 

ノリ養殖漁家の T さんは震災前の住宅、作業場など約 300 坪の土地を所有していた。現

在、高台移転先の防集団地で再建した 100 坪の宅地で十分満足しているとのことであった。

また、移転先に集落排水施設が出来たことで生活利便性は震災前よりも向上したとの意見

であった。 

また、カキ養殖漁家で室浜地区を離れ、内陸に移転した O さんは、室浜からだと買い物

に車で 20 分かかるが、移転先の矢本からだと 10 分で済み、生活利便性は向上したとのこ

とである。ただし、室浜までの通い時間が車両利用で 15～20 分かかるため、台風時などに

船を見に来るのが大変になったが、室浜の他の漁業者がみてくれているので安心はしてい

るとの意見であった。共通して、高台移転したことで、浜までの移動時間は増えたが、津

波の不安を考えずに、家族が安心して暮らせる環境になったことに対する全般的な評価は

高い。 

⑧低利利用の問題点・課題 

低地部の余った土地の利用が決まっておらず市は困っているとのことであったが、本地

区は他の被災市町村の低地部に比べると、土地利用が進んだ地区と言える。漁集事業は市

と漁協で計画を検討し、すぐに加工施設を含めて整備内容が決まったが、低地部に残る空

き用地については使い道が決まっていないのが実情である。 

漁集事業について、被災した低地部を全て市が買い取ったことから（※一部は保留し、

必要が出た場合は交渉した）、水産関係用地としての利用計画を早期に検討できた。これに

より、第 5 回復興交付金申請で市内の各地区の計画を提出でき、漁具置場、漁具倉庫用地、

集落道の拡幅、集落排水施設（新設）の用地を面的に確保した。漁具倉庫やノリ、カキの

加工施設は災害復旧事業で計画・整備しており、被災低地部に災害復旧で上もの施設を整

備した事例である。また、共同利用の漁具倉庫の整備は利用者間で揉めることもなく、ノ

リ養殖のほか、刺網、小漁、定置網用の計 6棟が整備されている。 

低地部の跡地利用上の課題としては、高台に住居が移転し、日常的な漁港での監視が出

来なくなったことから盗難が発生していることがあげられる。 
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⑨将来の持続的地域振興を見越した 6 次産業振興状況等 

6 次産業化用地を計画に盛り込んでいるが、今のところ土地利用は進んでいない。土地利

用が進まないのは、養殖業が盛んな室浜地区においては収入のほとんどを占めるノリ養殖

やカキ養殖の操業で忙しく、6 次産業化に取り組む余裕もなく、本業で十分な収益をあげて

いることが理由と考えられる。  

（写真 共同利用ノリ加工施設） 

（写真 共同利用漁具倉庫（刺網、小漁、定置）と拡幅した集落道） 
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(4)主要な論点別の課題整理 

①制度設計 

漁村復興まちづくりの整備に関し、漁集事業と防集事業を組み合わせて活用したが、道

路、排水施設の整備調整、土地の切り盛りの調整、移転元地の集約化などを計画的に進め、

事業自体も早期に実施することができた。この要因としては次項に上げる庁内連絡体制の

確立があると考えられるが、その背景として平成 17 年の宮城県北部地震での被災後対応の

経験が生かされたこと、各地域のまちづくり協議会が既にあり、計画に対する合意形成を

スピード感をもって進められたことがあると考えられる。 

②主体・体制 

震災直後から行政内部に検討及び連絡調整体制ができ、計画策定段階の市民参加や合意

形成も比較的スムーズに行えたといえる。計画検討を早期に進めるための GIS の活用やコ

ンサルタントの活用（及び指示）なども的確であったと考えられる。 

③計画技術 

平成 23 年の復興計画、平成 27 年の土地利用計画、更に翌 28 年の特別名勝松島グランド

デザインなど、上位計画で必要な方針を示しつつ、防集及び漁集の事業計画も並行して進

められており、計画性及び合意形成の観点からも比較的成功した事例と言えると考えられ

る。また、個別の事業間調整も行っており、計画調整体制も有効に機能したと考えられる。 

④低地利用 

漁集事業で整備した低地については、共同漁具倉庫としての事業が完了している。その

他水産庁事業で実施した海苔の共同加工場も完成した。 

ただし、土地利用計画で位置づけた 6 次産業用地の活用の目処は立っていないが、本地

区の主力であるノリ養殖業等の土地利用が完了しており、問題ないと考えられる。 

⑤6 次産業等 

6 次産業化は進んでいない。海苔の製品などはすでにブランド化されており、現在高い収

益が上がっていることから、新たに 6 次産業化を進める必要性があまりないことが、主な

要因と思われる。 
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４．宮城県名取市閖上地区 

芝浦工業大学 佐藤 宏亮 

株式会社漁村計画 富田  宏 

(1) 地区の概要 

   名取市は仙台市の南に位置し、仙台都市圏のベッドタウンとしての機能を担っている。

仙台空港を擁し、平成 19 年には空港へアクセスするための仙台空港線が開業したことから、

沿線の開発が進められていた。閖上地区は閖上漁港の背後に広がる市街地であり、かつて

は漁業集落として栄えたが、近年では仙台市へ通勤する会社員が多く、漁業人口は相対的

に少なくなっていた。 

太平洋沿岸部は低地が内

陸部まで広がる地形である

ことから津波により広い面

積が被害を受け、最大の浸水

距離は 5ｋｍに及んだ。中で

も、閖上地区は漁港に隣接し

た海岸部に位置しているた

め、被害は甚大であり、923

名が犠牲となった。 

 震災後は被害が甚大であ

り多くの犠牲者を出したこ

とから一時的に人口は7万1

千人に減少したが、その後は

増加が続いており、現在は 7

万 8 千人まで増加している。

その要因として、2007 年に

開業した仙台空港線の沿線

が市街化区域となり、土地区

画整理事業が進められてい

たことや、内陸部の住宅団地

で住宅ストックが豊富にあ

ったために、震災後も被災者

が市内に留まったことも影

響していると考えられる。 

 

  

盛岡市 

仙台市 

福島市 

陸前高田市 

石巻市 
東松島市 

名取市 

いわき市 

浪江町 

新地町 
名取市閖上地区 

図 2-2-26 名取市閖上地区位置図 

表 2-2-10 名取市閖上地区の概要 

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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（写真 被災前の閖上漁港閖上地区（2010.4.4）） 

（写真 被災後の閖上漁港閖上地区（2018.5.26）） 

資料−Google Earth 
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(2)漁村復興まちづくりの概要 

①復興計画策定の全体的経緯 

平成 23 年 5 月に学識経験者、地域住民の代表、産業団体の代表者等で構成される「名取

市新たな未来会議」が設置され、震災復興計画の検討が進められた。6 月および 7 月には「震

災復興市民 100 人会議」を開催し、市民の方々との意見交換を行った。そして、8月にパブ

リックコメントを実施したうえで、10 月に「名取市震災復興計画」が取りまとめられた。 

この計画を骨格としつつ、個々の計画について市民とも協議をしながら進めていくため

に、12 月に「閖上復興まちづくり推進協議会」が設置された。この協議会は 15 名の委員か

らなる協議会であり、平成 25 年 9 月までのおよそ 2 年間にわたり、20 回の委員会が開催さ

れ、詳細な計画の方針の検討を進めながら復興事業が進められた。震災から 6 年が経過し、

復興事業の進捗状況等により一部施策の見直しが必要になったことから、「名取市震災復興

計画」の改訂版が平成 29 年 3 月に発行された。計画期間の延長や一部の事業変更がなされ

たが、基本的な土地利用の方針は変わっていない。 

②地域全体の復興事業の概要 

海岸線に沿って国が防潮堤を整備し、これを第一次防御ラインとして、名取市が津波対

策の高盛道路を海岸より内陸側に整備し、これを第二次防御ラインとする二重防御を基本

的な方針としている。第二次防御ラインを境として海側を災害危険区域に指定して居住を

制限し、内陸側は 3～4ｍのかさ上げにより居住エリアにしている。居住を制限する海側の

エリアは産業エリアとして企業誘致を進めている。 

第一次防御ラインは L1 クラスの津波に対応するものであり、L2 クラスの津波の場合は第

二次防御ラインで対応する。L2 クラスの津波が来た場合にも居住エリアは浸水する想定に

なっているが、膝下程度の浸水高であり、人命は守ることができる計画となっている。事

業手法は土地区画整理事業と防災集団移転促進事業を併用し、土地区画整理事業によって

整備された居住エリアの中に防災集団移転促進事業の移転先住宅団地 43 戸が整備されてい

る。また、災害公営住宅が 463 戸整備されている。 

③検討主体、体制 

「名取市震災復興計画」の取りまとめにあたっては、学識経験者、地域住民の代表、産

業団体の代表者等で構成される「名取市新たな未来会議」が 5月 22 日に設置され、8 月 21

日に提言書を提出した。また、市民との意見交換を行うために、6 月と 7月の 2 回にわたり、

「震災復興市民 100 人会議」を開催しており、第 1 回目が 260 名、第 2 回目は 314 名の参

加があるなど、市民との対話を行う場が早い段階で用意されている。さらに、「名取市震災

復興計画」の策定後には、事業の実施における詳細な検討や市民意向の反映のため、12 月

に「閖上復興まちづくり推進協議会」が設置され、以後 2 年間にわたり、20 回に及ぶ協議

会が継続されている。震災直後の学識経験者を中心とした検討から始まり、市民との対話、

まちづくり協議会での検討へと段階的に市民参加が進められており、復興まちづくりの推
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進体制が計画的にデザインされている。 

 

  

資料－名取市震災復興部提供 

図 2-2-28 土地区画整理事業と防災集団移転促進事業の併用 

資料－名取市震災復興部提供 

図 2-2-27 二重防護の考え方 
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④行政主体間調整の内容と方法 

「名取市震災復興計画」の策定に向けて庁内では平成 23 年 5 月に都市計画課の中に震災

復興担当部署が置かれた。そのため、初期段階では土木分野が先行し、全体的にハードの

復興に偏っていたが、同年 6 月 1 日には震災復興室が設置され、産業再生、コミュニティ

再生など、さまざまな分野の総合的な計画検討が進められていった。その後、同年 11 月に

は震災復興室を解散して、新たに都市計画事業を進める部署と生活再建のための部署が統

合されて震災復興部となった。一方で、震災復興は教育や福祉など多分野にわたるため、

計画の進行管理や財源確保などについては総務部政策企画課が担当している。 

⑤検討プロセスにおける課題（行政、住民見解） 

行政としては防災集団移転により内陸部に移転するという選択肢は用地確保や事業スピ

ードの問題や、閖上地区の歴史的重要性などの点から現実的とは考えられず、土地区画整

理事業による現地再建を基本方針として進めたが、閖上地区は被害が甚大で多くの方が犠

牲になったこともあり、現地再建に対しては反対する声が強かった。このような状況にお

いて「名取市震災復興計画」の策定が進められ、そのプロセスにおいて「震災復興市民 100

人会議」やパブリックコメントが実施されたが、いずれも行政に対する強い反対と対立を

生み出す結果となっている。このような状況で事業がすすめられたこともあり、「名取市震

災復興計画」の策定後には「閖上復興まちづくり協議会」を行政の呼び掛けで設置し、詳

細な計画の方針の検討を行っていったが、個々の主張が強くでる会議となりがちで、まち

づくりの方針として意見が集約されていくような会議になりにくかったことが課題として

挙げられている。 

⑥復興事業の実現状況（自治体：各種事業の進捗、整備見込みについて） 

居住エリアについては 3～4ｍの嵩上げ造成が行われ、住居の再建は終えている。また、

水産業共同利用施設復興整備事業を活用した水産加工団地が整備されており、既に 9 社が

立地し、稼働している。一方で、全体的に土地区画整理事業の規模が大きく、低地部の産

業エリアの造成や震災メモリアル公園、第二次防御ラインとなる高盛道路の整備などは現

在も工事が進められている。現在、企業誘致が始められており、事業完了に向けて一定の

目処はついている段階である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（写真 居住区域の戸建住宅） （写真 居住区域の災害公営住宅） 
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⑦復興事業後の生産面での変化と課題 

閖上地区の漁業者の多くは現地再建ではなく、仙台空港線の沿線の市街地に移転してい

る。その理由としては、漁業者の年齢が相対的に低く、子供の通学などを考慮して早期再 

建を目指したことが大きい。また、移転先の市街地から漁港まで車で 10 分程度で通える

ことから、漁業を継続していくうえで大きく問題にはなっていない。 

加工業者については、水産業共同利用施設復興整備事業の活用のためには被災沿岸地か

らの仕入れ 50％以上という条件があるが、閖上地区で営業していた加工業者の多くが輸入

原料を多く使っていたためにこの事業がつかえず、現地での再建が難しい状況となってい

る。一方で、福島をはじめ、他地域からの誘致に取り組んでおり、すでに 9 社が稼働する

など一定の成果が得られており、これらの水産加工業者が地物の魚を原料として活用する

など漁業にも良い影響を与えている。 

⑧低利利用の問題点・課題 

海岸から低地部が内陸まで広がり、広範囲にわたって被災を受けた閖上地区では、広大

な低地部の活用が課題となっている。被災前に立地していた水産加工業者の多くが現地再

建のための活用可能な事業がなく、他所で事業を再開している。そのため、産業エリアに

おいては他地域からの企業誘致が進められている。水産業共同利用施設復興整備事業を活

用して先行して造成された水産加工団地では募集区画の 9 区画がすでに稼働しており、現

時点では順調に進んでいる。 

また、広大な震災メモリアル公園や河川防災ステーションが計画されており、これら低

地部の活用や維持管理が今後の課題になると予想される。 

⑨将来の持続的地域振興を見越した新たな産業や地域振興の取り組み状況等 

閖上地区では漁港に隣接して地元の商業者を中心とした取り組みとして閖上朝市が開催

されてきた。また、閖上朝市に隣接して環境省の事業により「みちのくトレイルセンター」

が整備されつつある。更に、鎮魂の場となる震災メモリアル公園が整備されることから、

これらの資源を活用した集客や商業の再生等により魅力ある地域再生に取り組むことで、

企業誘致の促進を図っていくような総合的なまちづくりの視点が重要になっている。 
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資料－名取市閖上企業立地案内パンフレット 

図 2-2-30 低地部への産業施設の誘致計画 

資料－名取市農林水産課提供 

図 2-2-29 C-7 事業による水産加工団地 
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(3)漁業・水産業の復興概要 

名取市沿岸の閖上漁港を中心に、特産のアカガイ等貝類を主に漁獲する閖上地区の被災

前後の漁業の概要を、宮城県漁協仙南支所の担当職員及び漁業者、名取市水産担当課の職

員に聞取調査を実施した結果を、以下に整理する。 

①経営体数 

専業的経営体（個人経営体）数は、正組合員数に合致する。従って、次表（表 2-2-11 参

照）より、当地の中核漁業であるアカガイ等貝類を対象とする小型底曳網（貝桁網）の着

業経営体は、被災前は 40 であったが、平成 30 年現在 15 に減っていることが分る。 

現在の主な漁業経営タイプは、主に、①小型底曳網（貝桁網）＋刺網＋カニ籠、②カレ

イ等を対象とする板曳＋刺網＋カニ籠、③シラス曳網＋刺網＋カニ籠、④コウナゴ対象の

ランプ網（火光式敷網）＋刺網＋カニ籠の 4 タイプに分かれ、主要漁業に、季節によって

刺網（カレイ、ヒラメ、スズキ等）と、被災後に急増したガザミを対象としたカニ籠を組

み合わせる漁業経営が一般的である。 

経営体平均漁獲金額は 800 万円程であり、中核的経営体は、年間 1 千万円程の水揚高が

ある。なお、小規模な経営が多い高齢経営体は、300 万円程である。 

②操業状況 

被災前後の閖上漁港を根拠とした主な漁

業種類別の操業概要を宮城県漁協担当者に

聞取調査した結果を次表（表 2-2-11）に示す。 

当地区は、全国的知名度を誇る赤貝など貝

類を対象とした小型底曳網（貝桁網）を中心

に、カレイを主対象とした底曳網（板曳）、

コウナゴを対象の火光式敷網、カレイ、ヒラ

メ、スズキなどを狙う刺網、ガザミ対象のカ

ニ籠、シラス曳網（一艘曳）など地先海域が

砂浜海岸のため、運用網を中心とした漁船漁

業が営まれてきた。一方、震災後の赤貝漁獲の不振の際に、漁業所得の補完源を確保すべ

く、県と連携しつつ地元漁業者有志により、ワカメの試験養殖に取り組んでいる。 

次表（表 2-2-11 参照）に示すように、太宗漁業である小型底曳網（貝桁網）の着業経営

体数が被災前の 40 経営体から 15 経営体に激減、刺網についても 30 から 11 経営体に減少

している。一方、被災前にはなかった、カニ籠やシラス曳網（一艘曳）に 11 経営体、3 経

営体が新たに着業するようになっているのが特徴的である。 

 

  

（写真：閖上漁港に係留する貝桁網漁船） 
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                             資料－宮城県漁協聞取調査 

 

③組合員数 

被災前の組合員数の合計は 76 人（正：43 人、准：33 人）であったが、現在（平成 30 年

調査時点）は、55 人（正：20 人、准：35 人）と総数で 21 人の減（57％減）を見ている。

なお、正組合員は実数で 23 人（46.6％）減っているが、閖上漁港に船舶を係留するために

組合員資格を有している遊漁船やプレジャーボートの所有者が中心の准組合員は、2 人（6％

増）の増加を見ている。 

被災前の准組合員は、漁港で主産品のアカガイの貝むき作業を手伝ったり、買参権を持

つ“背負子”と呼ばれる小口小売りの女性が多かった。 

④漁業再生の方向性 

今後の閖上地区の漁業再生の方向としては、太宗漁業であり、全国的知名度を有する「閖

上赤貝」ブランド復活のためのさまざまな取組みが最も重要な課題となっている。具体的

には、現在、閖上赤貝のブランド化推進に向けた品質・資源管理に関して、宮城大学、大

手民間商社などと地元漁業者が連携した取り組みが積極的に進められている。 

更に、前述したとおり、過度な赤貝依存から多様な漁業の組み合わせ操業経営の可能性

の可否について、県や民間加工業者等との連携により、カニ籠やシラス曳網、新たなワカ

メ試験養殖などを対象に積極的に取り組まれている。 

これからの取り組みは、閖上ブランドである赤貝の不可価値向上と同時に、過度な赤貝

依存からの漁業経営の脱却と経営多角化を目指しており、ハード面では、閖上地区背後の

水産加工団地との連携・協働が重要なポイントとなっている。 

 

  

表 2-2-11 閖上地区の主要漁業種類別操業状況 

カニ籠 
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（閖上赤貝の販促パンフレット） 

 

（閖上漁港内の荷捌所内部の状況）  
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⑤漁業者の状況 

1）漁業者の住まい再建の状況 

現在、閖上漁港を根拠に漁業を営む漁業者のほぼ 8 割は、防集団地に居住しており、残

りの漁業者は、災害公営住宅や被害を免れた元の自宅に居住している。 

2）漁港等の整備 

閖上漁港については、被災後すぐに災害復旧事業に着手し、現時点でほぼ基本施設の整

備は完成に近づいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-31 震災前後の閖上漁港及び漁村集落の状況の変化  

－76－



⑥今後の課題・要望など 

漁港背後に集落がなくなったことと、防潮堤により視界が閉ざされたことにより、船外

機のモーターや生産物が盗難にあうなどの被害が出ており、何らかの対応が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－閖上漁協 

図 2-2-32 閖上地区周辺漁場（漁業権と桁引き禁止ライン）図 
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(4)主要な論点別の課題整理 

①制度設計 

 閖上地区の復興事業において大きな問題となったのは、住民の多くが内陸部への移転を

希望する中で、行政としては用地確保の問題やスピーディな復興という観点から土地区画

整理事業による現地再建を基本方針としたことである。震災直後の平成 23 年当時は、土地

区画整理事業と防災集団移転促進事業との併用が認められなかったため、土地区画整理事

業を選択した場合には換地による現地再建しか選択できないこととなった。そのため、行

政と住民との対立を生み出す構造となってしまった。 

その後、翌平成 24 年 1 月に復興交付金が制度化され、土地区画整理事業と防災集団促進

移転事業との併用が認められるようになったが、これにより災害危険区域の地権者が土地

の買取を申請して土地区画整理事業による換地を受けずに内陸部へ移転するケースが増加

し、土地区画整理事業による居住エリアに空き区画が多く発生する結果となっている。特

に、子供の教育などの問題から土地区画整理事業の完了を待つことのできない若年層は早

期の住宅再建を希望し、内陸部や市街地への移転を促進する要因となった。 

海岸から平低地が内陸まで広がる閖上地区のような地形では、遠く離れた内陸部への移

転を希望する住民が多く発生することから、現地再建と内陸部への移転を想定した多様な

選択肢を許容しつつも、被災エリアの復興を可能にするため、現地再建の住民合意を得る

ための制度設計について考えて行く必要がある。 

②主体・体制 

 閖上地区では震災直後に住民が主体となって 3 つの組織が生まれた。これらが独自に復

興まちづくりについて検討を行うなど住民が主体となる取り組みは比較的活発に行われた

が、相互の調整には課題も多く、組織を一つにまとめるという提案も出されたが実現には

至っていない。そのため、住民から出される提案を一元化することができず、住民提案が

大きな力を持たなかったのは住民参加のプロセスにおける課題として挙げられる。 

「名取市震災復興計画」策定後に行政が呼びかけて「閖上復興まちづくり協議会」を設置

し、住民参加の復興まちづくりを推進してきた。しかし、実態としては委員からは権利の

主張が前面に出てしまい、意見を集約しながら復興まちづくりを先導していくような組織

運営とはならず、会議を繰り返しても建設的な議論にはならなかったという課題が挙げら

れている。更に、行政と住民との対立構造が先鋭化する中で、住民参加のための協議会が

行政と住民との板挟みのような状況になってしまったようである。復興まちづくりのプロ

セスにおいては被災した市民の感情や私権の要求が前面にでる場面が多くなるため、住民

参加のあり方や方法論については検討が必要と考えられる。 

③計画技術 

 防災の基本的な考え方は、海岸防潮堤を第一次防御ラインとし、高盛道路を第二次防御

ラインとする二重防御で対応する計画となっており、第二次防御ラインを境として居住エ
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リアと産業エリアを分けるなど明快な都市構造となっている。 

一方で、全体的に事業が大規模となっていることから、進捗に時間を要し、住居の再建

を急ぐ住民が早期に内陸部へ移転してしまうなどの課題もある。計画を進めていくプロセ

スにおいて住民参加は必要であるが、閖上では当初から現地再建という行政の方針に対す

る住民の反対意見が強く、そのような状況において住民との直接対話の場である「震災復

興市民 100 人会議」を行ったことにより対立構造が先鋭化していったことが課題としてあ

げられる。閖上では多くの犠牲者を出していることから被災直後の住民感情と早期復興と

のバランスをとりながら住民参加を進めて行くことが必要になると考えられる。 

④低地利用 

 海岸から内陸部まで平地部が続く地形であるため、海岸部に災害危険区域が広範に広が

り、低地部の活用が課題となっている。閖上地区では 15ha の産業エリアを用意しており、

企業誘致を進めている。水産業共同利用施設復興整備事業を活用して先行して造成された

水産加工団地では募集区画の 9 区画がすでに稼働している。福島から 3 社が移転するなど、

他地域からの立地が進んだことで現時点では順調に進んでいるが、今後は商業の再生や閖

上朝市との連携など、多角的に低地利用を進めていくことで地域の魅力を高め、企業が進

出しやすい環境をつくりだしていくことが課題である。 

⑤6 次産業等 

 閖上地区では漁港に隣接して地元の商業者を中心とした取り組みとして閖上朝市が開催

されてきた。津波により市場の施設は壊滅的な被害を受けたが、2012 年にカナダ政府、ブ

リティッシュコロンビア州政府、カナダの木材メーカーの共同支援で市が建物の寄贈を受

け、これを組合に無償で貸す形で現地での朝市の復興が動き出した。 

炉端焼きを用意したり、せり市などのイベントを行うことで来客者の増加につなげてい

る。一方で、閖上朝市と漁協とのつながりは現時点ではなく、閖上の漁業は閖上朝市を始

めとする 6次産業化の取り組みとは直接的には関わっていない。現時点では閖上漁協も閖

上朝市も独自に経営が成り立っているが、将来的には相互にシナジーを生み出すような 6

次産業化の取り組みを展開していくことも検討の余地はあると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：毎週日曜日開催の閖上朝市の状況） 
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５．福島県新地町釣師浜地区 

アルメック VPI 内山  征 

北海道大学名誉教授 廣吉 勝治 

(1) 地区の概要 

福島県新地町は、福島県浜通り

に位置し、北と西を宮城県に接し

ている福島県北東部の町である。

西部の阿武隈山系からのびる丘

陵の間の平地に、市街地や田畑、

果樹園が広がり、海は遠浅で澄ん

だ水と美しい砂浜が続いている。

気候は春夏秋冬を通して温暖で

平均気温は 12℃、大変過ごしや

すい気候である。 

町の主産業は農業・漁業である。

農業では水稲を中心に、野菜・果

樹・花木などの複合経営を行って

いる。 

主要漁港である釣師浜漁港に

は、親潮と黒潮がぶつかる潮目の

好漁場から、カレイ、ヒラメなど

が水揚げされている。 

また、本町をふくむ相馬地域の

総合的開発をめざした巨大プロ

ジェクト「相馬地域開発計画」に

より、 重要港湾・相馬港や、新

地火力発電所を背景に中核工業

団地が生まれ、新しい発展拠点と

して期待されている。 
 

表 2-2-12 新地町釣師浜地区の概要 
 
 
 

 

  

盛岡市 

仙台市 

福島市 

陸前高田市 

石巻市 
東松島市 

名取市 

いわき市 

浪江町 

新地町 

新地町釣師浜地区 

図 2-2-33 新地町釣師浜地区位置図 

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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（写真：震災前の釣師浜地区／2010.9.21） 

 

 
（写真：震災後の釣師浜地区／2017.7.8） 

 

  
資料−Google Earth 
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資料－写真で見る新地町の復旧・復興状況 2018.12 

図 2-2-34 新地町の名産・名所 

 

(2)漁村復興まちづくりの概要 

①復興計画策定の全体的経緯 

新地町では海沿いの埒浜（集落戸数 61 戸）、釣師（155 戸）、大戸浜（108 戸）、中島（76

戸）、小川（64 戸）、今泉（21 戸）の 6 集落が東日本大震災の津波被害を受けた。このうち、

主に漁業者が居住する集落は、釣師、大戸浜である。 

多くの集落地区は平地にあったため全戸被災しているが、大戸浜の高台にあった一部の

住宅（108 戸のうち 40 戸）は被害を受けていない。 

当初は新地町役場、新地駅に近い地点で事業化される土地区画整理事業の区域内に、被

災した多くの世帯を集約する再建案を提案した。しかしながら、土地区画整理事業の区域

が浸水した国道 6 号以東であったため、住民の声を反映して、土地区画整理事業区域に加

えて、町役場から 1.5km 以内の複数の地区に防災集団移転促進事業を展開することとなっ

た。 

新地町の面的な住宅再建の事業手法は、以下の 3 つである。 

  〇防災集団移転促進事業 7 地区 

  〇土地区画整理事業 1 地区 

  〇小規模住宅地区改良事業 1 地区 

また、災害公営住宅は 9 地区（防災集団移転促進事業区域、土地区画整理事業区域内を

含む）で整備を行っている。 

－82－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－写真で見る新地町の復旧・復興状況 2018.12 

図 2-2-35 主な復興事業の箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             資料－新地町復興整備計画 

図 2-2-36 新地町の土地利用構想図  
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                              資料－新地町復興整備計画 

図 2-2-37 新地町の土地利用構想図 

②防災集団移転促進事業の合意形成プロセス 

新地町の防災集団移転促進事業の合意形成プロセスは、きめ細かく実施された。 

1）防災集団移転事業の合意形成を意識した避難所の再編 

被災者は被災当日に複数の避難地に分かれた。これは被災前に居住していた集落のコミ

ュニティは反映されず、とりあえずどこかの避難所に避難したかたちとなっていた。その

後、新地町は東日本大震災の発災から 3 日後に避難所の再編を行っている。これは、被災

前の集落ごとに避難所を再編し、コミュニティの維持と復興に関する話し合いがしやすい

体制をつくることを目的に実施したものである。 

2）アンケート・懇談会の実施 

懇談会やアンケートを実施したのち、平成 24 年 1 月～3 月にかけて防災集団移転促進事

業の説明会や地区別の懇談会を実施している。 

その後、平成 24 年 3～5 月にかけて、防災集団移転促進事業の正式申請を実施した。 

これは他地域と比べ、復興に向けた早い対応と言える。 

3）ワークショップによる合意形成 

平成 24 年 4 月から防災集団移転促進事業の地区別ワークショップを実施した。その際、

震災前の集落単位ではなく、移転先の防災集団移転促進事業団地を単位としてグループを

形成することとした。 
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このワークショップを継続的に開催し、住宅地のあり方、敷地割等を話し合った。 

被災前集落を単位に移転先団地を設定しているが、1 つの被災前集落から複数の移転先団

地から選べる場合も多かった。このような場合、ワークショップを重ねることにより、移

転先団地の参加メンバーも固まり、移転前から新しい集落単位のコミュニティを形成する

ことにつながった。 

住宅地の計画は、大まかな割り振りと選択肢を役場側で設定した。その条件のもと、防

集地区内の敷地の位置や規模はワークショップを通じて住民の希望が汲み入れることとし

た。例えば、漁業者は早朝の仕事が多いため他の居住者への影響を考慮して、団地の入口

付近の敷地を優先的に割り当てるなどの工夫が行われた。 

このように、きめ細かく住民の意向を把握して進めたことにより、防災集団移転事業の

規模の縮小などの後戻りはなく、事業を進めることができた。 

他地域に比べ早い時期に事業が完了するとともに、現在、空いている敷地は 2 つという

ことで無駄の少ない事業を実施できたと言える。 

③宅地の敷地の規模 

東日本大震災の防災集団移転促進事業の運用基準（防災集団移転促進事業費補助金交付

要綱）では 1 戸当たり平均 100 坪以内となっている。これは平均 100 坪であり、全ての住

宅が 100 坪で揃える必要はない。100 坪未満の敷地、100 坪を越える敷地があっても、平均

100 坪以下となれば良いという基準となっている。 

＜防災集団移転促進事業費補助金交付要綱での位置付け＞ 

 国土交通省が定めている防災集団移転促進事業費補助金交付要綱（昭和 48 年 2 月 15

日制定、平成 27 年 4 月 9 日最終改正 国都安第 99 号 国土交通事務次官）では、以下の

とおり、補助対象経費を位置付けている。 

（補助対象経費） 

第 4 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第一に

掲げる経費とする。 

 また、別表第一の備考では、以下の通り、補助対象の基準面積を位置付けている。 

2 「基準面積」とは、660 ㎡（ただし、住宅に係る敷地面積は 330 ㎡とする。）に住宅団

地入居個数（当該住宅団地に移転しようとする住居の数をいう。以下同じ。）を乗じて得

た面積と要配慮者施設の敷地面積との合計面積とする。 

この規定より、防災集団移転団地の住宅の敷地面積の合計は戸数×100 坪（330 ㎡）以

下となり、住宅 1 戸あたりの敷地面積は平均 100 坪（330 ㎡）以下とされた。また、1 個

あたりの上限の面積が規定されていないことから、100 坪未満の敷地、100 坪を越える敷

地があっても、平均 100 坪以下となれば良いとされている。 
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多くの自治体で調整の難しさから一律に 100 坪の宅地した中で、新地町では住民のニー

ズを反映し、宅地の規模を調整することとした。 

アンケートにおいて、各世帯の希望する宅地の面積のニーズを出してもらい、100 坪より

小さい面積を希望する世帯、100 坪より大きな敷地を希望する世帯を整理した。 

また、復興交付金外での自己負担で面積を増やすことの対応も検討し、概ね 80～200 坪

の範囲で住民の希望を反映する事業を実施した。 

被災前に大きな敷地を持つ家が多く、100 坪を越える面積を希望するうちも多かった。 

特に、漁業や農業を行っている世帯は、大きめの敷地を希望する傾向にあった。 

④漁業者の参加状況と工夫点 

30 弱の漁業者の世帯が防集事業に参加している。 

大戸浜は大戸浜地区と雁小屋が移転先として選択できるが、釣師は雁小屋が移転先の基

本となった。 

雁小屋では、まとまって漁業者が移転する雁小屋地区では、漁業者を集めるエリアを設

けることも構想されたが実現には至らなかった。ただし、朝が早い漁業者に配慮して、地

区の入口付近に漁業者の敷地を配置する等の配慮がなされた。 
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（写真：大戸浜防災集団移転団地の住宅・集会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－相馬双葉漁業協同組合作成資料 

図 2-2-38 防災集団移転促進事業への参加漁家数 
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⑤低地の利用状況 

浸水した低地のうち農地は農地復旧事業が行われ、現在は稲作等が行われている。 

集落があったエリアは、災害危険区域が設定され、一部は防災緑地となる。 

新地町には釣師浜漁港が 1港立地するが、防潮堤の山側に漁業集落防災機能強化事業で、

漁具干場を目的とした共同作業場が整備される予定である。加えて、漁業集落防災機能強

化事業では、避難路、排水路、防犯灯が整備される予定になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              資料－新地町資料 

図 2-2-39 漁業集落防災機能強化事業の区域  
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その他、低地に水産加工業用地が整備され、1つの工場が立地している。 

これは水産業共同利用施設復興整備事業（水産加工流通復興タイプ）を活用し、新地町

が土地を買い取り、用地を整備し、立地企業を公募により選定するというものである。 

新地町には震災で被災した仲卸業者が多く、再建が困難な状況を踏まえ、従前の会社の

合計面積に当たる規模の用地整備を行い公募しているものである。 

現在は、サンエイという企業が立地しているが、現段階では他の企業の立地は決まって

いない。 

 

＜事業内容＞ 

釣師浜漁港背後集落における水産加工共同利用施設の整備 

 

事業内容：釣師浜漁港及び近隣漁港の地元産魚介類 

敷地面積：約 5,000 ㎡  

建築面積：約 2,000～2,500 ㎡ 

主要施設：冷蔵庫、製氷機、魚類加工設備（シラス・小女子加工、レトルト加工等）等 

資料：新地町資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：水産加工業の工場） 
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⑥体制 

新地町の復興の体制について、以下の特徴が挙げられる。 

1）震災前から関わっているコンサルタントの力 

新地町には被災前に、都市計画関連の業務を受託していたコンサルタント会社があった。

被災直後に国交省都市局が実施した市街地復興パターン詳細検討業務をこのコンサルタン

トが受託した。このコンサルタントは町の状況を熟知していたことから、復興の計画が円

滑に進んだことと言える。 

2）情報提供の徹底 

震災後、町長自ら防災無線のマイクを持ち、原発事故に伴う放射線量等の状況や、ボラ

ンティア受入活動状況を周知する放送を実施した。 

住民に多くの情報を提供することにより、信頼を得ることにつながった。 

町民は防災集団移転促進事業の土地の提供など、全町的に復興の協力の機運が高まった。

このような情報提供の徹底が町民の協力体制につながったと考えられる。 
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(3)漁業・水産業の復興概要 

①震災前後での漁業の変化 

1)漁家数の変化 

釣師浜漁港を拠点とする漁業者は新地町の海沿いに位置する集落に居住しており、釣師、

大戸浜の集落に多かった。 

震災前の平成 22 年度末の漁家数は 47 世帯であったが、震災後の平成 23 年度末では 44

世帯となり 3 世帯の減少であった。 

津波による組合員の犠牲者は 5 名であり、沖で遭難した人よりも浜で様子を見ていて被

災し亡くなった人の方が多かった。漁船は 45 隻のうち約 7 割が助かった。45 隻のうち沖出

ししたものが多かったが、港に係留していた船のうち 10 隻は陸に上がってしまった。 

船は 6.6 トンのものと、4.9 トンのものが多く、松川造船所で造られたものが多い。震災

直後は 33 隻助かり、その後復旧して 37 隻まで増えたが、廃船等もあり、現在は 33 隻とな

っている。 

2)漁協の運営 

新地町の漁業者は相馬双葉漁業協同組合の新地支所に所属している。釣師浜漁港（2 種）

に漁協地区の機能があり、かつ産地市場があるが、現在通常業務の漁協職員配置はなく、

また卸売取引は行われていない。 

試験操業による水揚げがある場合は漁協本所から職員が出向き、釣師浜から 6～7 キロ離

れた本所が運営する相馬原釜地方卸売市場に搬送する等、荷捌きと実務が行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：漁港と市場） 
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3)復旧事業の状況 

復旧事業で共同利用漁具倉庫を建設したが 26 区画あり、うち 2 区画が組合のものである

ので、24 の区画が個人で使われている。 

個人イケスは 27 あるが、イケスを 2 個所有している漁業者もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：イケス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：共同利用漁具倉庫） 
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4)漁業の内容 

震災前後で漁業の内容は変化していない。新地町の漁業は、ヒラメ、カレイを中心とし

た刺網や、小女子をメインとする船引き網がメインである。 

シラス漁は平成 12 年頃から本格的に開始されている。相馬市の磯部地区にあったイチマ

ル今野水産、マルタ島水産といった加工業者がシラスの加工を開始したため、シラス漁が

実施されるようになった。シラスは浜での女性の作業が少なく、採ったまま出荷できるた

め、多くの漁業者が取り組むこととなった。 

新地町の漁は 12～3 月は刺し網、3～5 月は小女子・メロウド漁、7～11 月にシラス漁を

行っている。かつては、当地区では、現在、シラス漁を中心に操業されている 7～8 月にか

けて天然のワカメの採捕を行っていた。 

5)漁獲高 

当地区の水揚金額は、震災前は約 5 億円であった。震災後、平成 25 年度から試験操業は

開始したが、平成 25 年度は約 3 百万円、平成 26 年度は約 9百万円、平成 27 年度は約 3 千

3 百万円、平成 28 年度は約 4 千 9 百万円、平成 29 年度は約 1億 2 千万円と徐々に増加して

いるが、被災前の水準には程遠いのが実情である。 

平成 28 年度までは相対で売っていたが、平成 29 年 3 月からはセリで売るようになり水

揚金額が大幅に拡大した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－相馬双葉漁業協同組合作成資料 

図 2-2-40 被災後の年度別水揚げの推移  
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②高台移転した漁業者の漁業活動や生活の変化 

漁業者へのヒアリングの結果、以下のような回答を得られた。 

1)漁業活動の変化 

震災前は漁港の近くに家があり、歩いて 3 分程度であった。震災後、高台団地（雁小屋

地区他）に移ってからは、漁港までの移動距離、移動時間が長くなった。 

移動距離が長くなったことよりも、作業場所の変化が大きい。震災前は刺網の作業、網

干しは、漁港と近接する集落内の家で行っていた。家では、家族が手伝ってくれていた。

現在の高台団地では近隣への臭い等に配慮し、家での作業はできなくなった。 

復旧事業により漁港区域に共同利用漁具倉庫が整備された。震災前は自宅の倉庫の中で

やっていた刺網等の作業を、現在は岸壁等の屋根のない吹きさらしの場所で行っている。 

共同利用漁具倉庫を建設する際に、大きな屋根をつくり、作業場をつくることを提案し

たが汲み入れてもらえなかった。復興交付金など復興事業が、基本的に原形復旧を旨とす

るため、被災前になかったものを整備することには制約がある結果であるが、漁業活動の

変化に伴う柔軟な事業対応が課題と言えよう。 

2)生活の変化 

高台移転をするにあたり、従前の敷地規模よりは小さくなったが、町役場の調整によっ

て 150 坪の敷地を手に入れることができた。漁業者の多くは 100～150 坪の敷地としている

世帯が多い。 

また、漁業作業全般に朝が早いので、近隣に迷惑をかけないように、漁業者の住宅は住

宅地の中に混在するのではなく最も幹線道路に近い敷地に宅地を配置してもらうなどの配

慮が見られた。 

高台移転をすることにより震災前は貨物車が 1 台であったが、移転後は自分個人用に 1

台、奥さん用に 1 台の 2 台を所有するようになった。 

敷地内に倉庫を設置している家が多いが、結局、自宅では漁業作業ができないため、一

般的な家の生活資材などの物入れ倉庫として使っているのが実情である。 

③支所管内における 2010 年以降の組合員数の年次変化 

相馬双葉漁協新地地区では正組合員数は震災前の平成 22 年度で 65 人であったが、震災

後の平成 23 年度で 60 人に減り、その後、平成 26 年度の 58 人を底に徐々に増加し、平成

30 年度現在で 63 人となっている。つまり、震災前とほぼ同水準に回復している。 

准組合員は震災前後ともに 4～5 人である。組合員の高齢化は徐々に進んでいるが、震災

後に新規参入の漁業者が 6 名増えている。 
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資料－相馬双葉漁業協同組合作成資料 

図 2-2-41 組合員数及び年齢構成などの推移  
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④地元組合員の試験操業への参画状況 

組合員の試験操業への参加状況を概観すると、被災後の平成 25 年度の 22 隻から徐々に

増え、平成 29 年度では 27 隻となっている。現時点での当地区の漁船隻数が 33 隻であるか

ら、ほぼ全体の 82％程の組合員が試験操業に参加していることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－相馬双葉漁業協同組合作成資料 

図 2-2-42 被災後の試験操業参加隻数の推移 

⑤6 次産業について 

青年部で 6 次産業を検討したこともあった。もともと市場があり、そこで捌くことがで

きたので、本来の漁業生産・操業に対する意識の方が勝っており、現時点では 6 次産業を

実施するには至っていない。 

⑥今後の課題 

漁港や水揚げ関係の施設、設備は復旧できているが、地元の漁業はまだ試験操業段階で

あり、復旧できていない。 

地区の漁業は資源に恵まれており、刺し網によるヒラメ・カレイ・タラ・タコ類等、及

び船曳によるイカナゴ・シラス等を中心とし、他に貝桁（小底）、カゴ漁業、採貝採藻等、

業種・魚種が比較的多様で年間を通じて漁業専業で発展しうる条件がある。また、新地地

区は、相馬双葉漁業協同組合の本所がある原釜地区と相俟ってヒラメ・カレイ等の活魚出

荷を主力とする有力な流通業者の成長が見られ、漁業者の生産力展開にも影響を及ぼして

きた。 

試験操業から本格操業への移行を進めるとともに、流通、加工業との連携を図り、地域

の漁業関連産業の復興を進めていくことが課題となっている。 
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 (4)主要な論点別の課題整理 

①制度設計 

新地町では、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、小規模住宅地区改良事業を組

み合わせ、低地から高台への住宅を移転している。また、災害公営住宅を複数の地区に配

置している。 

当初は土地区画整理事業での嵩上げ地に全ての移転者の住宅を誘導することを構想した

が、移転者のニーズを重視して、多様な手法を用いて、移転先のバリエーションを工夫し

ている。 

また、漁業集落防災集団機能強化事業で、釣師浜漁港の背後地で、漁具干場、避難路、

排水路、防犯灯の整備が行われる。 

更に、復旧事業により、釣師浜漁港の岸壁、市場、共同利用漁具倉庫の整備が行われた。 

新地町では、多様な事業制度の組み合わせを行うことで、地域特性や住民ニーズに即し

た復興に繋がったと言える。 

②主体・体制 

被災前から新地町の計画に携わっていた都市計画コンサルタントが復興計画や事業計画

に関わったことが大きな特徴であり、効果をもたらしたと役場職員も認識している。 

また、役場が町民に情報提供を積極的に行い、協力を要請したことが、防災集団移転促

進事業の土地の提供など、全町的に復興の協力機運が高まったことに繋がっている。 

当然ながら復興においては被災者が主役となるが、それをサポートする役場、コンサル

タントがうまく連携できたことが成功につながっている要因と言えよう。 

③計画技術 

役場が移転元の集落と移転先の防災集団移転促進事業の団地の大枠は設定したものの、

当事者に移転先団地の選択権を持たせ、計画段階から移転先でのコミュニティ形成を行っ

た点が挙げられる。 

また、このような関係性を活かして敷地規模の調整を行うことや、早朝の作業が多い漁

業者の住宅を団地の入口に配置するなどの工夫を行うことができた。 

一見、移転者のニーズをきめ細かく聞くことは、計画に時間を要すると想定されるが、

新地町やコンサルタントが住民の意見に合わせて、オーダーメイドで計画、図面をブラッ

シュアップした結果、合意形成が円滑に進み、結果として他地域に比べ復興の速度が高ま

った点が特筆される。 

これは良い結果が出た新地町の復興プロセスであるが、他地域での展開については必ず

しも成功するとは言えない面もあると考えられる。スピードが求められる復興において、

計画のプロセスデザインが大きな課題となる。 
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④低地利用 

浸水地域は広い範囲では、農地が復旧されるとともに、防災緑地が整備されることとな

っている。 

釣師浜漁港の防潮堤を越えた後背地では、漁業集落防災集団機能強化事業で、漁具干場

を整備することとなっている。 

また、別のエリアで、被災前に多数あった水産加工業の復興を目指して、新地町は、水

産業共同利用施設復興整備事業（水産加工流通復興タイプ）の復興交付金事業を活用して、

水産加工業団地を整備した。合わせて、水産加工業者を公募したところ、現在は 1 つの工

場が立地している。水産加工団地は、まだ土地に余裕があることから、募集を続けている

状況である。 

上記の他の土地でも土地利用が決まっていない土地も多く、低地の有効利用については、

今後の課題であると言わざるを得ない。 

⑤6 次産業等 

6 次産業は検討段階で、実施されていない。一方で、震災前から釣師漁港では活魚に力を

入れてきたこと、市場が復旧していることから、試験操業から本格操業への移行を機に、

活魚を扱う市場としての機能の再会が期待される。 

⑥原子力災害からの復興 

新地町では、業種・魚種が比較的多様で年間を通じて漁業専業で発展しうる条件がある

こと、被災前から活魚出荷に力を入れてきたことなどから漁業の復興が望まれる。 

漁協関係者へのヒアリングから、現在、被災の影響も手伝って産地流通・加工業者の再

編・淘汰が振興しつつあるが、この地域には、なお有力な業者は存在しており、漁場利用

や流通の面で宮城県に近いという条件を生かしつつ、漁業を復興していくこという意欲も

強いことが把握できた。 

この地域の漁業の復興には、魚介類に及んでいる風評被害を克服していく流通・消費部

面での意識的な取り組みと支援強化が必要である。 

試験操業の発展で地域漁業の復興を実現するという本格操業に向けた咳になるシナリオ

策定と、確固たる施策支援が必要である。そういう展開が希薄になれば、地域漁業・漁村

の空洞化は早まる恐れがある。汚染水問題、風評問題を地元の漁業者や業界の事柄として

なおざりにすべきではない。 
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６．福島県浪江町請戸地区 

株式会社都市環境研究所 高鍋 剛 

株式会社漁村計画 富田 宏 

 

(1) 地区の概要 

浪江町は福島県浜通りの最東端に位置

し、東は太平洋に面し、西は阿武隈山系 

の山々が海岸線から 10km 地点まで延び

ている。東端から西端までは約 30km あり、

面積は 223.10km²、人口は平成 23 年 3 月

11 日時点で約 21,500 人であったが現在、

原子力災害により現在町内に居住する人

口は 800 人程度となっている。 

隣接自治体は双葉町、二本松市、南相

馬市、飯舘村であり 7 割近くが山林であ

る。これらの山々と請戸川、高瀬川の二

つの河川による豊かな水資源が特徴であ

る。 

観光面では、江戸時代から相馬藩の特

産品としての歴史を持つ大堀相馬焼の里、 

陶芸の杜おおぼり、請戸川のさけやな場、

高瀬川渓谷などがある。 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-43 浪江町請戸地区位置図 

 

表 2-2-13 浪江町請戸地区の概要 

 
 

 

浪江町 

浪江町請戸地区 

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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（写真：震災前の浪江町請戸地区／2004.11） 

 

 
（写真：震災後の浪江町請戸地区／2018.7） 

 

 

  

資料−Google Earth 
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(2)漁村復興まちづくりの概要 

①復興計画策定の全体的経緯 

浪江町は福島第一原発の事故により、全域に避難指示が出され、町域は A 避難指示解除

準備区域、B居住制限区域、C 帰還困難区域の 3つの区域に指定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                資料－浪江町 HP 

図 2-2-44 浪江町区域再編図 

 平成 29 年 4 月に AB 区域の避難指示が解除され、役場も町内で再開することになった。 

 復興計画はまず、平成 24 年 4 月に「長期ビジョン」が策定され、同年 10 月に「復興計

○ 平成 23 年 3月 11 日の東京電力福島第一原子力発電事故により、町内全域に出されていた避難指示

は、平成 29 年 3月 31 日、「帰還困難区域」を除く区域で解除されました。 

○ 浪江町内は、平成 25 年 4月に空間放射線量が低い順に、Ａ避難指示解除準備区域、Ｂ居住制限区域、

Ｃ帰還困難区域が指定され、A・B区域では日中の立入りが可能となりました。それ以降、A・B区

域については、除染・インフラ復旧・生活基盤の再生を集中的に進めた結果、平成 29 年 3月 31 日

に避難指示が解除されたものです。C区域については避難指示が継続しているため、引き続き居住

できません。 

○ Ａ区域にある浪江町役場の付近の空間放射線量は、およそ 0.1 マイクロシーベルト毎時です。 

○ 被災前、Ａ区域の人口は全体の約 4 割を占めていました。このＡ区域を当面の町の「復興の核とな

るエリア」として、まちづくり整備を進めています。 

○ 浪江町役場の機能の大部分は、平成 29 年 4 月 1日より元の役場本庁舎に戻っています。 

○ 避難指示が継続するＣ区域についても、「復興拠点」を設定して国による除染、インフラ復旧を進め、

将来的に帰還できる環境づくりを目指します。 

（浪江町 HP より抜粋） 
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画（第一次計画）」を策定、その後の状況の変化を踏まえて、平成 29 年に「復興計画（第

二次計画）」を策定している。 

原発災害を受けたことから、第一次計画では、発災から 10 年間の復興のプロセス（ステ

ップ）をまとめることが中心となっていたが、その後の第二次計画では、各種のハード整

備事業の計画まで記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－平成 29 年 浪江町復興計画第二次計画 

図 2-2-45 復興計画の全体像 

②地域全体の復興事業の概要 

復興事業は居住が制限されていない A 区域 B 区域を対象にしたもので、主な事業は災害

公営住宅（111 戸）、防災集団移転促進事業（23 区画）、漁港復旧事業、水産加工団地整備、

海岸堤防整備、産業団地整備（南北 2 ヶ所）、復興祈念公園（県事業）などであり、その他

北部の東北電力用地を、雇用創出エリア予定地として新たな産業創出を目指す地域と位置

付けている。 

③検討主体・体制 

復興計画の第一次計画は町職員の手作りで、第二次計画は調査委託に出している。 

住民参加の面では、震災前からのキーマンに声掛けし、町にゆかりのある人に声もかけ
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して参加してもらい町民、有識者を含めた 100 人委員会を平成 24 年に設置している。 

検討は 6 事業（津波、除染、健康管理、町外コミュニティ、教育、産業）に分けて行っ

た。 

④検討プロセスにおける課題（行政、住民見解） 

1）合意形成 

事業推進にあたっての合意形成が一番の課題である。町民が広域避難しているので説明

会を開催しても集まれない。被災後 7 年経って関心も低くなっている。その結果、事業実

施の段階でも「聞いていなかった」などの発言が出て合意形成が難航する場合がある。 

2）専門的職員の確保 

復興計画及び事業を担う町の職員には建築・土木の専門職も必要なのだが、十分には確

保できていない。派遣職員もいるが、あと何年できるかは不明である。 

3）担い手の問題 

整備した施設管理などの担い手の問題もある。人口が増えるかどうかわからない中で、

施設整備して帰還あるいは、新しい町民を迎えたいが、本当に帰ってきてもらえるのかは

不明である。 

農地の復旧はできつつあるが、通いになるので、担い手がいない。先祖代々の土地を売

りたくないというと呪縛から解けた面もあるが、今後どうなるかは不透明である。 

4）専門家による支援 

計画を策定する上では大学教員などの専門家にも入ってもらっている。町や住民との対

立構図などは見られなかったようであるが、計画づくりの際に大学教員との協議は難しい

場合もあった（※自転車のまちづくりを強要するなど）。一方で専門的な知見も必要ではあ

り、他の事例を紹介してもらうなど助かった面も多々ある。 

5）世界に例のない復興であることから 

まず人口確保の問題がある。現在、住民基本台帳の人口は約 1 万 7,700 人であるが、実

際に居住しているのは 870 人である。現時点では、原発被災という特殊事情から税金を免

除されているので住民票を残している面もあると考えられるが、今後そのメリットがなく

なると住民票も移すことになり、人口がさらに減少する可能性がある。 

原発被害にあった中心市街地の再生の事例は、世界的にも事例がない。魅力的なまちづ

くりを始めようとしているが、どのように考えたらいいか、どのような人に助言をもらっ

たらいいのか自体も手探りの状況にある。 

⑤復興事業の実現状況（自治体：各種事業の進捗、整備見込みについて） 

住宅に関しては 2 箇所（幾世橋地区、大平山地区）で、災害公営住宅と防災集団移転促

進事業があり、幾世橋地区は整備済みであるが、大平山地区については整備中である。 

一方、漁港の復旧及び市場の整備、背後の水産業共同施設については事業実施中である。 

その他の事業の状況については次図（図 2-2-46 参照）に記載したとおりである。 
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資料－浪江町復興計画 

図 2-2-46 災害公営住宅・防災集団移転のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 漁港内展望台から見た全景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 漁港の復旧状況：ヒラメの試験操業の水揚げの様子） 

  

  

 

能

南東から浪浪江東 中学校を眺めたイメージ図 
⼩小・ 学 校 

認定こ ども 園 

  

災害公営住宅宅 能福島再⽣生賃貸住宅宅 

南東から 中学校を眺めた整備イメージ図 小学校・認定こども園 

福島再生賃貸住宅 
災害公営住宅 
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（写真 住まいの復興状況：幾世橋地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－浪江町 

図 2-2-47 災害危険区域（左）と復興計画（右） 

⑥低利利用の問題点・課題 

津波被害を受けた低地については、全域を災害危険区域としている（図 2-2-47 参照）。 

スポーツ健康増進エリアはもともと 3 セク、パークゴルフなど盛んだったので位置付け

られているが、具体の検討は進んでいない。現在は、減容化施設（汚染量の少ないものを

焼却できる施設）が立地しているのですぐには動かせない。  
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栄地区には太陽光発電事業を実施中である。土地は民間が賃借して実施している。対象

地は、農振農用地であったが、復興計画に位置づけ、売電利益の一部を地元農業組織に還

元することを条件に農用地の解除を行った。 
東北電力用地では、水素製造拠点とする予定である。もともと原発予定地として考えら

れていたが、復興に資する土地として町が譲渡を受けた。 

防集の跡地利用も課題となっている。権利者が町から離れている場合が多く、戻って何

かをしたいという担い手が不在の状態である。 
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 (3)漁業・水産業の復興概要 

浪江町の請戸漁港を基地とした漁業の概要を、相馬双葉漁協職員及び浪江町農林水産課

職員に聞取調査した結果をもとに、以下に整理する。 

（被災前の概要） 

被災前年の平成 22 年の請戸地区では、主に船曳網、刺網、かご網、延縄、曳釣り漁業が

営まれ、イカナゴ、シラス、ヒラメ、カレイ、ウバガイ、タコ、サケ他の魚種を漁獲して

おり、水揚量、水揚金額規模は、約 2,400 ㌧、約 7 億 4,000 万円であった。これらの漁業

を支える請戸漁港利用漁船総隻数は 94 隻で、漁協総組合員数は 216 人であった。 

当地に水揚げされる水産物の中でも、ヒラメ、カレイ類（刺網漁獲対象）は、従来から

の漁業者や流通業者の丁寧な取り扱いにより、高品質の活魚形態で出荷され、かつての築

地市場では“常磐もの”として高い評価を得ると同時に、市場価格を決定するプライスリ

ーダーの位置付けにあった。一方、水揚げ水産物の大半を占めるコウナゴやシラスは、浪

江町内の水産加工施設で、水揚げ後速やかに加工処理されチリメンやシラス干として、首

都圏のみならず、関西方面にも出荷されていた。 

（被災後の概況） 

①原発被害対策 

福島県は、福島第一原発被災以後、国のガイドラインに基づき、漁協及び漁業者が協力

して水産物の放射性物質のモニタリング検査を実施している。 

漁協が行うスクリーニング調査は、消費者に福島の魚介類を安心して食べてもらうため

の「自主検査」として、水揚げ日毎に各市場において検査が実施されている。漁協の出荷

方針として 50 ベクレル/kg を自主基準（※国の基準値：100 ベクレル/kg）として、この規

制値を超える水産物については、出荷を自粛している。 

浪江町においても、独自に、小高沖や請戸沖で、過去 2 年間、漁業者と協力して、放射

性物質のサンプリング調査を実施している。検査結果は、全ての漁獲物のほとんどが不検

出（一部基準値以下）であった。 

②経営体数 

次表（表 2-2-14 参照）に示すように、漁業種類毎に見ると、原発被害による漁業規制に

伴い、沿岸のタコ篭漁（被災前 50 経営体着業）、一本釣（同 20 経営体着業）、曳縄（同 10

経営体着業）、延縄（同 15 経営体着業）については、全て休漁状態である。 

一方、太宗漁業である船曳網は、被災前の 50 経営体から 15 経営体（被災前の 30％）に、

同じく、ヒラメ、カレイ類を対象とした刺網が被災前の 79 経営体から 27 経営体（被災前

の（34％）に減少している。また、沖合タコ篭漁は 4 経営体から 2 経営体に半減、流し網(ス

ズキ、サワラ対象)は 20 経営体から 4 経営体（被災前の 20%）に、ホッキガイ対象の貝桁網

が 30 経営体からわずか 1 経営体（3.3％）に大幅に減少している。 
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ちなみに、請戸地区の場合、全ての使用漁船が 7 ㌧未満の中型漁船である。被災前は 94

隻立地していたが、現時点の請戸漁港利用漁船は、約 3割（28.7％）の 27 隻に減少してい

る。 

③操業状況 

福島県では、平成 24 年 6 月下旬から、放射性物質の測定値が低い魚種については、試験

的な操業が行われ、問題がなければ販売している。現在、県の試験操業漁業種類は全 13 漁

業（底曳網、刺網、船曳網、流し網、沖合タコ篭漁、沿岸篭、潜水漁業等）が指定され、

対象種は、平成 29 年以後、出荷制限魚種（※クロダイ、ウミタナゴ、サクラマス、ヌマガ

レイ、ムラソイ、ビノスガイ、カサゴ）を除くすべての魚介類となっている。 

震災後 6 年の平成 29 年 2 月以来、請戸漁港に、漁船 26 隻（調査時は 27 隻）が戻り、約

60 人の漁業者が試験操業に従事しており、刺網によるカレイ、ヒラメ類、船曳網によるコ

ウナゴ、シラス漁が実施されている。 

請戸地区の現状を見ると、基本的には、二重操業はできないため、原則は専業的漁業に

なっている。漁船はすべて 7 ㌧未満で規模は比較的大きく、震災以前から船外機船はなか

った。請戸地区では、沖合で試験操業を実施中であり、主に船曳網では福島第一原発の半

径 10ｋｍから 20ｋｍを含む海域で、刺網などは 20ｋｍ以遠で操業している。現在、休漁し

ている漁業種類は、沿岸タコ篭漁、一本釣り、曳縄、延縄である。 

試験操業を実施している船曳網、刺網、沖合たこ篭漁、流し網、貝桁網については、放

射能検査機器のある相馬原釜市場まで陸送し、問題がなければ出荷という試験流通・試験

販売の段階にある。基本的に 7 魚種については国による制限がかかっているが、それ以外

は試験・検査を経て流通できる。 

検査は、1 業種 1 検体が基本で、検査段階で基準をクリアできない魚介類は、ほとんど出

ていない。なお、検査基準は、福島独自の 50 ベクレル以下とされており、12 ベクレル以下

は無条件で出荷、20 以上はクロスチェックなど二重三重の確認体制が整っている。 

このような中、相馬双葉漁協エリア全体では相当数の魚種が流通可能となっているが、

試験操業時間が制限されているので漁獲量、金額ともに震災前に全く満たない（多くても

週 3 日操業できればいい方）状況である。 

漁業者の中には、漁業以外の副業にチャレンジした者もいたが、気質が合わなかったの

か長続きはしていないようである。試験操業自体は、前述したように平成 24 年 6 月以降か

らであったため、漁業に希望をつなぐ漁業者は、その間、モニタリング検査などの仕事に

着業して、収入を維持した者も多い。 

④組合員数 

被災前の総組合員数は 216 人（正：147 名人、准 69 人）であったが、現在は、総数で被

災前の 7 割（実数で 65 人減）に当たる 151 人（正:122 人見、准 29 人）に減少している。

減少した組合員のうち、25 名は津波による死亡又は行方不明者である。つまり、中核的漁
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業者が多い正組合員は実質 25 人（17％）の減にとどまり、准組合員の実質減少数は 40 人

（58％）に上る。 

請戸地区の漁業は、経営的にもよかったことに加え、被災後、東電などの補償が継続し

ていることと本格的漁業再開を見越して、被災を契機に漁業をやめようとする組合員はあ

まりいないのが実情である。 

残った組合員の中には、比較的若い人も多いが、避難解除に時間を要したことから、意

思に反し、漁業を離れた者も見られる。 

組合員資格を得るためには、漁業権との関係もあり、合併前の各地区に居住しているこ

とが主要な要件であったが、殆どの漁業者が町外居住を選択している現実に鑑み、被災以

前に当地区に居住していたことで、暫定的に組合員として認められている。一方、震災後

新たに漁業に着業した者もいるが、現時点の喫緊の問題は、住まいをどうするかという点

にある。 

表 2-2-14 請戸地区の主要漁業種類別操業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－相馬双葉漁協聞取調査 

⑤漁業者の状況 

請戸漁港を根拠とする漁業者の大半は、南相馬の原町区に居住している。居住制限解除

(請戸地区は平成 28 年に解除)がなかなか解けない中、漁業操業、漁船係留の場は請戸漁港

としつつ、既に町外に家を建て、そこで新たな生活を再建している人が多い。また、若干、

復興住宅に入っている人も見られる。 

南相馬の原地区以外では、もちろん町内の県営住宅（災害公営）に居住している漁業者

の他、その他相馬市 2 名、南相馬鹿島区 1 名、いわき市 2 名、福島市 2 名などが漁業者の
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居住地になっている。つまり、漁業基地である請戸漁港が立地し、被災前には住んでいた

請戸地区に居住できない状況が被災後長く続いたことから、生活再建の現実問題を考慮し

た各自の選択であるといえる。 

従って、漁船は請戸漁港に係留し、漁業者は、各自現在の居住地から車で漁港まで通勤

しているのが実情である。漁獲物を試験出荷する相馬原釜市場には、午前 8 時には荷物が

到着しなければならないので、逆算してより早朝からの操業を強いられている。また、刺

網など漁業種類によっては夜の作業もあり、漁港と漁村、いわゆる漁家の居住地が近接し

ていた被災前に比べると、過重労働化している面もかなりある。 

 

⑥漁港等基盤整備 

（漁 港） 

福島原発 20ｋｍ圏内は、平成 26 年の警戒区域解除まで工事できなかったのが実情である

が、漁港の原形復旧工事は、復興交付金事業により現在推進中で、令和 2年度（2020 年度）

には完成予定である。その内

容は、請戸漁港復旧計画図(図

2-2-48 参照）及び、請戸漁港

利用計画図（図 2-2-49 参照）

に示すとおりである。 

現時点で、復旧した 27 隻（7

㌧未満）の所属漁船の係留及

び水揚げ（荷捌所は未整備の

ため、簡易の仮設荷捌施設で

対応）に既に利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

（写真 震災前後の請戸漁港及び漁村の状況の変化）  

（震災前の請戸漁港の状況） 

（震災直後の請戸漁港の状況） 
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資料－浪江町 

図 2-2-48 請戸漁港復旧計画図 
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資料－浪江町 

図 2-2-49 請戸漁港利用計画図 

（水産共同利用施設） 

浪江町は、国の補助を受けて、津波で被災した荷捌施設や貯氷冷凍施設などの水産共同

利用施設の整備を、令和元年（2019 年）での竣工を目指して現在進行形で進めている。更

に、漁港原形復旧工事と歩調を合わせ、漁船上架施設や漁具倉庫の整備も進められている

ところである。（表 2-2-15 参照） 

（水産加工団地） 

請戸漁港背後地には、水産加工団地造成工事も現在進行形で進められており、上記水産

共同利用施設整備と同様、令和元年（2019 年）内の完成を目指している。 

なお、造成工事は、福島県再生加速化交付金事業によっている。 

  

・加工団地用地造成面積：約 3.8ha（水産加工業者 4 社程度の参入を想定） 

 工場用地 1：約 1.6ha  

工場用地 2：約 0.7ha  

緩衝緑地帯及び調整池 

・加工業者加工場建設開始予定 

 工場用地 1：令和元年 4 月頃  

工場用地 2：令和 2 年 1月頃 
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計画では、4 社の加工業者の誘致が検討されていたが、調査時点（2018 年）では、もと

もと請戸地区に立地していた浪江町最大の仲買人であり加工業者（鮮魚・活魚出荷とシラ

ス、コウナゴのボイル加工など）が 1 社、1 次加工した原料の 2 次加工を想定する 2 社の計

3 社について協議が進められている。うち、もともと請戸地区に立地していた加工業者 1 社

を除き、加工団地への進出は未定の状況である。 

表 2-2-15 請戸地区の水産共同利用施設整備内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-浪江町 

⑦漁業再生の方向、今後の課題・要望など 

単調な砂浜海岸という沿岸地形の関係から、岩手、宮城両県で盛んなウニ、アワビを対

象としたいわゆる“開口漁業”や養殖業はない。従って、関係漁業者の意向としては、地

先漁業権（区画、共同）の範囲に加え、許可水面内の船曳網などの従前の漁業の再生を図

ることが基本だと認識されており、そのためには、消費者の納得する放射能検査結果の的

確な情報発信と受取側の理解が必要になる。 

請戸地区の中核的漁業者自体は、殆ど減っておらず、若い後継者も多く、かつての豊か

な地先漁場・資源を活用した漁業を継続したいと願っている。そのため、かつては漁港背

後に居住していた漁家が、町外を含めて漁港から車利用で最大 30 分離れた通勤漁業にも対

応している。漁業者意識としては、原発被害に関与した国、県、東電などに、漁業者の立

場を理解して早急な対策を期待している。また、居住地の変化は、特によほどの活動理由

がないとわざわざ集まれなくなった漁協女性部の活動の難しさに直結している。 
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何より他の被災地域と異なるのは、原発被害の影響であり、かつて豊かな海であった地

先海域の再生と風評被害の一掃が期待されている。具体的には、国や県に、もっと積極的

に、「常磐もの」の安全性に関する消費者への PR や情報発信に力を入れてほしいという意

見が多い。 

一方、漁港背後の集落が流され、消滅したため、従来型の漁村型コミュニティは分散・

崩壊しており、請戸漁港を係留根拠とする漁船所有者同士はタイミングにより顔を合わせ

ることは可能であるが、現時点で組合員全員参加の総会を実施しようとしても、全員が集

まるのは困難である。既存集落が崩壊したことは、もともとのコミュニティが強かったが

ゆえに、個々の漁業者へのダメージは大きく、移転先の孤独感が大きいという。 

一般に漁業者の神仏信仰は、豊漁祈願や安全祈願などの意味もあり、全国的にも多くみ

られるが、請戸地区も例外ではなかった。集落自体が消失したため、社寺の復旧は難しく、

地区によっては再建できても管理が問題になる。請戸集落を練り歩き、海に樽神輿を奉納

する安波祭を主催する鵜上戸神社は残っているが、後継者の問題もある。また、安波祭の

再生に取り組まれてはいるものの、もともとの集落内を練り歩くというかたちは維持でき

ないため、再生を願う漁協青年部をはじめ模索が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－浪江町史 別巻Ⅱ 浪江町の民族より 

（写真：安波祭（2 月第 3 日曜日に開催されていた／本来は旧暦正月 24 日）） 
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(4)主要な論点別の課題整理 

①制度設計 

住まいの復興には防災集団移転と災害公営住宅を同地区に併用して活用し、2 ヶ所で事業

を実施している。1 箇所は小学校に隣接するなどの配置も理想的である。 

漁港の復興は、復興交付金事業により、漁港施設（市場、荷捌き施設等）、水産業共同利

用施設（漁具倉庫等）の整備を行い、福島県再生加速化交付金により水産流通加工団地の

整備を行っている。 

漁集事業は実施されていないが、原発被害地域ということもあり多様な事業メニューを

活用することができている。 

②主体・体制 

町役場及び大学、町民の連携により復興計画の策定（100 人委員会）を行っているが、被

災者が遠方に分散避難している状況もあり、合意形成や気運を高めていくことに苦労があ

ったし、それは現在も継続中である。徐々に、避難困難区域自体は解除されつつあるもの

の、原発被害の収束が明確に見えない状況の中で、他所に避難居住している住民が 7 年の

歳月の中で既に避難先で新たな生活基盤を構築しつつあり、継続的地域運営の主体である

住民の帰還が見通せない中、厳しい状況が続いている。 

小規模自治体である浪江町にあって、町職員の専門性も課題として挙げられている。 

③計画技術 

復興計画は、ビジョン、復興計画第一次、第二次と状況の変化に併せて段階的に策定さ

れている。特に第一次計画は、原発被害の対応について先が見えない状況であったが、今

後の約 10 年間を 3 期に区分して、段階的な復興のプロセスを示したことには大きな意味が

あると思われる。 

④低地利用 

復興計画上は、防災林、水産流通加工団地、スポーツ健康増進エリア、雇用創出エリア

などとゾーニングは決定しているものの、いずれも構想段階であり実現の目処がたってい

ないのが実情である。 
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７．福島県いわき市豊間・薄磯地区 

岩手大学 三宅 諭 

株式会社水土舎 岩成 正勝 

(1) 地区の概要 

14 自治体が合併して誕生したいわき市は福島県内で最大の面積と人口を有し、中核都市

として指定されている。豊間・薄磯地区は合併前の旧平市であり、JR 常磐線いわき駅のあ

る平地区の中心市街地から南東に約 10km に位置している。 

豊間・薄磯地区は塩屋崎灯台を挟んで南北で豊間地区と薄磯地区に分かれている。震災

前の豊間地区はサーフィンで、

薄磯地区は海水浴場として賑

わい、民宿や海の家が多く建っ

ていた地域である。また、水産

加工業者も震災前は複数あり

魚肉練り製品等が生産されて

いた。 

東日本大震災では、最高高さ

8.5ｍの津波により豊間地区で

全 769 戸のうち全壊 551 戸、半

壊 138 戸、薄磯地区で全 344 戸

のうち全壊 301 戸、半壊 25 戸

と壊滅的な被害を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2-16 いわき市薄磯地区の概要 

 

 

 

  

いわき市 

いわき市薄磯地区 

図 2-2-49 いわき市薄磯地区位置図 

資料－漁港港勢調査・漁港背後集落調査他 
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写真 震災直後の薄磯地区（2011.3.12） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 復興事業中の薄磯地区（2018.7.2） 

 

資料-Google Earth 
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(2) 漁村復興まちづくりの概要 

①復興計画策定の全体的経緯 

いわき市の場合、復興に向けた基本方針を示した「復興ビジョン」が平成 23 年 9 月に策

定され、それに基づいた公共施設や社会基盤等の復旧に係る復旧計画（平成 23 年度〜平成

25 年度）と、(1)被災者の再建、(2)生活環境の整備・充実、(3)社会基盤の強化、(4)経済・

産業の再生・創造、(5)復興の推進の 5 つの柱毎に具体的な取り組みを設けた復興事業計画

（平成 23 年度〜平成 27 年度）で取り組まれてきた。復興事業計画の策定にあたっては、6

地区に分けて個別意向調査と都市計画課が主催する住民 WS を行い、その結果を受けて各地

区の計画が策定された。薄磯地区は平成 28 年 3 月から宅地引渡しが始まり、平成 29 年 7

月に引渡しを完了している。 

平成 28年度以降は総合計画の改定後期基本計画に「復興」を重点戦略の一つとして掲げ、

地域創生や各種まちづくり施策と一体的に取り組んでいる。 

②地域全体の復興事業の概要 

薄磯地区では、災害公営住宅整備事業、土地区画整理事業、海岸堤防の嵩上げと防災緑

地の整備の組合せによって復興事業が進められている。海岸堤防は震災前 T.P.+6.2m だっ

たものを T.P.+7.2m へ嵩上げしている。また、今次津波と同等の津波が来た場合に、その

ままでは県道が浸水することから、津波緩衝となる防災緑地整備（最高高さ T.P.+10.2m）

と一体的に整備することで堤防天端高まで県道の一部嵩上げを実現するとともに、西側の

主要地方道へ繋がる都市計画道路整備を行っている。 

防災集団移転促進事業は取り入れておらず、被災市街地復興土地区画整理事業により低

地と高台の宅地整備が行われている。 

なお、土地区画整理事業に先だって地区北部で農地転用を行い、公営住宅を建設してい

る。仮設から公営住宅への早期転居を実現することができたが、宅地整備と住宅再建に伴

い公営住宅の空き部屋が増加している。 

③検討主体、体制 

豊間行政区は豊間、薄磯、沼ノ内の 3 地区で構成されるが、2011 年 5 月の連休前に行わ

れた 3 地区合同説明会において各地区で復興を考えた方が良いという発言があり、それぞ

れ検討されることとなった。 

薄磯地区は避難先が 19 ブロックに分かれたこと、個人情報保護により全員への連絡が不

可能であったことから、“できることをやる”方針で取り組むこととなった。また、区の役

員は 60 歳以上だったこと、若い人の意見を反映する必要があることから、区会の下部組織

として若い人 15 人程度で平成 23 年 10 月 23 日に復興協議委員会が設立された。 

復興協議委員会は 1 週間かけて 5 ブロックの意見を聞いて回ったほか、専門家を含めた

WS 形式の意見交換会も平成 24 年 2 月〜4 月に複数回開催している。さらに平成 24 年 8 月
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には居住意向を問う個人アンケート調査を実施している。このように復興協議委員会が中

心となって住民の意向をまとめ、区会および市との協議を重ねて復興計画が策定された。 

平成 27年には各種団体の代表から構成される薄磯検討委員会が地区の意思決定機関とし

て設立され、毎月 1 回委員会が開催されている。なお復興協議委員会は平成 31 年に区切り

として解散する予定である。 

④行政主体間調整の内容と方法 

いわき市の場合、UR 都市機構がいわきニュータウン開発を手掛けていたこともあり、UR

都市機構と協力協定を締結し、UR から CM 方式による一括発注で復興事業を進めている。 

UR がいわき市内での開発事業経験を有していたことは、行政と UR の調整が円滑に進めら

れた要因となっている。 

⑤検討プロセスにおける課題（行政、住民） 

避難先が複数箇所に分かれていたため、防災集団移転促進事業への早期の合意形成は難

しいと判断し、土地区画整理事業による市街地開発を選択している。県道より西側を土地

区画整理事業区域とし、土地買取り希望者の土地を先行買収することで公共用地（防災緑

地用地を含む）を確保し、減歩率を低くしている。その結果、従前の敷地面積規模に応じ

た敷地の確保を実現するとともに、残存 17 世帯の近くも住宅建設を可能とし、申出換地に

あたっては同じ組で近接するように換地設計を行うなど、コミュニティ維持を図っている。

さらに、早期に災害公営住宅（集合 85 戸、戸建 18 戸）を建設（平成 23 年度〜25 年度事業）

することで転出抑制も試みている。しかし、被災前の 344 戸から半数以下へ世帯数の減少

が予想され、土地区画整理事業により整備した 185 区画のうち 44 区画が再建中であるが、

現時点では多くの空き区画が生じる見込みである。 

それに伴い、世帯当たりの区費が 5000 円／年と大きな負担となっている。加えて、被災

前には 15 人いた消防団員が 4 人まで減少し、区域外に転出した人を団員にすることで 14

人確保している。消防団活動に限らず、地域のコミュニティ活動の維持が大きな課題とな

ることから、人口（世帯数）増加が求められている。 

人口減少を見据えて、被災した豊間中学校を豊間小学校の隣接地に移転・再建し、保育

園も整備するなど、「子育てに優しいまち」、「文教区」を目指した取り組みも行っている。 

⑥復興事業の実施状況（各種事業の進捗、整備見込みについて） 

主な復興事業は被災市街地土地区画整理事業、都市公園事業（防災緑地）、災害公営住宅

整備事業などを組み合わせている。土地区画整理事業により高台と低地を一体で整備して

いるが、高台造成にあたり地権者交渉、農地転用が円滑に進んだこともあり、既に主な事

業は完了している。土地区画整理事業も平成 30 年 2 月に換地処分の公告がされている。 

平成 30 年 8 月時点では、公共施設では中学校などが整備途中であった。住宅地では再建

する住宅も見られたが、再建されない空き区画も多くなると予想されている。一方で、市
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有地 36 区画のうち 15 区画は売却されており、「子育てに優しいまち」が実現されることが

期待される。 

資料－いわき市提供 

図 2-2-50 豊間・薄磯地区震災復興土地区画整理事業の概要 
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⑦復興事業後の生産面での変化と課題 

福島県沿岸では震災後、福島第一原子力発電所からの放射能汚染水の流出を受け、漁獲

できる海域、魚種を規制した。また、福島県では震災前から沖合底曳網漁業のほか、船曳

網漁業や小型底曳網漁業、固定式刺し網漁業などの漁船漁業が主体であり、その漁獲物は

「常磐もの」と呼ばれ、高く評価されていた。しかし、震災から 8 年を経過した現時点に

おいて、震災直後に比べれば漁獲が許された海域も拡大し、出荷制限の解除された魚種も

増えたが、通常操業は行えず試験操業という形で限られた日程のみで漁業が営まれている。

さらに、試験操業による水揚量は震災前とは比較にならない程に減少せざるを得ず、震災

前の所得との差額を東京電力が補償する形が継続しており、津波被災地域の再建に関する

課題のほか、陸上に蓄積された汚染水の放出問題や風評被害による魚価下落など多くの課

題を抱えた状態である。 

福島県が公表している解散魚介類に関する出荷制限の指示がされている魚種と出荷制限

指示が解除された魚種の一覧と安全を確認した海産魚介類の一覧を以下に示す。 

  

（写真 再建の進む高台住宅地） 

（写真 海岸堤防から防災緑地を望む） （写真 高台から低地と防災緑地を望む） 

（写真 低地部の区画と残存住宅） 
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表 2-2-17 海産魚介類に関する出荷制限等の措置一覧（平成 31 年 3 月 14 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料-福島県水産課 
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表 2-2-18 安全を確認した海産魚介類一覧（平成 31 年 3 月 14 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料-福島県水産課 
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⑧低地利用の問題点・課題 

所々に遊具が設置されているが、基本は緩衝緑地である。海岸堤防を嵩上げし、その天

端高さ（T.P.+7.2m）を県道としている。また、L2 への対応として県道西側に防災緑地（最

高高さ T.P.+10.2m）を整備し、その斜面を植樹している。樹種に関しては、斜面東側（海

側）はクロマツを中心とし、西側は広葉樹を植えるなど公園からの眺めも重視している。 

防災緑地の西側（高台側）は宅地として整備されているが、先述したように現時点での

再建率は高くない。中心市街地のある JR いわき駅から車で 20〜30 分であり、自然環境も

良く、保育園、小学校、中学校を一体とした学校改革に取り組んでいるように、次第に転

入者が増加すると期待されている。 

⑨将来の持続的地域振興を見越した新たな取り組み状況 

被災した保育園、豊間中学校を豊間小学校隣接地に移転・再建し、小中学校の一貫的教

育だけでなく、0 歳児から学童まで一体的に子育て支援を実現するような改革が検討されて

いる。また、平成 27 年には「とよま地区復興未来計画（グランドデザイン）が策定され、

「若い世代が戻ってこられるまちづくり」として 12 のプロジェクトが取り組まれている。 
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資料－海まち・とよま市民会議、いわき市（平成 27 年 5月）「とよま地区復興みらい計画」 

図 2-2-51 「とよま地区復興未来計画」に掲げられた 12 の提案・プロジェクト 
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 (3) 漁業・水産業の復興概要 

①漁業者数や操業形態の変化について 

薄磯地区の漁業者は、漁業種類によって沼ノ内地区と豊間地区のどちらかに属すること

から、これら二地区の震災前後での変化を整理する。 

組合員数は、震災前（H22）の沼ノ内地区が 26 人（正 22、准 4）、豊間地区が 66 人（正

32、准 34）から震災後（H29）は 23 人（正 19、准 4）、42 人（正 32、准 10）と減少してい

る。特に豊間地区の准組合員が 24 人と大きく減少している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料－いわき市漁協聞取 

図 2-2-52 漁協組合員数の推移（沼ノ内、豊間） 

 
漁業種類ごとの経営体は、沖合底曳網漁業の経営体が沼ノ内地区で震災前に 4 経営体か

ら震災後 1 経営体に減少しており、小型底曳網漁業(5t 以上)の経営体が沼ノ内地区で震災

前、後も 4 経営体と変化はない。また、小型一般船（チャッカ船）を使用する刺網、篭な

どの漁船漁業は、震災前の沼ノ内地区が 20 経営体、豊間地区が 34 経営体から、震災後は

沼ノ内地区 19 経営体、豊間地区 30 経営体と若干減少している。 

採貝藻漁業は、震災前の沼ノ内地区が 3 経営体、豊間地区が 20 経営体から、震災後の沼

ノ内地区が 2 経営体、豊間地区が 19 経営体と両地区ともに 1 経営体減少している。薄磯地

区採鮑組合の組合員数は、震災前の正組は 10 人、震災後無くなった人が 1 人あり、現在 9

人（平均 60 歳くらい）であり、後継者のいる経営体は 2人のみである。また、漁船漁業は

5t 未満船（シラス船曳、釣舟）が 3 人、小漁が 6 人である。 

薄磯地区は採貝藻、特にウニ、アワビを主体とした漁業者が多く、豊間は漁船漁業が主

体。震災前は倉庫兼作業場にてウニの貝焼きを製造していた。採鮑組合（採貝藻）の漁船

数は、震災前の 9 隻を全て流失、震災後は共同利用船 3 隻を 9 人で利用し試験操業を行っ

ている。 

②漁業生産 

採貝藻漁業（ウニ、アワビ）の操業について、震災前は年間アワビ 50 回、ウニ 27～28
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回操業していたが、震災後は試験操業となり、H29 年の実績としてアワビ（5～9月）は月 2

回の計 11 回、ウニ（5～7 月）は計 3回操業したのみである。試験操業では 1 回の操業で共

同利用船 1隻に 4 名で乗船している。 

採取したウニ、アワビは福島県漁連の共販出荷を基本としており、震災後はウニ、アワ

ビの加工連合会を市内の 11 浜で組織し、ウニのむき身を小名浜に集荷し共同加工している。

貝焼はアルバイトの女性が加工し、沼ノ内の産地市場でセリにかけられる。 

ウニの採取量について、震災前は 1 人 1 隻で篭 1 ケであったが、震災後は 4 人 1 隻で盤

丈篭 1 ケと減少している。また、震災後ウニの種苗放流、移植は行っておらず、資源管理

のために漁獲量を減ずるために、共同で乗船し試験操業の体制をとっており、震災前の所

得に対する東電の原発補償は受けている。 

震災前はウニの深浅移植を実施し、移植前 2t から移植後 3t まで成長。現在は磯焼け対

策事業で空ウニを採取し、再度放流して翌年獲るサイクルを続けている。 

聞き取りを行った採鮑組合の S さんは現在自宅を再建中であり、併せて貝焼を行うため

の加工場も再建する予定である。試験操業から本操業に戻るといった先行きは分からない

が、戻った時のために整備する予定。採鮑組合員の平均的な漁業収入は、震災前ウニの貝

焼きを年間最低 2 千個加工して 300 万円程度、アワビは 200～240 万円程度であった。現在

は原発補償金+試験操業（貝焼き、アワビ）で暮らしている。 

 
表 2-2-19 薄磯地区の操業スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料－いわき市漁協聞取 

③後継者育成 

担い手について、もともと福島県の漁村では余所者を入れない風潮があり、現在も同様

の状況である。ただし、収入が高い漁家では後継者が確保されている。 

④復興事業後の生産面での状況の変化と問題点・課題 （漁協及び高台移転漁業者等） 

沿岸漁業の水揚げが原発被害のために現在、震災前の 13％にとどまっている。漁業者は

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

漁
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サケ
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試験操業から本操業にもし移ったとしても風評被害を心配している状況である。資源は確

実に増えているが、獲ってきても売れるのか、無駄獲りにならないか。そのため、流通量

も増えず、消費者による応援もできないことが懸念される。 

区画整理したエリアには漁船漁業の漁具倉庫などがなく、もともと共同利用漁具倉庫が

あった豊間地区では補修して利用しており、沼ノ内地区では新たに共同利用倉庫を整備し

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真 試験操業での市場水揚げ（沼ノ内）） 

 
⑤高台移転後の状況の変化等（高台移転した漁業者等への聞取り） 

低地部から高台又は災害公営住宅に移転した影響について、港からの運搬には差がない

との意見であった。共同作業で貝焼き作ることは場所があればできるが、現在は無いこと

から対応できない。試験操業の回数が少なすぎて、原発補償なければ皆生活ができない状

況である。 

⑥将来の持続的地域振興を見越した 6 次産業振興状況等 

震災前は漁業者がウニの貝焼き加工を行ってしたことから、6 次産業化はもともとなされ

てきた地域であるが、現在はいわき市内全ての貝焼き製造が試験操業で採取したウニを同

一の加工施設で共同加工している。今後は試験操業が通常操業に戻り、震災前のような個

人での加工が可能とならなければ、6 次産業振興は前進しない。 

また、貝焼き加工は労働力がなければ行えず、震災前は採取したウニの加工を家族（息

子、本人、お母さん、奥さん）プラス雇いの人で行っていた。現在市内で実施している貝

焼きの共同加工の技術が低すぎることが問題となっており、買受人は全く以前のものと質

が異なるため、評価が非常に下がっている。貝焼きには技術が必要であり、色や身を合わ

せて形作り、焼く技術が必要である。 
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(4)主な論点別の課題整理 

①制度設計 

住民同意を得られなかったため防集を断念している。薄磯地区の従前居住地は市街化区

域であったが、復興に合わせて水田（農振地域）を都市計画区域へ編入している。農地転

用により高台住宅地を造成しているため公共用地率が 6 割と高い。土地区画整理事業で面

的整備を行い、海岸堤防の嵩上げと防災緑地整備を一体的に行っている。 

残った 17 戸とのコミュニティ維持を考えた計画策定、都計区域指定するための線の設定

が容易ではなかった。 

②主体体制 

薄磯地区住民は 19 箇所に分かれて避難生活を行っていたため十分な情報伝達が不可能で

あった。将来に向けて若い人の意見で復興を進めることになり、従来の地区の組織ではな

く、若手中心のまちづくり委員会（復興協議委員会）が 2011 年 10 月に設立された。また、

市が各地区で WS の場を設け、薄磯地区は 2012〜2013 年度に 4回＋α（県主催）開催した。

2015 年に様々な団体代表者が入る最高検討機関として薄磯検討委員会を設立し、これまで

20 回程（月 1 回）開催している。復興協議委員会は 2019 年に解散予定である。 

③計画技術 

いわき市中心市街地に近い利点を活かして、早期に公営住宅（102 戸）を建設、入居する

ことで人口流出を緩和している。公営住宅は全戸入居したが、宅地整備と住宅再建の進捗

に伴い転居する世帯が増え、空き部屋が増加していることが課題である。 

防潮堤を T.P.+7.2m に嵩上げするとともに、県道も嵩上げすることで、海岸や地区への

アクセスを容易にしている。また、防災緑地を最大 T.P.+10.2m まで盛土し、不規則な形状

としている。それにより、津波緩衝を図ると共に斜面や平坦部を植栽用地や公園として上

手く創出している。 

その他、被災した保育園、小学校、中学校を近くに移転・整備して「子育てに優しいま

ち」を掲げることで人口増加を目指している。 

④低地利用 

従前の住宅地の大半を海岸堤防、県道、防災緑地として利用している。また残存住宅周

辺の低地部は区画整理され、住宅用地として利用可能である。ただし、高台の大半は住宅

が再建されているが、低地部はほとんど再建されておらず、全体として宅地の未利用地が

広がっている。 
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第３章  調査の総括と今後の課題 

 

 以下に本年度調査の総括と今後の課題を整理する。 

１．基本的視点の検証 

当初からの本調査研究事業の 5 つの基本的視点（制度設計、主体・体制、計画技術、低

地利用、6 次産業／※6 次産業については、持続的地域のありようを支える新たな産業所得

機会の創出の考え方を前提とする）について、本年度調査から導かれる主要な論点を、以

下に整理する。 

（1）制度設計 

 被災自治体では、被災後 8 年数か月に及ぶ復興まちづくりの経緯の中で、復興交付金

基幹事業及び同促進事業などの内容や制度の変化もあり、個別事業間の連携や集約に加

え、自治体独自の制度（※例えば、石巻市の低平地事業など）の構築など、効果的な復

興まちづくりに資する制度改良や取組が見られる。 

 一方、東松島市室浜と名取市閖上地区が象徴的なように、復興交付金基幹事業の有効

活用に向けて、いずれもスピーディな復興の実践に向けた取組がみられたものの、被災

住民と行政当局との合意形成の有無が明暗を分けた例も見られる。特に、地形が平坦で

広範な名取市閖上地区などの場合、土地区画整理事業規模が大きいため完成に時間を要

したため、子供の教育や日常生活の早期再生を望む被災住民の意識と事業計画との時間

的なズレをどう解消するかは、重要な制度設計上の課題と言えよう。 

 基盤整備に関わる復興交付金基幹事業は、概ね復興まちづくりの個別選択肢を被災地

に提示したと言えるが、多くの基幹事業を最も効果的に活用あるいは、複数事業を的確

に連携・総合化する事業主体（自治体）の取組のあり方が、時間軸や被災住民との合意

形成プロセスを健全なかたちで具現化、つまり計画し事業化していくための方法論の構

築が重要である。 

 

・防集を基本としているが、孤立を回避するための道路事業やコミュニティセンター＋診

療所、郵便局、消防屯所等を移転するとともに健康センターや介護施設の整備を検討す

るなど、公共施設等の集約も同時に図っている。      （陸前高田市広田地区） 

・基本的には浜ごと（従前集落ごと）に防集事業を施行している。東日本大震災被災地で

緩和された実施要件である最低戸数を移転希望戸数が下回る地区に関してのみ、隣接地

区と合併して事業の実施が進められている。移転元地に関しては、土地の嵩上げが必要

となる場合にも、都市計画区域編入を行った上で区画整理事業によって実施するのでは

なく、都市計画区域外のまま、石巻市独自の低平地整備事業を活用することとしている。 

－130－



 （石巻市雄勝地区） 

・漁村の復興整備に関し、漁集事業と防集事業を活用したが、道路、排水施設の整備との

調整、土地の切り盛りの調整、移転元地の集約化などを計画的に進め、事業自体も早期

に実施することができた。                  （東松島市室浜地区） 

・閖上地区の復興事業において大きな問題となったのは、住民の多くが内陸部への移転を

希望する中で、行政としては用地確保の問題やスピーディな復興という観点から土地区

画整理事業による現地再建を基本方針としたことである。震災直後の 2011 年当時は土地

区画整理事業と防集事業との併用が認められなかったため、土地区画整理事業を選択し

た場合には換地による現地再建しか選択できないこととなった。そのため、行政と住民

との対立を生み出す構造となってしまった。 

その後、2012 年 1 月に復興交付金が制度化され、土地区画整理事業と防集事業との併

用が認められるようになったが、これにより災害危険区域の地権者が土地の買取を申請

して土地区画整理事業による換地を受けずに内陸部へ移転するケースが増え、土地区画

整理事業による居住エリアに空き区画が多く発生する結果となっている。 

特に、子供の教育などの問題から土地区画整理事業の完了を待つことのできない若年

層は早期の住宅再建を希望するため、内陸部や市街地への移転を促進する要因となった。 

海岸から低地が内陸まで広がる閖上地区のような地形では、遠く離れた内陸部への移

転を希望する住民が多く発生することから、現地再建と内陸部への移転を想定した多様

な選択肢を許容しつつも、被災エリアの復興を可能にするため、現地再建の住民合意を

得るための制度設計について考えて行く必要がある。       （名取市閖上地区） 

・新地町では、防集事業、土地区画整理事業、小規模住宅地区改良事業を組み合わせ、低

地から高台への住宅を移転している。また、災害公営住宅を複数地区に配置している。

当初は土地区画整理事業でのかさ上げ地に全ての移転者の住宅を誘導することを構想し

たが、移転者のニーズを重視して、多様な手法を用いて、移転先のバリエーションを工

夫しており、復興事業に精通した新地町では、柔軟に対応できた。 

さらに、漁集事業で、釣師浜漁港の背後地で、漁具干場、避難路、排水路、防犯灯の

整備が行われる。 

復旧事業により、釣師浜漁港の岸壁、市場、共同利用漁具倉庫の整備が行われ、工夫

点としては被災者のニーズに沿った事業の組み合わせを実施した点が挙げられる。新地

町での取り組みを手本にすると、復興事業に精通し、地域の特性、ニーズに沿った制度

設計を行うことが課題と言えよう。              （新地町釣師浜地区） 

・住まいの復興には防集事業と災害公営住宅を同地区に併用して活用し、2 ヶ所で事業を実

施している。1 箇所は小学校に隣接するなどの配置も理想的である。 

  漁港の復興は、復興交付金事業により、漁港施設（市場、荷捌き施設等）と水産業共

同利用施設（漁具倉庫等）の整備を行い、福島再生加速化交付金により水産流通加工団

地の整備を行っている。漁集事業の活用は見られないが、原発被害地域ということもあ
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り多様な事業メニューを活用することができている。       （浪江町請戸地区） 

・住民同意を得られなかったため防集を断念している。薄磯地区の従前居住地は市街化区

域であったが、復興に合わせて水田（農振地域）を都市計画区域へ編入している。農地

転用により高台住宅地を造成しているため公共用地率が 6 割と高い。土地区画整理事業

で面的整備を行い、海岸堤防の嵩上げと防災緑地整備を一体的に行っている。 

残った 17 戸とのコミュニティ維持を考えた計画策定、都計区域指定するための線引き

の設定が難しかったようである。             （いわき市豊間薄磯地区） 

(2）主体・体制 

  復興まちづくりの主体は、制度上は被災自治体となっているが、被災住民の意思が計

画や実践にうまく反映されたか、あるいは相互理解のプロセスが確保されたかにより、

復興まちづくりの取組成果に関する住民評価、つまり、満足度は大きく変わってくる。 

 調査対象事例を概観すると、行政と住民間の合意形成に関するさまざまなかたちの努

力が払われてきたことが分る。陸前高田市広田地区や東松山市室浜地区、新地町釣師浜

地区などは住民参加が比較的うまくいった事例とみられる。 

また、行政と住民に加え、計画策定などに参加するコンサルと住民間の意思の共有も

重要である一方、外部専門家やアドバイザーの存在も場合によっては、もろ刃の刃とい

った面が否めない。また、住民間の意思統一についても、早急に生業である漁業の再開

を望む漁業者と一般住民では、根本的にその立場を異にする場合も多い。 

福島県内の復興事例の場合、原発被害の影響などにより、他被災地と比較しても被災

住民の分散・離散状況が著しく、自治体と住民の密接な意見交換と合意形成の壁になっ

たことは否めない。 

いずれにしても、大規模災害からの復興まちづくりにあっては、自治体が計画、事業

推進母体としての機能を必要十分に発揮すると同時に、被災住民やコンサルタント、場

合によっては外部有識者などの意思統一と、めざす方向に係る合意形成コーディネータ

ーとしての役割が期待される。その場合、もともとの自治体職員の専門家としての資質

向上や体制構築に加え、自律的住民組織が存在することが重要である。 

・広田漁港背後集落には後浜、久保、泊、田端、中澤の 5 集落があり 15 行政区に分かれて

いる。そのうち 6〜9 区が広田地区になる。各行政区はさらに部落と呼ばれる単位に分か

れている。市町村合併前の単位を母体とするコミュニティ推進協議会で説明会を行った

ところ、部落単位で防集促進協議会を設立することになり、36 の防集協議会が設立され

た。この防集協議会が移転先を選定し、市と協力して用地交渉を行うことで円滑な計画

推進が図られた。 

また、コミュニティ推進協議会が市、コンサルとの協議窓口となることで、各地区の

住民に適切な情報伝達が行われた。             （陸前高田市広田地区） 
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・石巻市は東日本大震災の被災地の中でも被害程度が重く、また防集事業の数も多い。石

巻市役所本庁にはその計画を進める人員がある程度確保されていたが、総合支所地域で

ある雄勝地区にはそこまでの人員が割かれてはいない。ただし、住民は特に反対等をす

ることもなく事業計画案を受けいれている。 

事業で高台移転を選択した住民の多くは漁業者であり、なるべく早く操業を再開する

ことで生活の安定を図りたいという意向を背景として、防潮堤や移転用地の検討に関し

てはある程度行政に任せていたという構図が透けて見える。一方で雄勝の中心部では防

潮堤の高さに関して、従前居住者以外の人々もまきこんだ反対運動が起こることになっ

たが、これは行政が外部専門家などのアドバイスに重心をおいた計画策定と事業実施を

進めたことも影響している。                 （石巻市雄勝地区） 

・震災直後から行政内部に検討体制と連絡調整体制ができ、計画策定段階の市民参加や合

意形成も比較的スムーズに行えたといえる。計画検討を早期に進めるための GIS の活用

やコンサルタントの活用（及び指示）なども的確であったと考えられる。 

（東松島市室浜地区） 

・閖上地区では震災直後に住民が主体となって 3 つの組織が生まれた。これらが独自に復

興まちづくりについて検討を行うなど住民が主体となる取り組みは比較的活発に行われ

たが、相互の調整には課題も多く、組織を一つにまとめるという提案も出されたが実現

には至っていない。 

そのために、住民から出される提案を一元化することができず、住民提案が大きな力

を持たなかったのは住民参加のプロセスにおける課題として挙げられる。 

「名取市震災復興計画」策定後に行政が呼び掛けて「閖上復興まちづくり協議会」を

設置し、住民参加での復興まちづくりを推進してきた。しかし、実態としては委員から

は権利の主張が前面に出てしまい、意見を集約しながら復興まちづくりを先導していく

ような組織運営とはならず、会議を繰り返しても建設的な議論にはならなかったという

課題が挙げられている。 

さらに、行政と住民との対立構造が先鋭化する中で、住民参加のための協議会が行政

と住民との板挟みのような状況になってしまったようである。復興まちづくりのプロセ

スにおいては被災した市民の感情や私権の要求が前面にでる場面が多くなるため、住民

参加のあり方や方法論については更に検討が必要と考えられる。  （名取市閖上地区） 

・被災前から新地町の計画に携わっていた都市計画コンサルタントが復興計画や事業計画

に関わったことが大きな特徴であり、効果をもたらしたと役場職員も認識している。 

また、役場が町民に情報提供を積極的に行い、協力を要請したことが、防集事業の土

地の提供など、全町的に復興の協力の機運が高まったことにつながっている。当然なが

ら復興においては被災者が主役となるが、それをサポートする役場、コンサルタントが

うまく連携できたことが成功例につながっている。       （新地町釣師浜地区） 

・町役場及び大学、町民の連携により復興計画の策定（100 人委員会）を行っているが、被
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災者が遠方に分散避難している状況もあり、合意形成や気運を高めていくことに苦労が

あった。町職員の専門性も課題として挙げられている。           （浪江町請戸地区） 

・薄磯地区住民は 19 箇所に分かれて避難生活を行っていたため、十分な情報伝達が不可能

であった。将来に向けて若い人の意見で復興を進めることになり、従来の地区組織では

なく、若手中心のまちづくり委員会（復興協議委員会）が 2011 年 10 月に設立された。  

また、市が各地区で WS の場を設け、薄磯地区は 2012〜2013 年度に 4 回＋α開催した。

2015 年に様々な団体代表者が入る最高検討機関として薄磯検討委員会を設立し、これま

で 20 回程（月 1 回）開催している。復興協議委員会は 2019 年解散予定である。 

（いわき市豊間薄磯地区） 

(3）計画技術 

 被災漁村をはじめ被災地域の復興まちづくりに関する計画技術自体が必ずしも十分構

築されていないのではないかという問題認識である。基本的には、多様な復興交付金基

幹事業その他について、自治体が、マスタープランなどの基本方針を掲げ、主要交付金

事業を適確に組み合わせると同時に事業間調整を経た上で実施する方法論の採用が、比

較的満足度の高い復興まちづくりにつながっている点と現実的な住民対話と意向を拾い

上げて望ましい計画につくりあげていく専門コンサルタントの力量に依存している例も

みられる。 

防集及び漁集事業の組み合わせ（防集移転先の住区画が 100 坪限定のため、不足する

漁具置き場などを低地部に漁集事業で整備）による漁家の生業と生活のバランスを確保

する手法がとられている場合があり、早朝の作業が多い漁家が一般世帯と調整しつつ団

地の入り口や周縁部に配置されるなどの工夫もきめ細かな対応と評価できる。一方、膨

大な低地（災害危険区域）の利活用を、用地需要根拠により整備する漁集事業だけで対

応することには限界があることも事実である。 

各種復興工事により発生する残土を計画的に保管、活用する石巻市の「低平地事業」

は、合理的かつ効果的な方法と認識される。 

復興まちづくりの範囲、規模が大きい場合、住民参加や合意形成が重要なことは言う

までもないが、一方で計画や事業に時間がかかりすぎて対象被災者の域外流出のきっか

けになる場合も見られ、双方のバランスが重要であると同時に、事前復興の考え方がよ

り重要性を増すことが分る。また、新地町釣師浜地区にみられるように、移転元集落住

民に高台移転団地の選択権を持たせたことで、新たなコミュニティの形成が促進された

例などは重要な計画技術上の示唆と言えよう。 

以上、計画技術上の総括としては、多様な事業選択肢をスムーズに連携・総合化する

前提となる住民参加のマスタープランを共有すると同時に、既存の事業内容に不足する

効果的アイディアを具体化する方法論の構築が求められる。一方で、計画技術を考える

場合、不可欠の住民参加や合意形成手法の構築も重要であるが、大規模災害後の適切な
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自治体と住民の連携には、多くの課題があるため、被災後のあり方と同時に、被災以前

の準備としての事前復興に関する住民合意と、自治体と住民間の関係性の構築がより重

要な意味を持つものと考えられる。 

・防潮堤は最大 T.P.+12.8m で再整備されているが、移転先は今回の浸水区域外としている。 

また、従前は 200 坪ほどの敷地を所有する世帯もあったが、防集事業による移転先を全

て 100 坪程度としたため、元地に漁集事業を導入し、作業所や倉庫を建設することで用

地減少への対応を図っている。従前の個々の敷地面積が大きかったために、集約するこ

とでさらに大きな敷地を確保できたことが影響している。中学校跡地や広田高校広田校

舎などは野外センターとして再建している。               （陸前高田市広田地区） 

・防集事業は高台の土地を造成することになるが、そこで発生した残土を地区内に仮置き

し、それを今度は低地部の嵩上げ用に転用するといった、事業期間のズレを上手に活用

し、土の移動を極力少なくすることで経費を低く抑えるような取り組みは特徴的である

し、今後の同様の復旧復興事業計画において重要な視点となる。なお、残土の地区内仮

置きに関しては、「起工承諾」として土地所有者に許可を得、必要な経費を支払うことに

よって進めているが、これによって従前居住者はある程度の現金収入を得ることとなり、

生活再建を間接支援することにもつながっている。        （石巻市雄勝地区） 

・平成 23 年の復興計画、平成 27 年の土地利用計画、翌 28 年の特別名勝松島グランドデザ

インなど、上位計画で必要な方針を示しつつ、防集及び漁集の事業計画も並行して進め

られており、計画性及び合意形成の観点からも比較的成功した事例と言えるのではない

かと考えられる。また、個別の事業間調整も行っており、計画調整体制も有効であった

と考えられる。                       （東松島市室浜地区） 

・海岸防潮堤を第一次防御ラインとし、高盛道路を第二次防御ラインとする二重防御で対

応する計画となっており、第二次防御ラインを境として居住エリアと産業エリアを分け

るなど明快な都市構造となっている。一方で、全体的に事業が大規模となっていること

から、進捗に時間を要し、住居の再建を急ぐ住民が早期に内陸部へ移転してしまうなど

の課題もある。計画を進めているプロセスにおいて住民参加は必要であるが、閖上では

当初から現地再建という行政の方針に対する住民の反対意見が強く、そのような状況に

おいて住民との直接対話の場である「震災復興市民 100 人会議」を行ったことにより対

立構造が先鋭化していったことが課題として挙げられる。閖上では多くの犠牲者を出し

ていることから被災直後の住民感情と早期復興とのバランスをとりながら住民参加を進

めて行くことが必要になると考えられる。                      （名取市閖上地区） 

・役場が移転元の集落と移転先の防集事業の団地の大枠は設定したものの、当事者に移転

先団地の選択権を持たせ、計画段階から移転先でのコミュニティ形成を行った点が挙げ

られる。また、このような関係性を活かして、敷地規模の調整を行うことや、朝が早い

漁業者を団地の入口に配置するなどの工夫を行うことができた。 
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一見、移転者のニーズをきめ細かく聞くことは、計画に時間を要すると想定されるが、

新地町やコンサルタントが住民の意見に合わせて、オーダーメイドで計画、図面をブラ

ッシュアップした結果、合意形成が円滑に進み、結果として他地域に比べ復興の速度が

高まった。 

これは良い結果が出た新地町の場合の復興プロセスであり、他地域での展開について

は必ずしも成功するとは言えない面もあると考えられる。スピードが求められる復興に

おいて、計画のプロセスデザインが大きな課題となる。    （新地町釣師浜地区） 

・復興計画は、ビジョン、復興計画第一次、第二次と状況の変化に併せて段階的に策定さ

れている。特に第一次計画は、原発被害の対応について先が見えない状況であったが、

今後の約 10 年間を 3 期に区分して、段階的な復興のプロセスを示したことには大きな意

味があると思われる。                     （浪江町請戸地区） 

・いわき市中心市街地に近い利点を活かして、早期に公営住宅（102 戸）を建設、入居する

ことで人口流出を緩和している。公営住宅には全戸入居したが、宅地整備と住宅再建の

進捗に伴い転居する世帯が増え、空き部屋が増加していることが課題である。 

防潮堤を T.P.+7.2m に嵩上げするとともに、県道も嵩上げすることで、海岸や地区へ

のアクセスを容易にしている。また、防災緑地を最大 T.P.+10.2m まで盛土し、不規則な

形状としている。それにより、津波緩衝を図ると共に斜面や平坦部を植栽用地や公園と

して上手く創出している。 

その他、被災した保育園、小学校、中学校を近くに移転・整備して「子育てに優しい

まち」を掲げることで人口増加を目指している。      （いわき市豊間薄磯地区） 

(4）低地利用 

 低地部の利用は、一部必要に応じて漁集事業による漁業関係用地が整備され、漁具干

場や共同漁具倉庫用地として、あるいは水産加工場などの企業誘致用地として活用され

ている場合もあるが、広大な低地面積全体から見ると、必要所要量の厳密な計算を根拠

に整備しなければならないことから、小規模かつ部分的利用にとどまっていると言わざ

るを得ない。 

 また、東日本大震災被災地の場合、防潮堤の嵩上げ工事の進捗状況が、低地利用に大

きく影響している面も否めない。 

 一方、原発被害の影響により避難住民の帰還が不透明な浪江町では、さまざまな計画

はあるものの、実現化の目処は立っていないのが実情である。 

・低地利用は地元に委ねているが、防潮堤工事が終了していないため防潮堤付近は未整備

かつ未定である。震災後の地盤沈下対応として岸壁を嵩上げしたが、その後の隆起によ

り高低差の問題が生じている。一部はその対策として物揚げ場を陸側に伸ばし、用地と

することで隆起の影響をなくしている。                       （陸前高田市広田地区） 
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・漁集事業で整備した低地については共同漁具倉庫としての事業が完了している。その他

水産庁事業で実施した海苔の共同加工場も完成した。但し、土地利用計画で位置づけた 6

次産業用地の活用の目処は立っていない。                     （東松島市室浜地区） 

・海岸から内陸部まで平地部が続く地形であるため、海岸部に災害危険区域が広範に広が

り、低地部の活用が課題となっている。閖上地区では 15ha の産業エリアを用意しており、

企業誘致を進めている。水産業共同利用施設復興整備事業を活用して先行して造成され

た水産加工団地では募集区画の 9 区画がすでに稼働している。福島から 3 社が移転する

など、他地域からの立地が進んだことで現時点では順調に進んでいるが、今後は商業の

再生や閖上朝市との連携など、多角的に低地利用を進めていくことで地域の魅力を高め、

企業が進出しやすい環境をつくりだしていくことが課題である。   （名取市閖上地区） 

・漁集事業で漁具干場を整備することとなっている。水産加工業用地を整備したが、現在

は 1 つの工場が立地している状況である。浸水地域は、農地が復旧されるとともに、防

災緑地が整備されることとなっているが、低利の利用については、今後の課題である。 

（新地町釣師浜地区） 

・復興計画上は、防災林、水産流通加工団地、スポーツ健康増進エリア、雇用創出エリア

などとゾーニングは決定しているものの、いずれも構想段階であり実現の目処はたって

いない。                                                     （浪江町請戸地区） 

・従前の住宅地の大半を海岸堤防、県道、防災緑地として利用している。また残存住宅周

辺の低地部は区画整理され、住宅用地として利用可能である。ただし、高台の大半は住

宅が再建されているが、低地部はほとんど再建されておらず、全体として宅地の未利用

地が広がっている。                                     （いわき市豊間薄磯地区） 

(5）6 次産業等 

 6 次産業の取組や振興は、漁村地域における復興後の持続的まちづくりに資する漁業・

水産業以外の産業所得機会の創出につながるものと考えられるものの、今年度調査地域

にあって漁業関係者が積極的に関与している事例は見られない。 

これは、①先ずは生業である漁業・水産業再生が優先されていること、②今年度対象

とした福島県内の漁村地域ではそれ以前の復興の目処が立ち難い状況にあることが要因

とみられる。一方で、名取市閖上地区にみられるように、個々の漁村単位ではなく、市

町村の範囲で、しかも被災前から歴史的に 6次産業振興に取り組んできた地域にあって

は、震災を契機に、より活発化した例も見られる。ただし、閖上地区の場合、6次産業の

主体は商業者組合であり、漁協や漁業者との連携は殆ど見られない。 

・6 次産業化は進んでいない。海苔製品などはすでにブランド化されており、新たな 6 次産

業化の方向性が明確になっていないと思われる。             （東松島市室浜地区） 

・閖上地区では漁港に隣接して地元の商業者を中心とした取り組みとして閖上朝市が開催
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されてきた。津波により市場施設は壊滅的な被害を受けたが、2012 年にカナダ政府、ブ

リティッシュコロンビア州政府、カナダの木材メーカーの共同支援で市が建物の寄贈を

受け、これを組合に無償貸与するかたちで現地での朝市の復興が動き出した。 

炉端焼きを用意したり、せり市などのイベントを行うことで来客者の増加につなげて

いる。一方、閖上朝市と漁協とのつながりは現時点ではなく、閖上の漁業は閖上朝市を

始めとする 6 次産業化の取り組みとは直接的には関わっていない。閖上朝市も現時点で

は閖上漁協も閖上朝市も独自に経営が成り立っているが、将来的には相互にシナジーを

生み出すような 6 次産業化の取り組みを展開していくことも検討の余地はあると考えら

れる。                                                       （名取市閖上地区） 

・6 次産業には検討段階では、取り組まれていない。一方、震災前から釣師漁港では活魚に

力を入れてきたこと、市場が復旧していることから、試験操業から本格操業への移行を

機に、活魚を扱う市場としての機能の再会が期待される。福島県では、試験操業から本

格操業への移行をスムーズに展開することが課題となる。       （新地町釣師浜地区） 

 

２．福島県の漁業・漁村の復興の行方 

福島第一原発に近接する福島県沿岸中央部の市町村においては、漁業の再生を含めて市

町村の再生自体が完結していない。いうまでもなく、原発事故の影響はいまだ収束してお

らず、たまり続ける汚染水の処理は、当地漁業・水産業と直結する問題である。また、汚

染土壌などの処理についても不透明であり、対象市町村では域外避難住民の帰還の目途も

立っていないのが実情である。すなわち、既に 8 年以上を経過した中で、日々の暮らしの

根拠を非難先に確立した元住民が、避難解除になった時点で、故郷に帰還する判断を下す

ことは容易ではなく、現在、属地性に根拠を持てないまま、苦難の復興構想・計画の模索

が続いているのが実態である。特に、本調査対象である浪江町の場合、被災前は 2 万人以

上の人口を抱え、飲食、宿泊をはじめとする官民のサービス施設や機能も充実していたが、

現状居住者数は 800 人程にとどまり、最終的な定住人口（※浪江町の人・まち・しごと創

生計画では、2035 年の定住人口を 8,000 人と設定している）をどの規模に設定して計画、

実践を進めるかという根本的な問題に直面している。これは、福島第 1 原発が立地してい

た、双葉町や大熊町も同様である。 

転じて、南海トラフ起因の大規模地震・津波が予想される地域等の原発についても、厳

しい対策を事前に検討するとともに、いかなる地震津波が来襲しても安全を確保できる二

重、三重の対策を集中的に実施しておく必要がある。また、一旦原発災害が起こった場合

の最適の避難マニュアルと事前復興計画を策定、周知しておくことが重要である。原発に

ついては、南海トラフ地震・津波想定地域内に限れば、稼働施設は少ないが、その影響範

囲や影響期間の長さからしっかりとした事前防災が不可欠である。 
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資料－経済産業省作成の資料をもとに福島県が加工 

福島健 HP（https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html） 

図 3-1 福島第一原発災害に起因する避難区域の状況(2019 年 4 月 10 日時点） 

－139－



３．西日本などにおける今後の事前復興について 

日本の都市・地域・計画の歴史を概観すると、ある意味では、復興の歴史ではなかった

かと考えることも可能であろう。一方、継続的社会経済環境の縮減状況下で、南海トラフ

巨大地震で予想される直接被害額の大きさを考慮すると、東日本大震災・復興に見られた

巨額の国家的復興予算の投入は望むべくもないことは明らかであり、新たな復興のかたち

を事前に検討しておくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               資料－佐々木晶二（前国交省国土交通政策研究所長） 

図 3-2 大規模震災被直接被害額と国家予算比較 

 

南海トラフ巨大地震の被害は、発生時間や地震の大きさなどによりさまざまに想定され

るが、ここでは、南海トラフ巨大地震被害想定と対策／内閣府（平成 26 年 9 月 24 日）の

データを概観すると、震度 7 の地震が 151 市町村で、津波高 10ｍ以上 の市町村が 21 との

条件下で、全壊棟数が 238 万 6 千棟、死者・行方不明者数 が 32 万 3 千人、避難者数が約

440 万人～約 950 万人、経済的被害のうち資産等の直接被害額が 169.5 兆円、経済活動への

影響が 50.8 兆円と予測されている。つまり、東日本大震災の被害総額とはけた違いの人的、

経済的被害が見込まれている。 

一方、我が国の社会経済縮減傾向は継続することは確実で、とりわけ前述した国家財政

についても縮減状況の中、西日本全体をまきこむ巨大な災害対策、特に復興のかたちを模

索しておく必要がある。すなわち、東日本大震災の復興に際して用意された潤沢な規模の

復興交付金事業のような形態が期待できる余地は少ない。また、被災予想地域は、多くの

大都市を含めた巨大な経済産業施設や機能の集積地帯であることから、中小漁港や漁村に

対する復興事業の実施以前に対応すべき課題が多いため、東日本大震災被災地で見られた

ような迅速かつ手厚い漁業、水産業とその基盤施設の復興施策を期待しにくい状況になる

ことは容易に想像できる。 

このような観点から考察すれば、東日本大震災被災中小漁村における復興プロセスの検

証から得られる、南海トラフ地震・津波被災対象中小漁村に参考になる要素は限られる。 
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まとめれば、以下のような諸点が重要な論点になると考えられる。 

①被災以前の事前防災の準備が重要である 

とにかく、発災時の避難のあり方を、地域の特性と想定される地震・津波規模に応じて

具体的方法論として、地域の共通認識化しておくことが重要である。中小漁村の場合、特

に過疎高齢化が進む小規模漁村における高齢単身を含めた高齢世帯など災害弱者の円滑な

避難体制の構築が重要である。近年、注目されている住民参加の「逃げ地図づくり」ワー

クショップの開催や定期的な避難訓練の実施などが有効であろう。その場合、漁船の避難

訓練など、居住地より海側の漁港から海にかけての避難、防災の方法を地域の実情に応じ

て検討、実践しておくことが、中小漁村独自の事前防災の留意点と言えよう。 

②被災以前の事前復興に関する準備が重要である 

東日本大震災被災中小漁村の復興に当たって、被災直後の混乱期に住民意向を十分に反

映した復興計画を事業主体である自治体が策定することは非常に困難であることが認識さ

れた。このことに鑑みれば、事前に地形や被災予測を想定しつつ、行政と集落コミュニテ

ィが風通しのよい関係を保ちながら現実的な復興計画を想定しておく必要がある。もちろ

ん、深刻な被災が想定される地域で、適切な予算が確保できる場合は、住居の高台移転や

高台集合住宅化などの取組も可能な限り実施されておくことが期待される。 

その場合、特に、平成 25 年 6 月の災害対策基本法改正によって導入され、住民や事業者

主導の地区防災計画の策定ができるようになり、位置づけや取り組みについては多様な手

法がとられているが、市町村が定める地域防災計画にも反映されるようになったことを契

機として、地域住民による自主的な避難、現実的な防災計画及び事前防災のあり方をしっ

かり議論、情報共有しておく必要がある。 

中小漁村の事前復興計画の策定に当たっての独自の留意点としては、「投入可能な費用と

漁業操業や漁場管理などとのバランスによる漁港漁村の集約・再編による効果的復興の推

進」、「漁業生産・集荷及び出荷などに関するＢＣＰの策定」も重要な視点と言えよう。 

 

③現行法制度や復興の仕組みの再確認と継承 

阪神淡路大震災以降、東日本大震災に至る間、災害復旧に関する法制度やしくみは改良

が加えられてきた経緯がある。しかし、災害は忘れなくてもやってくるが、災害復興制度

やしくみの知見は継承されない場合が往々にしてあることから、現時点の仕組みを関係者

間で最大限継承していくことが重要である。 

④地域力は防災力につながるという視点 

災害に強いまちづくりの基本は、持続的、自発的かつ継続的な地域づくりにあり、必然

的に対象地域、中小漁村のコミュニティの強化と地域振興への不断の努力が地域防災力に

直結する。地域防災を念頭に置いた持続的まちづくりの住民意志と知見の集積と具体的な

担い手、地域コミュニティの構築が重要である。 
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⑤国土強靭化からしなやかな防災対策へ 

ハードからソフトへ、安全・安心の最大化が求められる。将来的な国家財政や経済社会

状況の縮減局面下の大規模災害復興においては、東日本大震災でも経験したように、コン

パクト型復興と辺地分散型の資源依存型漁村の復興バランスが問題になるだろう。将来的

には、関係漁協や漁業者との漁業権管理・利用や流通・加工の最大効果に関する合意形成

を前提に、漁港漁村機能の集約化のあり方が、災害復興の円滑化と直結する議論になり得

ることが予想される。 

⑥国・自治体・復興最小単位の集落間のスムーズな意思の疎通体制の構築 

行政の効率化システムの構築に向けて、従来かたちづくられてきた効率的ツリー構造に

ついては、地方分権や地方の時代といった掛け声の中で、地域に密着した網の目型の自治

行政システムへの移行が叫ばれてきた。しかし、東日本大震災における被災規模の大きさ

から、国を頂点としたツリー構造が復活した感がある。そこには大規模災害復旧時の必然

性と適正効果の発現という側面と、基礎自治体の役割の明確化という点での課題が見え隠

れしている。今後、西日本などで東日本大震災と同等レベル以上の災害が発生した場合、“網

の目型ツリー構造”ともいうべきトップダウンと、現場の意思や方針のボトムアップの適

正な意思疎通の行政・復興システムと、その間を結ぶ実効性ある中間支援組織あるいは機

能の構築が課題となる。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－内閣府 HP（www.bousai.go.jp/jishin/nankai/index.html） 

図 3-3 南海トラフ地震防災推進地域の指定状況図 
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資料－内閣府 HP（www.bousai.go.jp/jishin/nankai/index.html） 

図 3-4 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定図 
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～ 水 産 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 ～

当会では、水産物の生産・流通・消費、及び水産業に

関する制度・経済問題、並びに水産業界に影響する諸

問題等に関する調査研究を実施しております。また、その

結果を報告書に取りまとめ、水産関係の企業・団体、

教育機関・官公庁、研究機関等に配布する等、幅広く

情報提供を行っております。

一般財団法人 東京水産振興会
会　　　 長　　渥 美 雅 也
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